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本日の会議に付した事件 

 認定第１号 平成２５年度舟形町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第２号 平成２５年度舟形町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について 

 認定第３号 平成２５年度舟形町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第４号 平成２５年度舟形町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について 

 認定第５号 平成２５年度舟形町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第６号 平成２５年度舟形町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第７号 平成２５年度舟形町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 財産に関する調書の審査 

  



午前１１時３３分 開会 

委員長 ただいま、平成 25 年度一般会計ほか、６特別会計の決算審査特別委員会の委員長に推薦され

ました、八鍬でございます。 

  精いっぱい努めさせていただきますが、進行上不行き届きの点など多々あるかもしれませんが、よ

ろしくお願いします。 

  ただいまの出席委員は、９名です。定足数に達しております。 

  ただいまから平成 25年度決算審査特別委員会を開きます。 

  直ちに、委員会を開会いたします。 

  審査方法につきまして、お諮りします。 

  一般会計は、歳入決算を一括し、歳出については、各款ごとに審査していただくこと。 

  特別会計は、各会計ごとに審査する方法でよろしいでしょうか。 

  （「異議なし」の声あり） 

委員長 ご異議なしと認め、ただいま申し上げました方法で進めてまいりますので、よろしくお願いし

ます。 

                                            

 認定第１号 平成２５年度舟形町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第２号 平成２５年度舟形町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について 

 認定第３号 平成２５年度舟形町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第４号 平成２５年度舟形町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について 

 認定第５号 平成２５年度舟形町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第６号 平成２５年度舟形町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第７号 平成２５年度舟形町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

委員長 認定第１号 平成 25年度舟形町一般会計歳入歳出決算、認定第２号 平成 25年度舟形町国民

健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算、認定第３号 平成 25 年度舟形町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算、認定第４号 平成 25 年度舟形町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算、認定

第５号 平成 25年度舟形町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算、認定第６号 平成 25年度舟形町農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算、認定第７号 平成 25 年度舟形町公共下水道事業特別会計歳

入歳出決算について、審査を行います。 

  最初に、一般会計歳入の審査を行います。 

  読み上げ、説明をお願いします。 

  （挙手あり） 

委員長 財政管財班長。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 午後１時 15分まで休憩いたします。 

午後０時０２分 休憩 

                                            

午後１時１５分 再開 

委員長 休憩前に復し、会議を再開いたします。 

  これより一般会計歳入の質疑に入ります。 

  なお、質疑につきましては、ページ、款項目を明言され、できるだけ簡潔にお願いをいたします。 



４番 それでは、28、29ページの労働費県補助金、収入済額で 2,490万円ほどありますけれども、再三、

これは臨時職員の雇用のために使っていることだろうということで今質問もありましたけれども、こ

の予算で何名の雇用をしているのか。 

  あと、いただいた資料の中でいうと、どのあたりの方々に該当するのか。あるいは全部に該当して

いるのかちょっとわからないものですから質問いたします。 

産業振興課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

  労働費補助金ということで 2,490万 9,310円の雇用の内訳なんですが、これ主要な施策の成果報告

書の 55 ページのほうに人数と、そして委託先、あるいは直接雇用というふうな区別をして記載して

ございます。このとおりなんですが、直接雇用も含めて 11名でありまして、委託事業としましては委

託先のもがみ南部商工会、そして振興公社、そして社会福祉法人舟和会とというふうにな内容になっ

てございます。 

４番 そうしますと、町が臨時職員として雇用している、昨年度でいうと 65名のうちのまず 10人程度

を雇用しているということになろうかと思います。 

  今回のこの予算に関連しますけれども、ことしの予算は 5,000万円とっていた中で 3,200万円ほど、

3,000 万円強のまず減額として計上されてきたわけですけれども、こういったところに影響は出ない

ものですか。出ないものですかというのは、まず 25年度決算を踏まえて 26年度の計画を立てて、そ

の計画を立てた内容というのが 5,000万円の緊急雇用対策費が来るともう見込んだわけですよね。そ

して動き出していたところに 3,000万円強のマイナス予算になったわけですから、これ影響が出てい

るんだろうというふうに思うんです。そのあたりはどうなんですか。 

産業振興課長 まず最初に、雇用人数の 65名中 10名相当分というふうな話なんですが、恐らく総務課

長のほう、ちょっと確認しなければならないと思うんですが、昨年度の 11 名中、直接実施事業で１

名、そのほかは委託事業でそれぞれの機関のほうに委託して雇用してもらっているということなので、

先ほど話した 65 名の中にはこの 10 名、委託で雇用された 10 名は入っていないのかなというふうに

私、解釈しております。 

  それから、今年度当初予算の歳入として 5,000万円計上させてもらった内容につきまして、最終的

に 1,783万円の補助金の通知が来たと。これにつきましては、この事業、私から申すまでもなく非常

に有利な 100％補助の雇用事業でございまして、25年度も相当有効活用させてもらったということで、

26年度も町の役場のほうも含めて各機関のほうにも要望ないかというふうな話をしまして、今年度当

初予算 5,000 万円、そして単費も少しはいっているんですが、それには 19 名を予定して、ことしの

当初予算を計上させてもらっております。 

  その内訳なんですが、町の直接雇用はその 19 名のうち５名でございます。そのほかは振興公社な

り、舟和会なり、あるいは商工会なりに委託するという内容でありました。それが 1,783万円の割り

当てをいただいて、そして精査した結果、結局ことしにつきましては 11名、19名から 11名というふ

うなことで、先週の補正予算等で数字的にも承認していただいたんですが、その内訳なんですが、補

助事業として 18名予定していた内容が７名になりました。そして、単費として１名、当初予算計上し

ていたのが結局、今現在４名というふうなことで予算を編成させてもらっております。 

  その 11 名の内訳なんですが、大変申しわけありませんでした、今の説明にちょっと誤りがありま

した。今年度の町直接雇用についてはゼロでございます。全部委託事業での 11名でありました。大変

申しわけありません。そして、委託先につきましては、商工会が４名、そして振興公社が６名という

ふうなことで 10名、かつ小国川の漁協のほうに３カ月分１名ということで、そして 11名の今現在の



予算で計画しております。当初予定していた舟和会さん、あるいは商工会に一部、そしてＮＰＯさん

につきましては予算も来ないというふうなことで今年度は見合わせていただくというようなことで

ご協力をいただいております。済みません、答弁間違えまして。以上でございます。 

４番 そうしますと、これ総務課からいただいた臨時職員の雇用状況という内容の人数プラスこの 10

名なり 11名というのが入ってくるという、そういうことでよろしいんでしょうね。 

  そして、もう一つは、済みません、２問になってしまいますか。じゃ後でやりますか。３問目はじ

ゃ臨時職員の採用状況からすると、総務課からいただいた職員の中にこういう緊急雇用の創出で雇い

入れている人がいるのかなと思っていたんですけれども、どうも違うようだから、そうするとやっぱ

り臨時職員の数がさらにまた 10 名程度ほかの、我々からするとちょっと見えにくいというか、わか

いにくいところの予算で人を使っているのかなと、そういうふうなところを懸念するわけですけれど

も、そのあたりはどうですか。 

総務課長 先ほど産業振興課が言いましたように、総務課のほうで出させていただいた先ほどの資料に

つきましては、あくまでも町の臨時職員の雇用一覧表ですので、それらについては先ほど 25 年度の

11 名のうち 10 名分は委託事業ですので、それらについては入っておりません。今年度についても委

託事業ですので、委託事業の分については先ほど有路課長が申し上げました 11 名、鮎の中間育成施

設の３カ月分を入れて 11 名については委託事業ですので、それらについては外数というふうなこと

になりますので、地域おこし協力隊入れて 83名の中には入っておりません。 

  緊急雇用については毎年国・県のほうで要綱を定めますけれども、それらについては基本的には委

託事業でしかならないというふうなことでありまして、いろいろなもがみ南部商工会さんの希望、そ

れから振興公社さんの希望等を含めて、こういった振興公社におきましては特産品の加工品をつくっ

て６次産業化を図るというふうなことでの雇用ですので、それらについては佐藤委員が言われるよう

に、それらも含めて臨時職員ではないかというふうなことでありますが、緊急雇用の趣旨で、そうい

った委託事業でそういった加工、それから地域活性化のプランナーの育成事業というふうなことでや

る事業については 100％補助で対応できるというふうなことですので、それらについて積極的に採用

して、雇用対策とそれから町の活性化に資するためにやっているというふうなことでございます。 

  町の臨時職員についてはそういった面もありますが、町のほうで、各課のほうで補完しなければな

らない部分ついて筆耕等を雇っているというふうなことでございますので、ご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

２番 同じく緊急雇用対策の補助金の関係で、基本的な考え方を最初にお伺いしたいと思います。緊急

雇用対策事業につきましては、国・県での経済の活性化、というふうなところで補助事業が実施され

ているのかなというふうな感じがしますけれども、直接の役場での雇用はないですよ、これで雇用し

て派遣をしているというふうなことを考えていく中で、この事業が来なくなった、金額が減った場合、

当然雇用される人数も減ってくるのかなというふうな懸念があるわけであります。特に心配されるの

が、今、旧富長小学校につくっております６次産業化の加工室による商品開発の中で、振興公社のほ

うで緊急雇用による雇用というような形での商品開発を行っていくわけであります。その中で将来的

には採算がとれるような計画の中で、これがもし計画通りいかなかった場合、どうしても６次産業を

進めたいというふうな中で、緊急対策の補助金が来なくとも町独自の財源でもってこういうふうな雇

用をしていくのか。この辺についてお聞きしたいと思います。 

町長 先ほど４番議員もお話ありましたけれども、この事業は、全体的に申し上げますと、緊急雇用で



すから１年か２年で終わりなんです。この大きな目的は、１年なり２年で、ある１人が雇用ができな

くなると。ただ、大きな意味で申し上げますと、予算でも決算でもそうですけれども、雇用の創出を

図らなければならないと。この緊急雇用のした事業の目的は、もうかれこれ四、五年になります。麻

生大臣以降やりましたけれども、ですから５年間ずっといるわけではないということです。ですから、

この事業が終われば常時雇用しなさいよという大きな目的があるわけです。１年で国の全面的な補助

金はやりますと。２年目以降については、なるたけ常時雇用するようなものを地方も考えてほしいと

いうものが大きな前提なわけです。ですから、今４番議員なり２番議員のご質問のとおり、強いて言

えば、富長小学校のやつもあるわけですけれども、その事業を遂行する中でこの緊急雇用事業、１年

か２年、できるとすれば、国の補助金をもらいながらも３年目以降については町の単独事業というふ

うなことで、これを完全な雇用の創出にするというものが行政に与えられた大きな使命であろうとい

うことで、これからもそういう考えで取り組んでいきたいというふうに思っています。 

２番 ただいま町長ほうから基本的な考えを聞いて安心したわけでありますが、幾ら緊急雇用といえど

も、やはり雇用する以上は、使われる側からすれば臨時であっても長く使っていただきたいというの

が本音だろうというふうに思います。そういった中で、やはり必要な仕事をさせると、何でもいいか

らさせるというようなことじゃなくて、必要だからさせるというふうなスタンスで今後とも取り組ん

でいただきたいなというふうな感じがします。 

  なお、あわせて、６次産業の開発については本当に本腰を入れて、緊急雇用を活用しながら長期的

なスパンで雇用ができるような、運営ができるような経営というようなものを考えていただきたいと

いうふうに思います。 

町長 繰り返しますが、今緊急雇用というのは国の補助事業だけではないということです。町の単独の

事業もあるということをミックスしながらやっていかなければならないのかなと。ですから、この事

業が終われば別な事業を拾うというふうなことも一考ではないかなというふうなことであります。 

４番 済みません、ちょっともう一回だけ質問させてください、この労働費の件について。 

  先ほど 24年度のどういった部分が足りなくてというんですか、そういった意味合いも含めて 26年

度の当初予算で 5,000万円の緊急雇用創出事業の予算を立てたのかというのをまず軽く聞いたと思う

んですけれども、そしてマイナスになったわけです。それは、この補助金の交付がどういうふうな条

件で、こちらから申請すれば 5,000万円という、例えば今年度実績で 2,490万円が、大体の欠損が出

そうだということが３月やそこら辺でわかると思うんです。それを前の予算で 26 年度で組む、そこ

ら辺に何か見誤ったようなところがあるのではないかなと、その交付の仕方がどういうふうな仕方か

わかりませんよ。でも、そういったところの、なぜそこら辺、２倍の緊急的な雇用創出の予算になっ

たのかなというのがちょっと疑問なんです。そこら辺のところを再質問いたします。 

産業振興課長 今年度の当初予算計上の際に 25 年度、24 年度の補助金申請、そして割り当ての状況を

勘案して計上させていただきました。24、25につきましては、事業申請に対してある程度満額に近い

割り当てが来ているというような状況があって、今年度の当初予算編成時もこのくらい期待できるの

ではないかなというふうな内容での数字を計上させていただいたんですが、やはりすごい魅力ある事

業には間違いないものですから、各市町村とも今年度につきましては非常に大きな要望が出ていると。

さらに国の予算枠が思ったより広がらなかったというふうなものが重なって、最終的には半額にも満

たない数字の割り当てになってしまったというふうなことで、今話した国の予算の状況やら、あるい

は各市町村の要望の状況も加味して予想し切れなかったというようなことにつきましては反省しな

ければならないところかなというふうに思っております。 



４番 そうしますと、26年度の当初でまず 5,000万円の緊急雇用創出が来ると見込んで半年過ぎたわけ

です。その中で雇用された人とか、そういった方々に、これから雇用しようかと思っていたのかはわ

からないですけれども、そういった方々に影響が出ていないんですか。 

産業振興課長 当初予算で申し込みたいというふうな事業所は、先ほどちょっと話したんですが、舟和

会で５名、あるいはそのほかにも商工会に、さらに１名、２名とかというようなものがあって、その

事業所とはやはりこのように申請したよというふうな話をしながら交付決定の時期、３月、４月を迎

えた段階で割り当てにならなかったというふうなことで、減の人数にならざるを得なかった事業所に

対しては状況の報告とおわびを兼ねながら、今年度につきましては、どうかご協力のほうお願いした

いというふうなことでの承認していただいたというふうなことでありまして、委員さんの質問ありま

すとおりにそれなりの、その事業所につきましては予定していたのが来なかった打撃といいますか、

そういうふうなものは確かにあったなというふうに思います。 

４番 そしたら、そういった例えば事業所なりに緊急雇用で雇用を募集をして、だめだよと言ったもの

の、やっぱり雇わざるを得ないということで、ほかの財源から拠出しているとか、そういったような

案件や事実はないと理解してよろしいですか。 

産業振興課長 今のご質問なんですが、予定していた 19名から 11名に最終的には、現段階ではそうい

うふうな形になって減になった方々を予定していた事業所さんに、その後、その人数分につきまして

はどういうふうな対応をなされていたかというものにつきまして、大変申しわけないんですが、確認

していませんでした。その辺の状況も確認していきたいなというふうに思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

５番 16ページの町のたばこ税についてお伺いします。 

  今、たばこが毛嫌われて、体調を崩すとかいろいろな姿の中で減っていることは誰でもが承知して

いるわけですが、このように町の当初予算を置いたものが約 200万円近くも不用になっているという

現実はあります。そうした中で、実際に肩身の狭い思いでたばこを吸っている方々も、前には庁舎内

で何カ所か喫煙室があったわけですが、今は地下の１階しかなくなったということです。それはそれ

としていいんですが、ただ税金は欲しい、確かに体は悪くなるからたばこはやめるというようなこと

はわかるんですが、どうしてもやめられない方、私も含めてなんですが、たばこを吸っている方から

見れば余りにも喫煙室がちょっと足りなくなったんじゃないかなというような気がします。 

  今、国会の衆参両院の議員会館には各階に喫煙室が設けられております。そして、各市町村の状況

を見ますと、庁舎の改善とか新築した場合には喫煙室を１カ所設けるというような状態がある市町村

もあります。そうした中で、町の考えとして、今地下に置いている椅子があったわけですが、椅子も

撤去されてしまったというような事実を見ますと、どうしてそこまでしなくちゃいけないのかなとい

うような不思議でなりません。その辺を総務課としてどういうふうなこれからの対応を考えておりま

すか、お聞きします。 

総務課長 まず、たばこ税につきましては、タスポというようなものができてから、なかなか町内で売

れなくなって、コンビニさんの方で買っているのが多くなって、少なくなっているようですが、今コ

ンビニの誘致を図っていますので、たばこ税は増収になるのかなというふうに思っているところです。 

  喫煙関係につきましては、なかなか庁舎のほうにそういった場所を今創出することができないよう

な状況になっていまして、たばこを吸っている方については本当に大変肩身の狭い思いをさせている

わけですが、今後庁舎内のほうに、どういう場所にどういうふうに整備すればいいのかなというふう

なことでちょっと考えてみたいというふうに思います。 



  それから、椅子がなくなったことについては、自分、ちょっとたばこを吸わないのでわからなかっ

たんですが、職員のほうでもどうしてもたばこをすわなければいけない職員がいるんですが、勤務時

間中は基本的にはたばこを吸わないようにというようなことですので、そういった面で椅子をどけた

のかなというふうに思いますが、昼休みとかそういった時間帯に吸う方がゆっくり吸えない状況だと

いうふうなことでありますので、そこら辺については椅子等も準備したいというふうに思っています。

ただ、健康的な面もあって、どういう経過で椅子を撤去したのかということを調べながら、そういっ

たたばこ喫煙者に対しても、やさしいまちづくりになるように考えたいというふうに思います。 

５番 椅子を寄せたのが、総務課長も知らなかったということ、私は不思議でなりませんが、私も年に

なると、やはり椅子に座りながらゆっくりした気持ちで吸いたいというような考えです。それがいつ

の間にか椅子がなくなってびっくりしたんでしたが、職員に聞いても誰が持って寄せたかわからない

というような答弁にしか聞こえてきません。ただ、税金は欲しい、体のために喫煙はやめてもらいた

いというようなちぐはぐな姿ではおかしいんじゃないかなと。だから、先ほども言ったんでしたが、

庁舎の建設に対しては、やはり庁舎の一室を喫煙室を設けるとか、いろいろな皆それぞれの自治体で

考えているようです。だから、舟形町だけがそういうふうに、のけもの扱いにするといいますか、語

弊ありますか、それでちょっとおかしいんじゃないかと私なりに感じております。役場職員の中でも

少しは売れると思うんです。その人の意見を聞いても、ただ私みたいに椅子に座っていいのかどうか

は別にしても、もう少しやっぱり喫煙する方の立場も考えながらしてもいいんじゃないかなと思うん

です。町長に聞くのも恐縮ですが、町長のこれからの姿として、どういうふうに持っていくのかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

町長 たばこも私も１日に 80 本ぐらい吸ったこともありまして懐かしいわけでありますけれども、今

大場委員も言ったとおり、一方ではタバコを吸う方は町にとりましては歳入の大きな財源の１人にな

っておるわけでありますので、その辺も重々考えながら、前も大分たばこの喫煙関係で質問あったや

に今思いますけれども、本当は耐震化事業あたりでもそういうこともすればよかったのかなというふ

うに今ちょっと思ったんですけれども、改めて内部のほうでも役場職員も喫煙する方もおりますし、

それはそれとして、町民の方も喫煙室はないのかというふうな思いを持っている方もあるのかなとい

うふうに思いますので、その辺は総務課を中心にして内部で検討してみたいというふうに思います。 

５番 今まで町長も気がつかなかったと言うけれども、私はずっと質問したわけですが、やはりなれ合

いで、今までこうしたんだから、その程度にしてもいいんだというようなことではなくて、町民の目

線に立った１つの姿で、何とかたばこを吸う人の面も考えながら今後とも行政のほう、よろしくお願

いしたいなと思って、質問を終わります。 

委員長 ほかにありませんか。  

３番 私からちょっと資料の数字の確認をさせてください。 

  まず、決算書の 40 ページ、町債です。41 ページに収入済額で３億 5,860 万円という数字ございま

す。今度成果表を見ていただきたいと思いますが、成果表の 141 ページ、141 ページの中段に町債の

合計が載っております。これは３億 5,420万円になっています。これとの差、440万円、多分上の 440

万円と 400万円の部分が抜けているかと思いますが、それでよろしいのか。もっと違う数字の誤差が

あるのか、お伺いします。 

委員長 暫時休憩をします。 

午後１時４７分 休憩 

                                            



午後１時４８分 再開 

委員長 再開します。 

総務課長 141 ページの場合につきましては、25 年度の借り入れの状況でありますけれども、440 万円

のずれにつきましては、前年度に起債の発行をすることにしておったものについて災害復旧事業関係

が繰越事業となったために、繰り越しの場合は財源をつけて繰り越すことになっております。借金自

体は、41ページのほうは現年度の発行額で、現年度予算に対しての起債額になります。141ページの

部分については起債発行総額になりまして、これは繰越分も含めていますので、その分に合計額とし

てずれがあるというふうなことでございます。 

３番 そういうことがあるのであれば、141 ページの成果表の右のほうにでも、備考にでもそういう旨

を書いていただかないと、見た目では 440万円差があるわけですよね。今回、この件はこれでわかり

ましたけれども、今回の成果表の中にちょっと数字が合わないところ多数あります。その都度申し上

げたいと思いますけれども、この辺あたり、せっかく成果表を出すのであれば数字が合うように、決

算書と数字が合うようにしていただきたいと思います。 

総務課長 次回からにつきましては、その辺が明示できるように取り扱いをしたいというふうに思いま

す。 

委員長 ほかにありませんか。 

６番 私は、23ページ、25ページの使用料についてお伺いします。 

  23ページの生涯学習センターの使用料、あとはその下、農村環境改善センターの使用料、テニスコ

ートの使用料、25ページの運動公園使用料、Ｂ＆Ｇプールの使用料、介護センターの使用料、ここも

合わせると 150 万円強になりますけれども、今、舟形、どこの町村でも保険料として、スポーツに関

しての今取り組みというのを非常に盛んにやっているんじゃないかなと思っています。 

  きのう、ちょっと視察に行ったとき、小国町の道の駅にも平野選手がスノーボードで連勝の結果が

準優勝というなので垂れ幕がありました。そういうので一応、これまでもテニス、一応テニスの使用

料が 64 万 3,600 円、一応他町村の人が結構多いと思いますけれども、まず無料化というんだか、ス

ポ少に対しても舟形の意気込みをアピールするためにも、できれば１人でも２人でも全国大会、世界

のオリンピック、2020年にオリンピック、東京でありますけれども、それまでもう育成というんだか、

指導者もつけ加えてなんですけれども、このようなものを置く考えはありませんか、お伺いします。 

教育次長 教育委員会所管の施設のほうの使用状況をお知らせします。 

  Ｂ＆Ｇプールにつきましては、平成 24 年度は 910 人いましたが、平成 25 年度につきましては 988

人、78 名ほど多くなってございます。平成 25 年度につきましては、小学校が統合になってスクール

バスでの対象者が７割ほどいるというふうなことで、体力の低下が心配されたというようなこともあ

って校内水泳大会を８月に、夏休み中にしたというふうな経過がございます。例年ですと夏休みに入

る前に水泳大会というふうなことだったんですけれども、泳力を培うというふうなことで夏休み期間

の幾日かを水泳の練習に励んでいただいて、その後にというふうなことでの若干の増になっておりま

す。今年度につきましては、子供たちも昨年の状況を踏まえてですけれどもも、学校のプールにつき

ましては先生が指導するというふうなことと、あとＢ＆Ｇに行けば自由に泳げるというふうな、そう

いう嗜好に分かれての利用状況になってございます。 

  あと、Ｂ＆Ｇセンターですけれども、体育館、平成 24 年度は１万 3,456 人、平成 25 年度は１万

4,346 人というふうなことでふえてございます。これにつきましては、各スポ少、それから一般の団

体の方、あとはＢ＆Ｇ関係の社会体育の事業等で利用しているというふうになっております。 



  あと、学校施設関係で舟形小学校の下のところ、ピロティあるんですが、それにつきましては、こ

こで歳入で２万 5,800円ほど計上になっていますが、スポ少の中でサッカーのスポ少がございまして、

クラブサッカーで町内、町外の方も入っているという方々が利用していて、ここは有料で利用してい

るというふうなことで、２万 5,800円ほど決算いただいております。 

まちづくり課長 それでは、まちづくり課が所管の生涯学習センター、それから農村環境改善センター

の使用料についてお答えします。 

  どちらの施設においても町内の方の使用料については無料となっています。それから、ただし各部

屋の暖房代については実費相当ということで頂戴しております。それから、スポーツ少年団は全て使

用料も暖房代も無料というふうなことにしております。あと、町外の方の使用については、使用料、

それから暖房代はいただいているということであります。以上です。 

産業振興課課長 私のほうから、温泉テニスコート使用料というようなことで 64 万 3,600 円ほど計上

させてもらっております。この内容につきましては、テニスコートの使用、１時間 500円、そして照

明を使えばさらに１時間 500円というふうなことで、テニスコート使用料と野球場の使用料の料金が

加算になった数字でございます。 

  ちなみに、25年度、テニスで使用した人数は 2,890名ほど、そして野球では 200名ほど利用してお

ります。なお、無料化というふうなご質問もあったんですが、今具体的に無料化についてというふう

な検討は、正直なところなされていないので、そりの辺も視野に入れて検討しなければならないのか

なというふうなところも思っているところもあります。ちなみに、あゆっこ村のゲートボールを練習

で使用した場合につきましては無料で開放してございます。以上です。 

委員長 いいですか。ほかにありませんか。 

１番 24ページの１で住民基本台帳関係の、要するに各証明書、今回コンビニ予定していたときのいき

さつを聞いた中でも、要するに簡易的な機械で、カードがあればそれで証明書が発行できるというふ

うな形の話を聞いて、その機械が幾らなものかということはちょっと私的に把握しませんけれども、

今ここに役場があって、生活改善センターと、それから学習センターのほうに証明書を発行できるよ

うな形があろうかと思いますけれども、これを全体的にカードで発行できるというような形をとる考

えはないのかということと、今現在、住基カードというのは町民の中でどの程度カードを所持してい

るような形になっておるか、ちょっとお伺いします。 

まちづくり課長 それでは、コンビニ交付についてでありますが、ファミリーマートが出店するという

ようなことが計画されておりますので、県内の状況等を調べてみたところ、県内ではコンビニ交付を

やっている町村はまだございません。それで、費用的にはどれほどかかるかなというところも調べて

はみたんですけれども、やはり 2,000万円から 3,000万円というふうな費用がかかるようなことであ

りまして、それによってシステム改修から全て入りますので、そこで何人の方がコンビニを利用して、

そこの住民票とかをとるかというのを予定すると、なかなか費用対効果から難しい面があるなという

ふうにはちょっと私個人的には思っておりました。もう少しその辺が、これから県内の状況とか動向

とか見ながら、再度その辺は検討したいと思いますが、今のところそのような状況であります。 

  それから、住基カード、これについてはちょっと今資料を持ち合わせていなくて、正確な数字はち

ょっと後ほどお答えさせていただきます。 

総務課長 まちづくり課長のほうから今お話がありましたけれども、ちょっとまちづくり課長のほうに、

まだコンビニとの打ち合わせの報告をしていませんで、若干行き違いがありますので、ちょっと私の

ほうから訂正させていただきます。 



  今まちづくり課のほうで 2,000 万円から 3,000 万円かかるというのは、そのとおりでありまして、

そのぐらいかかります。それが今、町のほうではコンビニさんとの打ち合わせの中で、機械関係は簡

易的なやり方で、それはコンビニさんのほうで用意するので、町のほうではシステムのほうをそちら

のほうに流せるようなことができないかというようなことで、今金額等を調査する予定をしておりま

す。今まちづくり課長が言いましたように、県内ではありませんが、ファミマさんの政策として機械

はファミマで持っても、そういうふうな事業展開をしたいというふうな意向がありまして、そういう

ふうにしたいというような意向があります。その要望に町のほうで金額が少なければというようなこ

との考え方があって、そこら辺、今やっているところです。 

  住基カードはかなり少ないです。百何枚ぐらいだったと思いますけれども、その程度しかありませ

ん。それは住基カードを使って住民票等を全国どこでもとれるようなシステムに今なっていますので、

それでできるんですが、舟形の町民の方はそれの必要性がなかなか見出だせないといいますか、そう

いったことで他町村で住民票をとるというようなことが余りないんだろうなというふうに思います。

ただ、税金深刻をしている方は住基カードを読み込ませて、個人認証ですので、確定申告をされてい

る、自分でパソコンでされている方は当然それが必要となりますので、そういった方で税務署のほう

からも広く進めてほしいということがありますけれども、個人の確認をするのに免許証と、それから

保険証のカード等があれば基本的に個人が特定できますので、そういったことで住基カードの交付が

少ないのかなというふうに思います。 

  住基カードは数年前、国の国策としてやっていて、２年間ぐらいただで交付するというふうなこと

がありましたけれども、それが今できなくなっていまして、今は 1,500円に消費税の分がかかるんで

すが、町としては 500円ちょっといただいて交付していますが、百数十枚しかなくて、コンビニさん

のほうではそのくらいで効果はないんじゃないかというふうにお話をしていますが、全国的にそうい

う展開をしたいのでやりたいというふうな希望は持っているようでございます。 

１番 住基カードを持てば全国どこでも住民票が発行できるというふうな形、私もそういうふうに聞い

ておりますけれども、それであれば、それを発行する機械がいかほどのものかと、簡易的なものであ

るかというふうな形の中で、町内でも各支所にそういう機械等があって、時間外のときでも行って発

行できるような形をとれないかという、これがまず質問したいところなんでした。 

  それと、要するにコンビニの簡易的な機械でというふうな形の説明だったので、そういう面を持っ

て地元の住民が仕事の合間でとれるようなサポートができていけば大変よいかなと思いますので、今

後検討していただければと思います。 

総務課長 自動的に 24 時間発行することについて、そういう機械を入れると先ほど沼沢課長が言った

ように 2,000 万円、3,000 万円かかるというふうなことでございます。それが人がいれば、その個人

認証の住基カードを入れて、これが確認できて、このシステムがつながっていれば出すことができる

ので、そういった意味でファミマさんのほうはもっと安くできると。24時間営業なので、人がいるの

で、それができるというふうなことになります。 

  そういったことで、ＡＴＭと同じだと思いますが、人がいるのでそれなりに管理することができる

というようなことでのシステムの構成が違いますので、それだと安くできると。今佐藤委員が言われ

たように、24時間どこでもとれる無人のやつにしますと、先ほど言ったように二、三千万かかるので、

それは多分無理ですということでございます。 

委員長 ほかにありませんか。 

４番 では、27ページの民生費国庫補助金の次世代育成支援対策交付金 250万円、これが来ていますけ



れども、この事業は町が計画を作成して、そして国からいただく補助金だというふうに思います。そ

の計画の内容というのはどういうものなのか、質問いたします。 

税務福祉課長 佐藤委員さんのご質問にお答えさせていただきます。 

  次世代育成支援対策交付金につきましては、ただいまおっしゃられたとおり計画に基づいて、その

実績によりましてお金をいただいている内容です。計画といいますのは、舟形町次世代育成支援後期

行動計画というふうなもので、平成 22年から 26年度、ことしが最終年度になりますけれども、そち

らの計画に掲載されている事業につきまして、その実績を踏まえたことで交付をいただいている金額

です。主には、子育て支援に関する内容となります。 

  内容的には、２つの項目に分かれますけれども、１つが保育所のほうに併設しております子育て支

援センターみらい、そちらの運営費、そちらの分で 244万 5,000円いただいております。もう一つは、

保健師さんのほうで生後、乳児というふうなことで家庭訪問を行っております。家庭訪問をしまして、

生まれて１カ月から４カ月の範囲の中で訪問しまして、子供さんの発育状態、あるいはお母さんの健

康状態、あとは子育てする中で悩みがないかなど、そういうふうなご相談を受けているわけですけれ

ども、その実績に基づきまして、その内訳が７万 6,000円というふうなことで、２つの事業を合わせ

た形でこの交付金を国のほうからいただいているというふうな内容でございます。以上です。 

４番 課長答弁ですと実績に応じて来ているということですけれども、行動計画がどういう内容なのか

なというふうなところが１点目の質問だったんですけれども、というのは、行動計画に基づいて来る

交付金、この交付金の使用使徒というのはかなり広いというように聞いております。ということは、

子育てに力を入れていく上で、そういった使用使徒の広い交付金を使っていくことが１つ重要ではな

いかなというふうに思ったので、そういう行動計画がまずどういうものであったのかなというふうな

ところが、もう一回質問ですけれども、そうするとこの実績、つまり実績に応じて来る交付金だとす

ると、交付金の金額というのは上限があるのかどうか。そういったところを、ちょっと２点になって

しまいましたけれども、質問させていただきます。 

税務福祉課長 では、もう一度説明をさせていただきます。 

  行動計画の内容につきましては、委員の皆様にも５年前にお配り、またご承認いただいたかと思い

ますけれども、このような冊子というふうなことで舟形町次世代育成支援後期の行動計画でございま

す。そちらの中には、先ほどおっしゃられましたように、地域の子供たちが健全で健やかに生育でき

るよう、また乳児であったりとか、母親であったりとか、そういうふうな状況で、保育並びに地域に

おける子育てというふうなことで、そちらの行動計画になります。それに基づいて５年間、いろいろ

町のほうでは保育所における保育のケアであったりとか、一時保育の拡大であったりとか、延長保育

であったりとか、あとさらには、先ほど申し上げました子育て支援センターというふうなことで、こ

れまでになかった施設を立ち上げまして、そちらでゼロ歳以上の子供たちというふうなことで、お子

さんと親御さん、保育所並びに幼稚園、そういうふうなところに入っていない子供たちにかかわらせ

ていただいて、健康状態であったりとか、あとはちょっと子供を育てる中で悩み事とか相談がいろい

ろあるんです。そういうふうな育児相談を聞いたりとかというふうなことで、支援センターのほうに

は保健師さんと保育士さんというふうなことで配置をさせていただきながら、月曜日から金曜日まで

開所をして、そちらのほうで遊びを含めた形での支援を行っているというふうな状況です。そういう

ふうなところで、もっともっとメニューはあるかと思うんですけれども、舟形町がこれまで積極的に

取り組んできていただいた内容につきましては以上の内容でございます。 

  あと、先ほどのお話の中で補助金の上限というふうなことですけれども、ちょっと私の方でも説明



が不足しましたけれども、最初の保育所のほうの子育て支援センターのみらいの運営費につきまして

は、ただいま申し上げました人件費といいますか、賃金２人分、それに加えて事業費、さまざま消耗

品とかそういうふうなものがありますので、そちらの事業費に対する２分の１相当の金額になります。

あと、家庭訪問している乳児相談につきましては、３分の１の補助というふうなことで事業費が 31万

2,000円、それの３分の１、７万 6,000円というふうなことの内容になっております。以上です。 

４番 そうしますと、一応行動計画に基づいた事業というのは、子育て支援センター未来の中でやって

いるというふうにまず捉えたんですけれども、この事業というのは需要的にもっと拡大していかなけ

ればならない傾向にあるのか。このまま現状維持でいいのか。それとも、もう少し事業を削減しても

いいのか。どう思っているのか。その辺の事業の今後の展望についてどのように考えているのか、質

問いたします。 

税務福祉課長 お答えいたします。先日、この議会におきまして議案のほうの承認をいただきましたけ

れども、そちらのほうで私のほうで家庭的子育てというふうなことで、これからは地域型保育事業と

いうふうなことで４つの事業メニューのお話をしたところでした。その中にこの子育て支援というふ

うなことにつきましても入ってくるかと思いますけれども、メニューはいろいろありますので、今子

育て支援計画の今年度策定しなければならないというふうなことになっておりますので、その準備に

当たっておりますけれども、そちらの検討している委員会のほうでもそういうふうなことで取り上げ

ながら、もう少しメニュー化ができればというふうなことで今後検討させていただきたいというふう

に思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

７番 26ページの農林水産業費補助金についてお伺いします。予算現額と調定金額が余りにも違います

ので、どうしてこうなったのか、その辺、簡単に説明をお願いしたいと思います。 

産業振興課長 今のご質問にお答えします。 

  農林水産業費補助金の予算現額が 2,761 万円で、納入済額が９万 1,000 円ということの差が 2,750

万円ございます。この内容につきましては、昨年度の３月定例会で補正して 25 年度予算で補正して

いただきました農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の 2.750万円をここに計上させてもらっ

たんですが、これが繰り越しのほうに計上になりましたので、その分そっくり、予算現額はこの時点

ではあったのにこういうふうな支出額というふうな、この差がそこにございます。 

委員長 ほかにありませんか。 

９番 確認だけ、１点させてください。41ページの雑入の中の最上広域ドクターヘリ誘導業務補助金 75

万円、これはどうなのか。最上広域というと、最上８市町村に我々来ているのか、広域のほうでこの

補助金を出しているのか、県で出しているのか、ちょっと確認させてください。 

総務課長 41 ページの 75 万 4,228 円は広域のほうで出している補助金になります。町としましては、

ヘリコプターがランデブーポイントにおりてくるときの対応する職員を土日、日中は職員でやります

が、土日を雇用している分について、広域のほうから誘導するための補助金ということで来ていると

いうふうになります。 

９番 そうすると、今、夜は飛ばないわけですから、日中は消防員が対応しているね。日曜、休日、祭

日の場合は雇用しているということは職員を置いているんですか。飛ぶ、飛ばない、ある、なしにか

かわらず、要するに休日の日は職員をそれに誘導するために雇用しているというようなことですか。 

総務課長 最上広域の消防の退職された方を土日に雇用して、その方々から対応していただいておりま

す。緊急の電話も朝とりに来ていただいて、夕方町のほうに返していただくというようなことで、そ



の専用の電話等についても、その方に預けて対応していただいているということになります。 

９番 ということは、事件、事案が発生しなくてもそれを頼んでいるというようなことね。 

  そして、これ９款のほうでまた出てきますけれども、今度は支払いしなければならないわけですか

ら、この補助金が入ったほうの話なんですね。９款のほうでまた出した話になりますので、そのとき

また詳しくお聞きします。ありがとうございます。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 同じく 38 ページ、雑入の右のほう、39 ページの明細が載っていますが、上から５つ目ぐらいの

下に公用建物災害共済金 570万円ありますが、この内訳を教えていただきたいと思います。 

総務課長 これにつきましては、生涯学習センターの雪害による体育館の改修に 330万円、それからほ

ほえみ保育園の説明によりまして雨漏り等が発生しまして、その保険の対象になりまして、これが 260

万円ほどで、この２件の建物の災害共済金になります。（「わかりました」の声あり） 

委員長 ほかにありませんか。 

２番 34ページ、前に質問した中で、ふるさとづくり応援寄付金、決算審査意見書の中で、「町内の土

産品等を活用し、工夫することで増加するよう検討されたい」というふうな指摘があるわけでありま

すけれども、このことについては安倍総理大臣も地方創生というふうなことで控除額をふやしていく

というふうな考えのようであります。各自治体においてもかなり力を入れてきているというふうな中

で、しからば舟形町では今後どのような考えがあるのか、お聞きしたいと思います。 

まちづくり課長 それでは、私のほうからお答えしたいと思います。 

  まず、ふるさと納税の人気あるお礼の品というふうなことで、やっぱり全国的にはお米とか牛肉と

いうのが非常に人気があります。それで、当町でもこれからこの額をふやしていきたいというふうな

ことで検討しております。それで、今農協さんと協議しているのが、やっぱり牛肉というのが非常に

人気があるので、その牛肉を農協さんと連携してお礼の品としてメニューに加えたいというふうに思

って今現在、作業を進めているところです。 

  それから、もう一つは、きょうの新聞にもありましたが、クレジット決済、ヤフーのサイトからク

レジット決済をしてふるさと納税するというシステムがあります。それも実は手続を舟形町でも進め

ておりまして、何とか９月中にはそのサイトが稼働できるようなことで今調整中です。そうすること

によって、土日、祝日に限らず、時間も限らず、そのサイトから入っていって舟形町の特産品を選ん

で、そして公金決済できるというふうなメリットもありますので、そのことによって何とかふるさと

納税の額をふやしていきたいというふうに思っているところです。 

２番 ぜひともふやすようなことで頑張っていただきたいというふうなことと、やはり返すことについ

ては舟形町の農産物、舟形町の特産品、要するにそのお金が全て舟形町に入るような形で進めていた

だきたいというふうに思います。ぜひとも本腰を入れて頑張れば何千万というふうな金額が集まると

思います。ぜひとも頑張っていただきたいというふうに思います。 

まちづくり課長 現在、先ほど申し上げた農協さんとか、マンサクさん等も含めてですけれども、あと

商工会さん、それで今現在、それでどういった品物を、魅力ある品物をお礼の品として返せるかとい

うことを、メニューをふやしていくというふうな努力をしております。それで、なるべく今奥山委員

さんが言われたようなことで、カタログをつくって、それで目に訴えて、それでふやしていきたいと

いうふうに努力したいと思っております。 

委員長 ほかにありませんか。 

２番 町税関係の収入未済額、不納欠損額のことについてであります。ページ数でいえば 16 ページと



17ページから始まるのかなというふうに思いますが、この決算審査意見書の中では、やはりふえてい

ると。そしてまた、この意見書の中での一番後ろの前のページですけれども、収入未済額が全体で

6,700 万円程度あるというふうなことの中で、今やっている兼務による収納体制で果たして回収がで

きるのかというふうなことです。私から言えば、これだけの大きな数字になれば、やはり１つは顧問

弁護士等を雇って、常勤でなくてもよろしいかと思いますが、雇って、そして対応していくというよ

うなことと、やはり専門のスタッフ、正職員１名とか、臨時職員１名を置いて専門的な形で回収に当

たらせるというふうな時期に来ているのではないのかというような感じがするわけであります。この

ことについてどのような考えを持っているのか、お聞きします。 

税務福祉課長 ただいまの２番委員さんのご質問にお答えさせいいただきたいと思います。 

  おっしゃられるとおり、やっぱり不納欠損額もふえておりますし、滞納の金額につきましてもやっ

ぱり 6,000万円以上というふうなことで大きな金額になってきております。 

  税務班のほうにことし、その対策の１つというふうなことで専門の、徴収専門員というか、臨時の

方をお願いして４月からその処理に当たっていただいております。臨時職員ではありますけれども、

新庄市のほうで７年ほど滞納整理に当たっていたというふうなことで、人材的にも、あとその技術で

も、うちの職員が感服するような感じで今進めさせていただいているところです。実際にも４月以降、

そのかかわりもあって数字的なことでも改善しているというふうなことでございます。 

  それから、顧問弁護士というふうなお話ですけれども、そちらのほうにつきましては、ちょっと私、

一存ではお答えできませんので、そちらのほうについては町長のほうでお願いしたいと思います。 

総務課長 一昨年まで私のほうでも税務担当をしていまして徴収関係をしましたけれども、そういう滞

納されている方というのは、全てにおいて滞納されているというふうな方で、積み上がっている金額

では 200万円を超している方もおります。そういったことで、うちの職員に強制執行をしろというふ

うなこともある程度お話をしたんですが、実際に抵当権に入っていたり、鍋釜、茶碗を持ってきて、

もうそれが実際に売ったり、倉庫に入れておくというふうなことも難しいだろうし、そういった金額

も余り期待できないというふうなこともあって、トータルで見ると金額はでかいんですが、一人一人

を見ると、なかなか生活が苦しいのと、それから国保税については所得がなくても財産があれば課税

になったり均等割、世帯割、そういったもので当然積み上がっていくわけです。そういったことでな

かなか難しいのかなというふうに思っています。弁護士を雇って、かなりの金額で弁護士を雇うとい

うことも一考だろうなというふうに思いますが、それなりの成果がどのくらい期待できるのかという

こともありますし、そこら辺は内部で検討したいというふうに思います。 

  ただ、今税務のほうでは県と町と連携をして、県のほうは強制執行を結構やっていますので、そう

いったことで県と町の連絡協議会的なものが今発足をしていまして、県と一緒に強制執行をかけると

いうふうなことも今進められておりますので、そういったことで今後、まず最初には、第一義的には

金のかからないそちらの方向でやっていく必要があるのかなというふうに思います。 

  それから、強制執行の、先ほどの資料の中にも若干あると思いますけれども、国税の還付金とか、

それから農林関係の各種交付金等については、事前に国のほうに働きをかけて、それらを押さえるよ

うにしています。そういったこともやっておりますので、そこら辺もご理解いただきたいというふう

に思います。 

  いずれにしましても、いろいろなことを想定しながら検討してまいりたいというふうに思います。 

２番 ただいまの回答の中で、１人が多くの金額を延滞している。そういうふうな案件になってくれば

くるほど素人では解決は難しいんです。というのは、やはりそういうふうな方々というのは逆にいろ



いろなノウハウを知っております。そういった中で素人が幾ら立ち向かっても、回収していくという

のは非常に難しいということを理解してもらいたいなというふうに思います。 

  顧問弁護士の雇用については、常勤じゃなくて非常勤でもよろしいかと思います。そしてまた、一

例として広域連携ということで大蔵、舟形、最上の３町村で顧問弁護士を１人雇用するといいますか、

非常勤でしていくとかと、いろいろな方法はあるかと思います。また、それだけの重症な相手の方々

には、こちらもそれなりの対策をしていかないと対応できないということだけ十分理解して対応して

いかないと回収は難しいだろうなというような感じがします。そういったところで、１つ顧問弁護士、

そしてまた専門のスタッフ等の配置については早くしたほうがいいのではないのかなというふうな

感じがします。 

総務課長 担当課のほうと連携を密にしながら、そういったことも検討してまいりたいというふうに思

います。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 なしの声があります。それでは、なしと認め、一般会計の歳入の質疑、審査を終結いたします。 

  次に、一般会計歳出の審査を行います。第１款議会費の読み上げをお願いします。 

財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより第１款議会費についての審査を行います。 

１番 ちょっと確認だけさせてください。議会の報酬の予算とマイナスになっている部分と三角の共済

組合納付金の内訳をお願いします。 

委員長 暫時休憩をします。 

  それでは、午後３時まで休憩をします。 

午後２時３１分 休憩 

                                            

午後３時００分 再開 

委員長 それでは、会議を再開します。 

１番 先ほどの質問ですけれども、質問の内容については取り下げさせていただきたいと思います。 

  先ほど質問した理由といいますか、やはり今財政が厳しい状況の中で昨年度、職員並びに議員が給

与をカットしながら、国の方針に従いながらしっかりとした財政を見つめなおすというふうな形をと

ったわけです。しかしながら、まだ時限立法と申しますか、４月からは現状に復帰しているような形

です。 

  今現状、先ほど監査委員のほうからもあったように、税収がまず伸びないと。余裕がある財政では

ないと、自己資本比率がかなり厳しくなる方向にあるということの中で、少し議員も身を引き締めな

がらやっぱりやっていくべきだということの中で、この厳しい情勢の中で町長の考えをちょっと聞き

たかったわけで質問したところでした。今厳しい状況がかなり厳しくなると。ましてや、主産業であ

る農家の手取りがことしは恐ろしいほど減額する中で、いろいろな国保なり、もろもろが厳しくなろ

うかと思います。そこら辺に向けての町長の考えをお伺いしたいと思います。 

町長 きのうの一般質問でも４番の佐藤議員もるるお話しされましたけれども、舟形町が取り組んでい

る行政改革、後ほど決算では行政改革推進委員会、ゼロ円というふうな不用額が出ていましたけれど

も、考え方としましては、今１番委員が言ったとおりに、行政改革というふうなもので今職員数のほ

うも減員しながら今まで取り組んできて、この前の一般質問も申し上げましたけれども、目に見える



行政改革のあらわれようが、このたびの頑張る交付金 4,500万円いただきましたけれども、これも舟

形町では最上郡のトップでありました。これも職員数の減、あるいは議会議員、あるいはそれぞれの

行革のあらわれが数字に見えてきたのかなというふうにまず思っております。 

  行政を執行する上で常に考えなければならないことは、最大住民サービスをするためにはどうする

かと。歳入を確保し、そして歳出というふうな面をある程度減額するといいますか、見直ししていく

と。これは毎年のようにやっていかなければならないのがこの行革たろうというふうに思います。と

りわけ人件費について、ここ５年間ぐらいは不採用というふうなことで持ってきましたけれども、こ

れでさえも臨時職員が多くなるというふうなものもあるわけでありますけれども、先ほどの４番委員

に答えるわけでありませんけれども、臨時職員はその年度、年度で必要な人数は確保すると。したが

いまして、毎年こういう状況ではないということだけ、まずご理解お願いしたいと思います。したが

いまして、絶えず行政というものは進歩しなければならないわけでありますので、進歩するためには

歳入を確保し、そして歳出の面を効率化していくという２点であろうというふうに思います。これを

数字上にあらわすにはどうするかということは内部でもっともっと検討しながら、皆さんの目に見え

るような形でこれからも取り組んでまいりたいなというふうに思っております。 

１番 ある町村では報酬を３分の１カットして頑張っている委員、もしくは月８万円という手当の議員

さんもあろうかと思います。そういういろいろな形の中で我々議員も自己改革していくことを考えて

いきたいと思いますし、町のほうでもいろいろな委員、役職等々あり、また各団体に助成金等を出し

ているわけですけれども、改めてそれを精査し直し、なおかつ報酬審議会等を開いて町民の声を反映

させた形の中で協議していただければと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

町長 一般質問でも少子・高齢化の時代というふうなことで、いろいろ皆さんもそれなりに考えがある

んだろうというふうに思いますけれども、少子・高齢化、特に高齢化のまちづくり、あるいは地域づ

くりの中で当然、前にも言ったかもしれませんか、町内会長を組織した町内のこれからのありようと

いうふうなもの、あるいは消防団の育成というふうなものも、当然その方々がその集落を担うわけで

ありますので、そういうふうな面も、正の部分、これも十分考えながら対応しなければならないのか

なというふうに思っております。 

委員長 ３時 15分まで休憩します。 

午後３時０５分 休憩 

                                            

午後３時２５分  再開 

委員長 それでは、休憩前に復し、会議を再開いたします。 

  ここで皆さんにお諮りいたします。舟形町議会の会議規則第 63 条の規定により、発言の訂正は字

句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない規定によりまして、取り消し発言以降の１

番委員の質疑につきましては会議録から削除することといたしたいと思いますが、異義ございません

か。 

  （「異義なし」の声あり） 

委員長 異議なしと認め、会議録より削除することに決定いたしました。 

  １款議会費についての質疑、ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 なしと認め、第１款議会費についての質疑、審査を終結します。 

  それでは、ここで、先ほどの歳入の質疑の中でまちづくり課長から追加の答弁の申し出があります



ので、お受けしたします。 

まちづくり課長 それでは、先ほど１番委員さんのほうから住基カードの枚数というふうなご質問あり

ましたけれども、今現在 165枚を交付しております。以上です。（「ありがとうございました」の声

あり） 

委員長 次に、第２款総務費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより、第２款総務費の質疑に入ります。 

番５ 64ページの行政改革推進費についてお伺いします。 

  町長は毎たび言っている姿が、行財政改革は行政がある限りは毎年必要なんだというようなことを

申し上げております。ところが、今回の行財政改革の推進委員会が１回も開かれないと。そっくり余

っているということは、どのような考えでこうなったのか、その辺をお伺いします。 

総務課長 昨年度の執行額がゼロというふうなことで、ことしに入ってこの執行額について職員のほう

に聞いてみたところ、行革について必要性は町長から言われているとおり、開けというふうに言われ

ているんですが、職員のほうでいろいろな、参議院選挙、農業委員会選挙があったというふうなこと、

それから東京友の会が統合して１年目で、いろいろな業務があったというふうなこと、冬場に入りま

して河合設計の事件、それから町のシステムの更新時期に入りまして、それらの対応、防災計画の対

応、いろいろなことがありまして行革の委員会を開催できなかったというようなことになっておりま

す。 

  ことしについては、冬場にかけて、まずは町制施行 60 周年記念行事が終わった段階でこれらにつ

いて取り組むというふうなことで、今のところ冬場の取り組みというふうなことで今考えているとこ

ろですので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

５番 今課長の説明を聞きますと、いろいろな事業が重なったのでできなかったという、これは逃げ口

上で、逆に言えば、今年度で全部できなくても、２カ年にわたってもできる姿だと思うんです。だか

ら、忙しかったからできないという姿では私はちょっとおかしいんじゃないかなと。やはり取り組む

ものは取り組みながら、いろいろなものが入れば中断せざるを得ない、確かにそれはわかります。そ

の辺も含めながら行動すべきだと思いますが、町長の考えもお聞きしたいと思います。 

町長 理由は何であれ、予算を置いて、そして満額不用額を出すということは非常に皆さんに対して申

しわけないということであります。いろいろ忙しい面もあるんだろうと思いますけれども、数字にあ

らわれない行革というふうなものも、これは毎年しなければならないというふうなことでありますの

で、人事管理の面、あるいは財政の面、それから行政の面、これらを網羅しての行革というふうなも

のもやっていかなければならないというふうに思いますので、そういうふうなことが 26 年度もまだ

開催しておりませんので、まず機会を見つけるというよりも、今大場委員も言ったとおり、２カ年、

３カ年にわたっての行革というふうなものもあるだろうというふうに思いますので、そういう面も参

酌しながら 26年度はぜひ開催していただきたいというふうに思っております。 

委員長 ほかにありませんか。 

４番 それでは、53ページのまちづくり推進費の地域支え合い除排雪活動支援事業について質問いたし

ます。 

  成果報告書に除雪機無償貸与ということで洲崎と大平、今これ、とらん丸という 14 型のものの成

果報告だというふうに思いますけれども、これ運転がちょっと難しいということで、ハンドガイド式

のものを導入してはどうだということで、たしかそれ導入になったはずだと思います。ハンドガイド



式のやつが１台これであって、社協でもう１台あるというような状況だと思うんですけれども、ハン

ドガイド式の利用状況、どのような形になっているのか、質問したします。 

まちづくり課長 ハンドガイドの除雪機械については、24年度に整備いたしまして、町内の支え合い除

排雪活動を行う団体もしくはボランティア団体等に申請があれば貸し出しできるというふうなこと

にしております。現在は生涯学習センターのほうに配備しておりまして、今申し上げた団体から使い

たいというふうな申し込みがあれば貸し出しするというふうなことにしております。 

４番 私の知り得る町内会の中でも、雪が降るときというのは一緒にどっと広い地域にわたって降るわ

けですけれども、借りたいときに借りられないという、やっぱりそういう状況が何度かあります。そ

のときに、この制度はいい制度だというふうに私は思うんですけれども、要するに、雪が降ったとき

に必要になってくるものをもう少しふやしていってもいいんじゃないかなというふうに思っていま

す。そういう中で、もっとふやしていく、そういう計画があるのか。あるいは、以前、一般質問して

ときの答えが、福寿野方式のように機械をトラクターの後ろにつけている方にちょっとしたお金を出

して借り上げていくのも一考だというふうに答弁いただいておる経過もあるものですから、去年、２

億の大台を突破して除雪費がかかっていくようになったわけですから、このあたりの予算をもっとふ

やしていくべきなんじゃないかなというふうに思っているものですから、どのような考え方で今後い

くのか、そこら辺のところを質問いたします。 

まちづくり課長 特に高齢者世帯の困っているところについて支え合い除雪しようと、そして地域づく

りの一環で支えていこうというふうな趣旨でその制度をつくっているわけなんですが、今委員さんが

言われたように、ハンドガイドの機械を学習センターに置いておけば確かに、違う町内会のほうで、

すぐそれを使ってってなかなかできないということは確かです。 

  それで、どのような形で今後ふえる高齢者世帯を支えていくべきかというふうなことで、各町内ご

とに支え合い除雪の制度の趣旨を説明して、町内ごとに話し合いをさせてもらってその団体を設置し

ているわけなんですが、やはり町内ごとにその状況というものが異なるわけなんです。それで、自分

のほうで除雪機械があるので、それをもってやりましょうというような町内もあるので、その辺、除

雪機が普及している町内会さんについてはそれを使っていただいて、ガソリン代をその制度からは出

してやる出し合うというふうなことで、その町内、町内でやりやすい方法を話し合って、そういうふ

うな方策を決めていただいているわけなので、それでことしも近くなった時期にこの制度を各団体に

もう一度説明させていただいて、町内会に落として、その町内、町内、どういうふうなやり方がよい

かを再度確認し合って出したいと思います。それで、そのような形でぜひ、除雪機械が足りないとな

れば、そういうの辺も考えなければいけないのかなというふうなことで、ちょっと上司のほうと相談

しながら進めていきたいというふうに思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 60 ページ、２の１の 14、職員研修費でございますが、右のほう、61 ページに旅費の部分が載っ

てございます。50 万円に対して不用額が 26 万円、約半分でございますが、これは研修そのものがな

くなったのか、研修はしたんだけれども、旅費がかからなかったのか、そのあたり、お伺いします。 

委員長 ここで皆さんにお諮りいたします。会議規則第８条第２項の規定により、会議時間を午後５時

まで延長したいと思いますが、異義ありませんか。 

  （「異義なし」の声あり） 

委員長 異議なしと認め、午後５時まで延長いたします。 

総務課長 研修費につきましては、職員のほうに、21ページにあるように、職員研修所で研修を受ける



研修、それから最上広域で研修する新採職員を中心にした研修がありますけれども、そういったもの

については総務課のほうで割り当てをしてやっています。そのほかに職員がみずからこういったこと

で研修をしたいというふうな部分について職員研修費をとっておるんですが、職員のほうでなかなか

そういったところに取り組めないというようなことで、なかなかその経費が使えていないような状況

であります。 

  ことしに入ってもいろいろな、例えば橋梁の長寿命化の研修とかあるんですが、そういったところ

に職員を出せないかというふうなことを言っているんですが、なかなかそういったことができない状

況であります。そういうふうな費用の部分について旅費を 50 万円とっているんですが、半分ほど残

額が出たというふうなことになります。 

  今年度については、職員のそういった課長研修、補佐研修いろいろありますけれども、そういたの

のほかに東北自治研修所のほうに少子・高齢化社会の政策・戦略というふうなことで４名、三泊四日

で出すことにしていますし、ことしはまちづくり審議会とそれから政策推進室と合同で今、横井先生

という山大の先生がいますけれども、その先生からいろいろご教授を得ながら、今、夜６時から９時

半ごろまで、もう既に２回ほどやつているんですが、これを継続してやっていくというふうなことで、

先進地視察もこの研修費の中から職員分については出していくというふうなことで考えておりまし

て、昨年はできなかったわけですけれども、ことしはそういった人口減少社会の対策というふうなこ

ともあって、そういうふうな自己研さん的な部分についても研修を深めるつもりでおりますので、昨

年についてはできなかったわけですが、ことしはやるということでご理解をいただきたいというふう

に思います。 

３番 この研修については、前回、２番委員からも再三あったようでございました。今課長が今年度、

そういう研修がさまざまあるのでやるという話ですけれども、昨年度もたしかそういう話で、年間の

研修計画を組んだ上で職員派遣をしてやっていきたいという話でしたよね。その中で職員の都合でう

んぬんという、今、話ありましたけれども、職員の方、突発的な事業が入ってきて仕事が忙しくなる

かもしれませんが、それはそれとして、一度組んだ計画であれば必ずその職員がその研修を受講する

仕組みをこれからつくっていかないと、こんな予算を組んだって何にもならないし、職員の、何てい

うんですか、人材育成といいますか、そのあたりもできないんじゃないかなと思いますけれども、そ

のあたり、もう一回お願いします。 

総務課長 職員の研修で町長がこういうテーマでやりなさいというふうなことと、それから職員の自己

研さんで自分はこういうところでまちづくり、行政的なことをやりたいというふうなことの目標を持

ってやるというようなことがありますけれども、昨年の 50 万円については自己研さん、自分のいろ

いろなテーマを出していただいて、それでするというふうなことで想定していまして、それが出なか

ったということで、当初からこういったこと、こういったことというふうな取りまとめを予算要求の

段階でやっていなかったので、先ほど委員さんが言われたように、計画されたものが未執行だという

ことではなくて、25年度中にいろいろなテーマについて自分で自己研さん、それから町のためにこう

いうことで自分の領域を、今の職責を越えていろいろ勉強したいというふうなことに出そうというふ

うなことでやっているんですけれども、それが出なかったというふうなことでございますので、そう

いったことについては、ことしはもっと働きかけをしてやっていきたいというふうに思います。 

３番 今の課長の答弁で職域を越えてその研修ですか、できなかったというのは仕事の都合でできなか

った、出なかったということなんですか。自分はこの仕事はもう十分周知しているし、そんな研修な

んか受けなくてもいいということで職員自身が辞退をしたとか、仕事が忙しくてどうしても出られな



かったとか、そのあたり、どっちなんですか。 

総務課長 総務課のほうに自分のほうでテーマを決めて出していただいて、それが町としてよければそ

れを認めていこうというふうな予算でありますので、そういった提案がなかったというようなことで

ございます。 

委員長 ほかにありませんか。 

５番 66ページの賦課徴収費についてお伺いします。 

  この中で補正をした額よりも不用額のほうが数倍も上だということが、ここの款だけではなくて、

５款を除いて全部の款において相当からの数が不用額が出ているようです。このことは監査意見書の

中にも、やはりその前にするべきことがあるんじゃないかというような指摘もありました。その辺を、

総務費だけじゃなくて全般に言えることなんですが、それを補正として予算化して、それ以上の額が

余っている事実はどういうわけでこうなってくるのか。逆に言えば、後で余すように町長の指示があ

ったのか、まずその辺からお聞きしたいと思います。 

税務福祉課長 ただいまのご質問についてお答えさせていただきます。 

  こちらの賦課徴収費のほうで不用額 94 万 6,596 円ほど出ておりますけれども、この大きな要因と

いたしましては、23節の償還金利子及び割引料というふうなことで、税金の賦課をして、その後に所

得の更正があったりとか、あと得喪の異動関係が生じた場合に、転出なり、そういったところでもう

一回更正をかけます。そのときに税額が減った分について償還をしているんですけれども、当初 150

万円をとっていたというふうなのは、やっぱり年間の必要額というふうなことで 150万円予算化して

いただいたんですけれども、これが 46 万 6,100 円というふうなことで不用額が発生しているという

ふうなことなんですけれども、納付というふうなことにつきますと、５月の出納閉鎖まで償還という

ふうなことが発生するというふうなことがあります。そういうふうなこともありまして、やはり早々

に補正を対応するという、３月の補正ですと２月の中旬ごろまでにそれまでの精算をしなければなら

ないんですけれども、異動は随時起こるものですから、その分を踏まえた形でその部分を減額しなか

ったというふうなことでの不用額が発生したところでございます。 

  やはりおっしゃるとおり、補正をしながら不用額が発生するというふうなことにつきましては、や

っぱりいけないことでもありますので、今後はもう少し精査をしながら、残額を見きわめた予算管理

をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

５番 このことは毎年その質問があるはずなんです。今後はそのようなことのないように対処しますと

毎年答弁にはなってくるんですが、実際毎年この時期になると必ずこれが多いと。だから、補正同じ

にするにしても、決算議会の前に減額補正なりする時期もあるんじゃないかなというような感じがし

ます。それが手をこまねいておいて、補正予算額の数倍も余すというそのものが私は納得できないと

思うんです。これは確かに不用額が多ければ多いほど財源の積立金なりいろいろなことに回すのはこ

れはわかるんですが、せっかく予算を置いて、執行体制の中でこのように余すような考えの中でする

というのは、私はどうしても納得できないなというような感じがします。もう一度会計の原則から見

て、その辺の対応を今後どうするのか、お聞きしたいと思います。 

総務課長 まず、１つ、職員についてはどうしても心配があるというふうなことで、予算はなるべく多

くいただいておきたいというのがあります。例えば、除雪関係については、２月の 20日前にもう予算

を締め切ってしまうので、３月までの雪の状況とかわからない状況があります。そういったことで、

わからない中では予算を確保しておくというのが職員のほうのそういった動きがあります。 

  先ほど税務福祉課長の言ったように、還付というのは国のほうで還付すれば町も県の分も全て還付



しなければならないというふうなルールになっていますので、そういった部分は多くとっておく必要

があるのかなというふうに思います。 

  それから、技術的なところでは、以前、３月の段階で専決処分をして結構な金額を落としたりして

いるというふうなことがありますけれども、最近は、専決処分は本当に必要な部分だけで、こういっ

たマイナスの部分についてはしないというふうな最近のルールになっているようでございますので、

そういったことでありますので、どうしても昔から比べれば不用額は多くなってしまうというところ

があります。そういったところについては、どうしても不要不急の執行額が出た場合の対応というふ

うなことでご理解をいただきたいというふうに思います。 

  それから、例えば 71 ページの農業委員会の選挙は３月の選挙のためで、これらについても専決処

分があれば減額ができたんですけれども、３月選挙ですので、これは当然間に合わないと、専決処分

をしないというふうな前提であれば間に合わないので、こういったものは残ってしまうというふうな

ことになりますので、そういったものの積み上げがかなりなっているというようなことでご理解をい

ただきたいというふうに思います。 

  それから、参議院選挙についても結構余っているわけですが、最終の交付額というのはなかなか決

まらなかったというのがあって、最終の３月の補正の２月上旬までの予算の締め切りまではどうして

も整理がつかなかったというようなこともあります。そういったこともひっくるめて、全てがそうい

うわけではありませんが、そういったものもあるということをご理解いただいて、それから先ほど税

務福祉課長が言ったように、もう少しきちっと精査ができる部分もありますので、それらについては

今後職員のほうにも通達をしてまいりたいというふうに思います。 

５番 今課長の答弁を聞きますと、これは仕方ない融通もあるんだというふうに受けとめられます。と

いうことは、我々の目から見れば行政職としてこれは当然あり得るということもあると思います。た

だ、我々の目から見ても、毎年見てもこの辺が多いということは確かなんです。それをいかにして反

省しながら前向きに検討するかが課題だと思うんです。これは当然だというような意見のように私は

聞こえました。それが実際は当然だと思っているんですか、課長は。その辺、お願いします。 

総務課長 そういうふうに聞こえたのであれば反省したいというふうに思います。そうではなくて、や

むを得ない事情とか、それから降雪の部分とかそういったものもあるので、職員としては予算を確保

しておく必要があるというふうな部分もあるというふうなことでありますので、ご理解いただきたい

というふうに思います。当然その姿が正しいというふうには一切思っておりませんので、よろしくお

願いしたいというふうに思います。 

  先ほど申し上げましたように、今後このようなことがないように数字の精度を上げるように職員の

ほうには指示をしたいというふうに思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

２番 60 ページの、３番委員が質問しました職員研修費であります。その中の報償費 20 万円、これ不

用額ということで同額不用額になっておりますけれども、第１点は、この報償費を出してどういうふ

うな研修を計画したのかということが第１点。 

  あと、もう１点が、研修の提案が出てこないというふうなことについて考えてみますと、１つは、

研修に行っているときの仕事を補佐してくれる人がいないというようなところが一番の原因になっ

ているんじゃないか。逆から言えば、上席者が命令を下せば必ず研修に行かなければならないわけで

あります。この辺のところで上席者も、お前が都合つけば行ってこい程度の命令しかやっていないん

じゃないのかなというふうな感じがするわけであります。そういった中で職員体制のありようも含め



て質問したいと思います。 

総務課長 昨年の計画については、ちょっと承知していなかったので、これについては後ほど答弁させ

ていただきたいというふうに思いますが、ことしは条例改正、それから規則の改正、そういったこと

で行政のほうから職員を派遣していただいて、６月に２日間で全職員を対象として職員研修をやって

おります。条例、規則の改正の仕方について、ことしは学んでおります。去年については、どういう

計画であったのか、ちょっと手元にございませんので後ほどお答えをしたいというふうに思います。 

  それから、先ほど委員さんが言われるそのとおりであると思いますけれども、なかなか上司のほう

も自分の仕事も抱えていて、部下がいなくなるとその対応というのはどうしてもできないようなもう

職員体制になっているというようなことで、実際に必ず行けというふうなものの研修については、そ

れは行かせているんですが、それ以上の提案して行くというようなところまで職員が回っていないと

いうふうなことで、それを補佐するような職員というのはいないというふうになっております。 

  同じ業務をグループでやっているというふうなイメージがあると思いますが、その中で一つ一つの

分野を一人一人が持っていまして、同じような仕事を２人でやっているというようなところはもうほ

とんどないような状況なので、その職員がいなくなるとすぐ滞ってしまうというような状況にありま

す。それをじゃグループ制でというふうなことがありますけれども、なかなか人がやったところを自

分もそこに入って行くというふうなことについては、時間と、それから自分の仕事の関係でなかなか

行けないようです。なので、どういった職員体制、やり方がいいのかというようなことについては今

後、もう少し職員の中でも話し合いを持ちながらそこら辺、どういったやり方であれば研修に出せる

のかというふうなことについて話したいと思いますけれども、今はそういったところについては無理

無理させている部分というのがあります。先ほど言ったまちづく審議会と政策推進室については無理

無理行けと。それから、東北自治研修所について、それももう命令で行けというふうなことにやって

いますけれども、その提案については本人に任せているので、なかなかちょっと上がってこないとい

うようなことで、職員体制も含めて今後検討してまいりたいというふうに思います。 

２番 どこの職場でもやっぱり日々の業務の中での業務効率を高めるための会議といいますか、いろい

ろなことを考えているわけでありますけれども、今の状況を聞いていると、役場の中ではそのことが

なかなか達成できないんじゃないのかなというふうな感じがするわけであります。もう少し研修も含

めて職員体制のありようといいますか、改善できるもの、また業務の中では捨てるもの、当然必要な

わけでありますので、この辺も含めて非常に多くの職員から研修に参加してもらい、自己研さんに努

めてもらうような体制というものを構築していただきたいというふうに思います。 

総務課長 そのような方向でできるように検討してまいりたいというふうに思います。 

４番 それでは、47ページの総務管理費の職員採用試験事業、６万 9,000円ちょっとで事業を行ってい

るということで、随分少ない金額でやっているんだなというふうに思いましたけれども、この６万

9,000 円で去年は３人の職員を採用してきて、ことしも何名か採用に至るんだというふうに思うんで

すけれども、去年、私も 12月の一般質問をしましたけれども、職員の採用に関しては不補充という考

えは私もないです。やっぱり定期的に採用していかなくてはならないだろうし、やはり臨時職員も必

要だろうというふうに思うんですけれども、やっぱりきちんとした採用計画のもとに採用しているの

かなというところが一番、何ていうんですか、もしないとすればそれが一番だめなんだろうというふ

うに思うんです。 

  例えば合併をめぐる協議のときに、ここ二、三十年の職員計画のあり方という資料をつくりました

よね。そういう計画に基づいて採用しているのか。あるいは、その後に行革の委員会があって、その



答申を受けて不補充にしたということがあるでしょうけれども、その後、時代は変わっているわけで

すし、新たに職員の採用計画というのに基づいてそういうのをやる必要があるんだろうというふうに

思うんです。 

  この行政改革推進費というのは質問出ていますけれども、こういったところをやってしまえば、そ

ういう少ない人数でやれという、そういう答申が出てきてしまうからやらないんじゃないかなという

ふうにも思いたくもなってくるんです。だから、職員計画があるのかどうか、いつまでつくるのか、

そこら辺のところを質問いたします。 

総務課長 職員の人事管理計画については総務課のほうで持っております。それは平成 31 年まで、そ

の辺までの計画を持っています。前にも前の総務課長が答弁していると思いますが、職員の定員管理

計画よりも実際は、今現在は少なくなっておりますけれども、それについては職員の定員管理計画は

つくっておるんですけれども、やはりそのときの行革であったり、議員さんのほうから人口減少の中

で職員を削減しなさいというふうなことがあったり、そういったことで計画はもうちょっと上のライ

ンにあるんですが、実際はその下のラインにあるというふうなことであります。計画は町のほうでは

今持っております。 

４番 じゃ、その計画を我々に示してください。その資料を見せてくださいということはいいわけです

ね。見せてもらえるわけですね。 

総務課長 現在、定員管理計画は持っていますので、それについては皆さんのほうに提示することは何

ら支障はございません。 

４番 じゃ、よろしくお願いします。 

  そして、今後必要になってくるのが、やはり臨時職員との兼ね合いの中での職員の定員管理計画と

いうふうになろうかと思います。それができて初めて県内トップのやっぱり行革というのが今後出て

くるんであろうし、そういうのを期待したいというふうに思います。正職員だけじゃなくて臨時職員

も含めたそういう行政システムの将来像というものを今後見せてもらいたいなというふうに思いま

す。 

町長 今の質問の生の数字だけ、監査委員の実費で見てください。林監査委員が先ほど説明した人件費

の推移です。これを見ますと一目瞭然ではないかなと。21 年度から 25 年度まで、これは人件費の総

人件費です。前の５番委員にも私は総人件費というふうなことで捉えて行革も進んできましたけれど

も、これを見ましても 21 年度は７億 5,000 万円、25 年度が６億 7,600 万円と、これが目に見える数

字であると。それから、臨時職員、先ほど言ったとおりに年度、年度で多くなる場合もありますし、

少なくなる場合もあるということだけ１つお願いしたいと思います。 

委員 ほかにありませんか。 

７番 60ページの下段の定住推進事業費についてお伺いを申し上げます。 

  定住推進事業は結構裾野が広くて、ことしはまだ子育て支援住宅の賃貸の住宅 １戸を今建

設、まだ整備中でございます。それから、婚活事業も定住促進事業の大きな事業であります。また、

それから高齢者にはやさしい住宅のリフォーム事業等いろいろありますけれども、今回私は空き家に

ついてお伺いいたします。 

  町では空き家を調べて空き家バンクを整備した経過があります。その空き家バンクの整備状況と、

その利用が今どうなっているのか、その辺、お伺いします。 

まちづくり課長 空き家バンクにつきましては、現在の数値を申し上げます。現在、空き家バンクに登

録してあるのは 80 件であります。すぐに利用ができるというふうに思われる物件は、利用可能物件



というふうに言っていますが、29件あります。それから、すぐには利用できないというふうな利用不

可能な物件は 26件あります。うち危険な物件、要するに台風とか、強い風とか、それから積雪とかで

危険な物件については 11件あります。この 11件については指導勧告というふうな文書と、あと危険

回避の手続をしてくださいというふうな、電話等でお願いはしているところです。それから、直せば

利用可能になるだろうと思われる物件は 25件あります。合計 80件というふうな状況であります。 

７番 それでは、まず利用可能な 29 件と今お話しでありますけれども、その中にはいろいろ所有権の

問題、権利の問題、いろいろと難しい問題があろうかと思います。その辺の交渉をどのような方法で

やっていくのか、その辺お伺いします。 

まちづくり課長 利用可能な物件については、空き家バンクに登録をお願いをして、人に貸してもいい

というふうな物件を整理しまして、それで逆に今度利用したいというふうな人の募集をしておりまし

て、その辺でうまく合えば利用してもらうというふうなマッチングの業務も行っております。 

  このたび、そういった空き家のバンクを利用して大平のほうに東京のほうから１家族、３人ですけ

れども、今回移住したというふうな最近の例はあります。 

７番 これも行政で本腰入れないとなかなかミスマッチが多くて、利用できる空き家はあるんだけれど

も、実際なかなか中間に立ってやってくれる人がいないということで宝の持ち腐れということもあろ

うかと思います。また、どこの町内でも、ことしの冬は越せるのかなと、危ないな、倒壊の危険性あ

るなという空き家があると思います。私の長沢地区でも合わない住宅が結構あります。その辺の取り

組みをどのような方向でやるのか。 

  また、空き家を更地にすると固定資産税が６倍に上がるという話もありますけれども、その辺のや

っぱり優遇措置もどのように考えているのか。そして、少しでも安全・安心な地域の住宅環境を整備

するというようなことで、どのような意見を持っているのか、お伺いしたいと思います。 

まちづくり課長 まず、危険な物件の指導のあり方ですけれども、やはり特に雪が降って雪崩とか、そ

この近くを通る場合に通行人に危害を及ぼすというふうな事例がよく発生しております。それで、現

在の法の中では、やはり所有者の責任のもとでそれを回避してもらうというふうな方法しか現在はと

れない状況にあります。それで、そういう状況の物件については、電話等で何とかその連絡先をお聞

きして、それで雪をおろしてほしいとか、トタンが飛ぶので危ないので何とかしてほしいというふう

なお願いをして、それを回避してもらう方法しか現在はございません。 

  それから、固定資産税の軽減の件ですが、住宅が建築されている要するに土地の固定資産税が６分

の１に軽減されるというふうなお話のことですけれども、それを除却、解体した場合はそれがなくな

ると、６分の１の軽減がなくなるというふうなことなんですが、これ法律のことなので、実は現在、

国のほうでその辺も、空き家の除却が進まないというふうなこともあるので、国のほうの法律が見直

しかかるような情報も入っております。それを待って私ども、税のほうと協議しながら検討したいな

というふうなことを思っておりますので、国の法律の改正を注視して進めていきたいというふうに思

っております。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 52 ページ、２の１の６でございます。右の 53 ページの５番目のふるさとづくり応援事業、先ほ

ど歳入の部分で２番委員からもありましたが、これの成果表を見ていただきたいと思います。 

  10ページですが、10ページの中ほどに、今年度の実績 63件の 243万 1,000円、これも監査委員の

意見書にもありましたが、この実績があったということで、その成果でございます。一番下でござい

ますが、24年度と比較してということが書いてございます。件数で９件の減と書いてございます。金



額で 64万 7,000円の減ですが、これ何と比較をしているのかお伺いしたいと思います。 

まちづくり課長 24 年度のふるさと納税をいただいた件数と比較して、25 年度と 24 年度を比較して、

件数として９件の減、それから金額で 64万 7,000円の減というふうなことでありますが。 

３番 24年度の寄附金の件数と金額の比較ですよね。24年度は実績を見ますと、24年度は 65件の 275

万 8,000円です。差し引きますと差額が合わないんです。先ほど別の質問出ましたけれども、成果表

で数字がちょっと合わない部分があると、この件もちょっと合わないような気がするんですが。 

委員長 暫時休憩をします。 

午後４時２０分 休憩 

                                            

午後４時３０分  再開 

委員長 再開いたします。 

  途中ではありますけれども、本日はこれにて散会をいたします。なお、明日は午前 10 時から開会

いたしますので 45分、15分前までご参集ください。 

午後４時３０分 散会 
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本日の会議に付した事件 

 認定第１号 平成２５年度舟形町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第２号 平成２５年度舟形町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について 

 認定第３号 平成２５年度舟形町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第４号 平成２５年度舟形町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について 

 認定第５号 平成２５年度舟形町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第６号 平成２５年度舟形町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 認定第７号 平成２５年度舟形町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 財産に関する調書の審査 



午前１０時０３分 再開 

委員長 おはようございます。ただいまの出席委員数９名です。定足数に達しております。 

  ただいまから２日目の決算審査特別委員会を開会いたします。 

                                            

 平成２５年度舟形町一般会計歳入歳出決算の認定について 

委員長 直ちに一般会計歳出、総務費の質疑に入ります。 

  ここで皆さんにお願いを申し上げますけれども、質疑につきましては、ページ、款項目を明言され

まして、できるだけ簡潔にお願いをしたいというふうに思います。 

  なお、執行部の答弁に関しましても同様でございますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

  それでは、きのうの３番委員の質疑のまちづくり課長の答弁から入りたいと思います。 

まちづくり課長 ３番委員さんから質問のありました主要な施策の成果報告書の 10 ページの（３）に

あります平成 24年度と比較して件数は９件の減、金額は 64万 7,000円の減とあったというふうな文

面の件で説明をいたします。 

  これは平成 24年度の基金積み立てが 67件で 302万 3,000円です。昨年の成果報告書に記されてい

るとおりであります。平成 25 年の基金積み立てが今回の成果報告書にありますとおり 237 万 6,000

円です。件数の表記がございませんが、調べたところ 58件であります。この差が件数で９件の減、金

額で 64万 7,000円の減となります。前回、平成 24年度の成果報告書との比較が金額の比較でしたが、

今回は基金積み立ての比較というふうなことで、大変わかりづらい表現となったことをおわび申し上

げます。よろしくお願いします。 

３番 大変苦労した答弁をつくっていただきましてありがとうございます。 

  今課長が最後に言ったように、23 年度と 24 年度の比較については、この金額とここにある件数で

比較しておりました。ですから、私、きのう申し上げた内容で違うんじゃないかと指摘をしたのであ

りますから、今後この資料をつくる上でどういうふうな形で比較をしていくのか。もし、基金で比較

をしていくのであれば、ここに件数を載せなければ全然わからないと思います。そのあたり、来年度

以降、この成果表をつくる際に注意していただきたいと思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 次は、64 ページ、65 ページの一番上に加入系光ファイバー網管理事業 784 万 2,000 円ございま

す。また、成果表でございますが、成果表の 27ページをごらんいただきたいと思います。  数字で

はないんですが、ちょっと細かいことを言ってて申しわけございませんが、この成果表、23年から 23、

24、25、内容ほとんど変わっていません。これくらいの成果表だったら私もつくれます。特に中を見

ていただきたいんですが、事業内容ございます。事業内容の２つ目のくくりございますが、最後の語

句です。「福祉相談システムを整備した」という表現してございます。整備したのは 25年度なんです

か。この表現はもう 23 年度の成果表から表現していますよ。25 年にしたのであれば整備したという

表現でいいかもしれませんが、こういう書き方はないと思います。 

  あともう一つ、細かいことを言って申しわけありません。その下のくくり、住民への提供サービス

システム云々、一番最後です。「多目的な活用を行える」、これ日本語じゃないですよね。間違った

字を 23 年度から使っているんですよ。こういう性格だめだと思うんですよ。先ほどの数字もそうで

すけれども、こういう文章表現もしっかりしていただかないと、各課でこの成果表、もとの、何てい

いますか、資料があって毎年数字の入れかえをしているだけでは成果表とは言えないと思います。こ

のあたりの字句もしっかりと見ていただきたいと思います。 



総務課長 今後注意したいと思います。 

委員長 ほかにありませんか。２款総務費についての質疑ありませんか。 

７番 まちづくり推進費についてお伺いします。 

  成果表の９ページによりますと、豪雨による被災水路の復旧事業等がありますけれども、これは農

林災害に小規模で該当しない項目をこのまちづくり推進費で補助金出して、ちょっと趣旨としては違

うのではないのかなと思いますけれども、その辺の考えをお伺いします。 

まちづくり課長 ただいまの委員さんが言われたとおり、災害復旧費では対象にならなかったものを、

町内で非常に困っているというふうなことがありましたので、この共同事業でやっていただいたとい

うふうなことであります。 

７番 農林災害ですと真ん中の 10％ぐらいの地元負担が発生するわけでございますけれども、これから

もこのようなまちづくり推進費の中で小規模な農林災害に該当しないものをこれからもこの事業で

やっていくのかどうか、その辺お伺いします。 

まちづくり課長 町内会のほうからいろいろな相談が来まして、対象となる事業としては人件費は対象

にできないと。それから、こういうふうな作業をやったときの重機借上代、それから原材料代という

ふうなものが対象になります。そういった対象になれば、町内で困っているというふうな相談を受け

て対応しているところであります。 

７番 それから、今後このような災害が起きて地域住民から役場に相談なり陳情が来た場合、またこの

ような形で補助金を出して事業を行うということで理解していいんですか。 

まちづくり課長 そうなりますと単年度の事業になりますが、相談が来たものについては応じたいとい

うふうに思っております。 

委員長 ほかにありませんか。 

１番 63ページ、町営バス事業ですけれども、この町営バス事業は委託されていて、また料金も発生し

ているわけで、陸運局に届け出があっての運行規定を守りなからバス停を設置していると思いますけ

れども、その運行規定をちょっと伺いたいと思います。バス停以外での乗りおりが非常に危険で、今

若干あるというふうな状況を何とかならないのという意見があったので、そこら辺の運行規定はどの

ようになっているのか。 

まちづくり課長 地域公共交通会議というふうな会議にかけて国のほうに申請するわけですけれども、

停留所以外にはとまれないというふうなことで、停留所を指定して申請しておりまして、そこで乗り

おりというようなことになります。 

１番 確かにそうだと思います。それ以外でもしとまって乗りおりが確認された時点で事故が発生した

場合には大変問題になろうかと思います。今現在、しかしながら老人の方が多く利用されていると思

いますけれども、バス停以外での乗車、乗降が確認されていて、ちょっと危険な場所でやっていると

いう意見もいただいておりますけれども、その辺は確認されておりますか。 

まちづくり課長 過去にそういった事例があったので注意をしていたところです。今後またそういうよ

うな情報があれば、こちらから委託業者のほうにも注意をして、そのようなことのないように気をつ

けたいと思います。 

１番 場所的にいうと 13 号線と沖の原街道の一番交通量があって、あそこ結構見づらい道路の交差点

であります。ああいうところでも乗車なり、降車なりの危ないなって感じるところが多々ある。そこ

ばかりではないと思います。だから、そういうのもちゃんと調べて指導なりするか、もしくは運行規

定でそういうふうに決められているものを変えていこうとするのであれば、やはり届け出制から町の



単独でのバス運行なりするか、検討し直す方向で今後対策をとるなり、今 140万円ほどの売り上げが

あるようですけれども、これを無償化にして、どこでもとまったり乗りおりできるような形にするか、

今後いろいろな形の中で安全を重視した形の中で検討されることをよろしくお願いします。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 なしと認め、第２款総務費についての質疑、審査を終結します。 

  次に、第３款民生費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより第３款民生費の質疑に入ります。 

４番 では、85ページの災害救助費の、ここも補正でとって、また不用額でまず当初予算の額以上に返

すという、不用額が出るというのも、ちょっとこの災害支援事業、これどういう支援を行ったのか、

質問いたします。 

総務課長 東日本大震災のための支援を行っている事業でありますけれども、昨年は 11月 26日に被災

地支援ということで、野菜関係を持っていって被災者のために支援をしているところであります。 

４番 11 月 26 日に１回行くだけ、行っただけでなぜ補正がまず必要だったのかなという気がします。

それで、私もこの被災地には行っているんですけれども、今あんまりそういう炊き出しとか、そうい

うもののボランティアというのは余り必要とされていない状況があります。むしろ心のケア、あるい

は自分たちが復旧しようとしている商店街の、そういったところの支援がだんだん主になってきてい

るというような状況で、何でこの 10 万円というまず補正が必要で、30 万円という不用額が出てしま

っているのか。また、そういう事情に合ったような活動というですか、どういう団体に行ったのかわ

からないですけれども、そういうのが本当に今必要なのかどうか、そこら辺のところを質問いたしま

す。 

総務課長 まず、10万円ですが、これは３月に補正をしているようでありますけれども、３月に補正い

ただいて、それで支援するというふうなことで考えておったようですけれども、それが野菜等の集荷

がなかなかうまくいかないというふうなことで中止をされたというふうに聞いております。 

  それから、今委員さんが言われるように、そういった心のケア、そういったものが必要であるとい

うふうなことは承知しておりますが、こちらは被災地農園というふうなことで沖の原のほうにそうい

った農地を設定して、こちらのほうに交流に来ていただいて植え込みとかしていただいたり、それか

ら収穫祭をしたりというふうなことで地域の方とも交流をして、そういった心のケアにも資するよう

な考え方でやっているというふうに聞いております。 

４番 いずれにしても、40万円という予算があって、その中で被災地支援をしていこうというんでした

ら、やっぱりそういった金額に見合うことをボランティアとしてやっていくべきではないかなという

ふうに思います。そういった意味で、ことしの事業が去年のこういうふうな形にならないように、き

ちんとした予算執行ができるようなボランティアしてもらいたいと思うんですけれども、どうですか、

今の現状は。 

総務課長 この会議をちょっとまだことしはやっていないので、今言ったような需要を把握をして、そ

れでボランティアさんとも日程を調整しながら、そういったより効果的なものについてできるように

していきたいというふうに思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 また済みません。76ページ、福祉の町推進費、右の 77ページ、２の福祉の町推進事業 837万 6,244



円執行額ですが、成果表の 39ページの執行額と差があるんですが、この差は何でしょうか。 

税務福祉課長 ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

  決算書につきましては、まずは正しい数値かと思います。それで、成果表なんですけれども、829万

6,244円というのは、次の 79ページの上段にありますけれども、寝たきり老人等移送サービス事業８

万円の扶助費がそちらのほうに、済みません、入っています。じゃちょっと積算しますので、お時間

をいただきたいと思います。 

委員長 暫時休憩をします。 

午前１０時２６分 休憩 

                                            

午前１０時２７分 再開 

委員長 再開します。 

税務福祉課長 申しわけありません。成果表の中には決算書にある事業が全部含まれておりませんので、

ちょっと積算してもその金額にならない状況です。単純な記載ミスというふうなことだと思いますの

で、そんなことでご理解をいただきたいと思います。今後そういうふうなことがないようにいたした

いと思います。 

委員長 ３番、いいですか。ほかにありませんか。 

２番 76ページの一番上です。老人クラブ運営費補助金と老人クラブ連合会活動促進事業補助金、それ

を成果表で見ますと、各老人クラブが活発となりということで、高齢者が生き生きと活動できたとい

うふうな成果でありますけれども、年々この老人クラブの組織というのは減ってきているのではない

のかなというふうな感じをしております。そういった中で、もう少し老人クラブのありよう、この名

称も含めて検討していただきたいというふうなことと、できれば若妻会、婦人会、町内会では大体 60

ぐらいまでが町内会のほうに参加しているようでありますので、その後の、どうしても老人クラブと

いうと 75 以降でないとなかなか入ってこれないような環境下にあるわけであります。そういったと

きに、60 以降 75 までの間の新たな組織、名称はどうであれ考えていくべきじゃないのかなと。老人

クラブの中での質問でありますので、私が言っている組織は別の費目になるかちょっとわかりません

けれども、この老人クラブについてはなかなかふえていない、逆に衰退しているということを考えれ

ば、新たなものを考えていったらどうでしょうかというふうなことです。 

税務福祉課長 ただいまの２番委員さんの質問にお答えさせていただきます。 

  やはり成果表のほうでは老人クラブ運営事業というふうなことで、目的、事業内容、成果というふ

うなことが書かれておりますけれども、こちらも昨年の実績を踏まえた形での記載になっていないと

いうふうにやっぱり思われます。今申し上げられましたとおり、老人クラブにつきましては活動して

いる方の年齢がかさむことによりまして年々やっぱり活動が停滞してきておるというのが実態でご

ざいます。やっぱりこの組織につきましては全国共通の組織でもありますので、県内、郡、そういう

ふうな組織の中で各種いろいろな行事が年間あります。そちらのほうの動きについても、やはり車の

送迎とか、いろいろそういうふうな事情もありまして、そちらに参加していただく人も少なくなって、

事務局のほうでも難儀をしているというふうな状況です。 

  また、名称というふうなことですけれども、老人というとやっぱり 75 歳以上で、なかなか活動的

な名称ではないふうには思います。でも、やっぱり全国的な組織の中でこの名前を使っているという

ふうなことなんですけれども、舟形町独自でやっぱり何か、ユウユウ人とか、何かそういうふうな少

しみんなが意識的に変われるような名称も考慮していきたいなというふうには今お話を聞いて思っ



たところです。まずは人的体制なり、活動の内容なりを今後、ただいまの意見をいただきましたので、

そちらのほうで検討させていただきたいというふうに思います。 

２番 一例として、若妻会が 40まで、40から 60までが婦人会、そしてその後、ないわけです。これが

切れ間なくそういうふうな組織があることによって加入できるような環境づくりというようなもの

もぜひ町のほうで考えていただきたいというふうなことを要望しまして、きちんとお願いしたいとい

うふうに思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

７番 80ページの保育所費についてお伺いいたします。 

  成果表によりますと、いろいろ事業の内容、成果等が書かれておりますけれども、一時保育利用児

童数が延べ人数、また延長保育児童の利用数が延べ人数、実際の人数があると需要がどのようなのか

とわかりやすいんですけれども、その辺、まずお伺いします。 

教育次長 これにつきましては、歳入のほうをごらんいただければと思います。23ページ、決算書のほ

うですけれども、一時保育の負担金ございます。延長保育が 82 万 8,400 円、一時保育保護者負担金

が 22 万 1,000 円というふうになっています。傾向としては昨年より一時保育が減っています。例え

ば農繁期のときとか、あと家族がいなくて子供の面倒を見る方がいないというふうなところでの一時

保育と、あと延長保育につきましては、昨年比較で増えている傾向にあります。通常でのやはり母親

ないし家の方々が勤めというふうなことで勤務時間までの間を保育、今現在７時から７時までという

ふうになっていますので、その延長分のほうの利用の状況がふえている傾向にございます。 

７番 私のほうが質問がちょっと悪かったのかなと思っていますけれども、延べ人数ではなくて、実際

に利用している人数をお聞きしたかったんです。 

  それから、ほほえみ保育園はゼロ歳児から２歳児までの保育をしているんですけれども、保育スペ

ース、広場の関係上、最高何人ぐらいまで受け入れが可能なのかどうか。 

  また、ゼロ歳児、２歳児の保育料がもし減額になりまして、２歳児の需要が、保育をお願いする父

兄が多くなった場合、今の１部屋しかないスペースの中でこれからどのような方法で父兄の要望にお

応えできるのかどうか、その辺、お伺いします。 

教育次長 大変失礼しました。延べ人数、一時保育につきましてはランダムですので、28名という実人

数、ちょっと押さえていませんが、月に二、三名ほどというふうに計算はなるんですけれども、実人

数、ちょっと今把握してございませんので、後ほど報告で答弁させていただきたいと思います。 

  あと、延長保育も同じなんですけれども、実質月平均でいくと 50 名前後というふうになってござ

います。 

委員長 ここで皆さんにお諮りします。今教育次長の答弁で一時保育の利用者数の資料提出の件があり

ましたけれども、これを後ほど提出していただくことでよろしいですか。 

  （「異義なし」の声あり） 

委員長 では、そういうことでお願いします。 

７番 それでは、成果の中で一時保育、特定保育、延長保育とありますけれども、特定保育というのは

どういうものを指しているのか、その辺お伺いします。その利用者が何人いるのか。43ページの。 

教育次長 大変申しわけございません。特定保育については病児保育とか、あとちょっと、認識してい

るんですけれども、実際には利用はありません。ただ、病児保育というふうなことで、例えばインフ

ルエンザになった場合とかは、お休みをいただくというふうなことでお願いはしてあるんですけれど

も、ただ医師の判断で１周間とか来てはいけないというか、感染するといけないのでというふうなこ



ともあるので、特定のそういうのだとちょっと認識しています。あと、一時保育につきましては先ほ

ど申し上げましたとおりで、あとは延長保育については通常の保育時間を早朝保育と夜の７時までと

いう夜間の部分までの分の延長の内容です。 

  今現在、ゼロ・１歳のスペースについては、ちょっとゼロ・１歳の部分では把握していなくて済み

ませんけれども、全体の定員というふうなことで 170というふうになっております。今現在ですけれ

ども、ゼロ・１歳児につきましては 17名おります。一応３人に１人というふうなことでの保育士と保

育補助を置いてございます。ただ、要件として 170名までは総体で最低基準で、保育所全体の面積で

は最低基準を網羅しているというふうな今の状況です。ただ、170 人に対して今現在 151 人入所して

いるんですけれども、最低基準は保育士、または面積等はクリアしているというふうになっています。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 76ページの３の１の４、老人措置費、老人施設入所措置事業 590万円ありますが、成果表を見ま

すと昨年度、新庄の神室荘に３名入居しているということでございますが、この入所の基準といいま

すか、ゆいの家とこの事業との入所基準の差、差というんですか、大きな違いはどこなんでしょうか。 

税務福祉課長 では、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  神室荘に入所している方については、今おっしゃられるとおり３名おります。要件といたしまして

は、生活保護担になっている老人の方で身寄りがないというふうな方を対象としております。 

  ゆいの家については、家族がおるけれども一時避難であったりとか、ちょっと在宅から離れてとい

うふうな形の保護というふうな形になっておりますので、そこら辺の違いがあるかと思います。 

３番 ゆいの家は家族がいらっしゃってもよろしいんですか。ゆいの家と神室荘に入っている方々の差

というのは転居先があるかないかじゃないんですか。私はちょっと、ゆいの家というのは入ってる期

間が決まっていますよね。ずっといられませんよね。この事業の神室荘にいる方はずっと入っている

ことができるんですよね。 

税務福祉課長 ただいまの件ですけれども、神室荘に入所している方については、もうずっと長期入所

というふうなことになっております。あえて言えば、死ぬまで身寄りがないというふうなことからす

れば引き取り手がないわけですので、ずっと県の施設のほうにお願いをしているというふうなことで

ございます。 

  ゆいの家につきましては、家族がいても、今老人に対するちょっと危害を加えたりとか、家族的に

問題があるような傾向の方が一時的に避難するような形にもなっておりますし、先日火事になったお

宅のご夫妻がその期間入所しているというふうなときもありましたし、そういうふうなことで６カ月

間をめどに入れているというふうなことで、そちらのほうにつきましては家族がおっても入れるとい

うふうな施設になっております。以上です。 

３番 ちょっと町民の方から、ゆいの家に入っておったんだけれども、期間があるので出なくてはいけ

ないと、別の施設を探さなくてはいけないという方がおったんですが、こういう事業があるのであれ

ば、こっちのほうがいいんじゃないのかなと思って今感じたんですけれども、成果表を見ると、「転

居先がなく」というのが頭にあるんですよね。入居先がなくて身寄りもいない、そうであればこっち

に無条件にもう入れるんですか。さまざまな条件はあると思いますけれども、このあたりの審査とい

うのはじゃどこでやるんですか。 

税務福祉課長 ただいまのご質問ですけれども、神室荘入所の審査会につきましては新庄市が事務局で、

市町村の課長等が組織している入所選考委員会がございまして、待機者がおるというふうなことから、

その都度申し込みがあればそちらの会のほうで選定をしているというふうな状況です。以上です。 



委員長 ほかにありませんか。ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 なしの声があります。なしと認め、第３款民生費についての質疑、審査を終結します。 

  次に、第４款衛生費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより第４款衛生費の質疑に入ります。 

２番 90 ページの清掃総務費の中での、成果表の 52 ページなんですけれども、この事業内容に、ごみ

収集カレンダーの発行や広報により適正なごみ処理の意識の普及啓発を実施というふうなことがあ

りますけれども、まだまだごみを燃やしている方がおるようでありますけれども、このことについて

の悪いことなんだというか、意識を変えるための町で具体的な行動、どういったことを行っているの

か、お聞きしたいと思います。 

税務福祉課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

  家庭でごみを燃やすことができなくなってかなり時間がたっております。ですので、各家庭の個人

の良識に基づくものかと思いますけれども、あとは許される許容範囲の中で農作業の残骸であります

か、そういういうふうなものについては、そのときについてのみ許可をしているというふうなことで

ございます。ですが、やはり良識のない方のほうでごみを燃やして近隣の方からお電話をいただくと

いうふうなことが、ことしはありませんけれども、そういうふうなところでの情報はいただいており

ます。こちらのほうといたしましては、電話等でだったりとか、そういうふうな指導をしているんで

すけれども、なかなかやっぱり了解をいただけないというところもありますので、長い経過をしてい

る関係で随時広報的なことで周知が漏れているというふうなところについては、やぶさかではないか

と思います。 

  やっぱりこれから随時そういうふうな啓発というふうなことをやっていかないとうまくないので

はないかなというふうに思っておりますので、今後啓発を進めるようにしたいと思います。以上です。 

委員長 ほかにありませんか。 

４番 89ページの健康増進事業の中の（２）の報償費、上の方の糖尿病検診アンケート回収協力報償と

いうことで７万 8,000円上がっていますけれども、これは糖尿病検診の回収をまずさせているんだと

思うんですけれども、何名の方に幾らぐらい報償費をお払いしているのか、質問いたします。 

税務福祉課長 ただいまのご質問に対してご説明いたします。 

  糖尿病検診につきましては、舟形町につきましては山形大学医学部との連携によりまして昭和の時

代から行っている事業で、今のところ第５期検診が終了していることでございます。来年度から第６

期のほうの糖尿病検診に入るわけですけれども、そのことを踏まえて、これまでの検査についての山

大のほうで資料をつくるための調査というふうなことで、平成 25 年度につきましては 2,700 名を対

象に町内のほうに生存確認アンケートというふうなことで、これまで糖尿病検診を受けていただいた

方についてアンケート調査を依頼しております。 

  回収につきましては、健康課のほうでお願いしている食改のメンバーの方にお願いをしたというふ

うなことを聞いております。１件について 1,000円というふうなことで、ちょっと高額なんですけれ

ども、その費用というふうなことで７万 8,000円を山大のほうからいただいた内容でございます。以

上です。 

４番 １件 1,000円ということでお願いしているということなんですけれども、こういったアンケート

調査というのは町内会によく来ます。それで、糖尿病検診だけこういう回収制度があるのはちょっと



どうしてかなと疑問に思ったので質問したんですけれども、例えばこういうふうにできる制度がある

んであれば、例えば町内会に来るさまざまなアンケート調査、例えば税務なら税務調査ありますよね。

そういう封筒もこういった方にお願いしてはどうかなというふうに思うんです。というのは、非常に

町内会で配る資料が多くて重くなってきていて、町内会長、若い人はいいんですけれども、年配の方

がやるとなった場合に、一度ではやっぱり配りきれずに何回も家と住宅を往復するという例が出てき

ているんです。ですから、ある程度この辺の報酬を払って頼める人がいるのであれば、そういうもの

に関して、例えばそういう課なら課のそういうアンケート調査なら、そういった方にちょっとお願い

できるようなものをその課の中でさらにふやしていくということはできないものかなというふうに

思うんですけれども、どうでしょうか。 

税務福祉課長 ただいまのご質問なんですけれども、私のほうで先に説明しました１件 1,000円という

ふうなことなんですけれども、これが当初から 1,000円というふうなことで内示があったわけではな

くて、もうアンケートも回収しまして、山大のほうに送付して、それから 1,000円というふうな積算

のもとにお金が来たものですから、当初からお願いする際にはわからなかった数字でございます。 

  今回、ことしも今食事調査というふうなことで、同人数というふうなことでお願いをして今回収し

ているわけなんですけれども、こちらについても町内会長さんを通じて配布をしまして、回収につき

ましては衛生組合長さんのほうにお願いをしているというふうな内容でございます。こちらにつきま

しては、今度回収するその金額がまだ提示されていないこともありまして、そこら辺がちょっと、担

当ともお話をしたんですけれども、難しいところがあるので、山大さんのほうに確認をできる範疇の

ものであるかというふうなところもありまして、1,000 円というふうなことにつきましては、昨年が

たまたまそうであったというふうなことでご理解をいただきたいというふうに思います。 

４番 金額等はいいんです、1,000 円上げても 2,000 円上げてもいいんですけれども、要するにそうい

う回収制度があるんだったら、そういう回収制度を、例えば町内会長が本当にこれすべきなのかなと

いう文書配達もあるものですから、そういう部分で例えば税務課の班の中でできるような回収、こう

いうのに抱き合わせてできるような回収ができるんだったら、そういうのをやっていってもらえない

ものかなというふうに思って、そういう検討の余地はないんですかという質問なんです。要するに金

額じゃなくて、そういう制度をもっとほかの部分で使えないかという、そういう質問です。 

まちづくり課長 町内会長の担当課でありますまちづくり課のほうから答えさせてもらいます。 

  まずは、町内会長さんのほうにお支払いしている報酬については、戸数割と平均割というふうなも

のがございましてお支払いさせていただいております。戸数割については、そういった文書配達への

ご苦労というふうなことでの単価が加味されているというふうに把握しておるところです。 

  ただし、今委員さんが言われたように、なかなか文書量が多くてやはり隣組長さんのほうにお願い

したりするのも、高齢化があったり難しいというふうなことの相談もあった経過がありますので、ち

ょっと時間をいただいて、何かいい方法がないか検討させていただきたいというふうに思います。 

委員長 ここで質問者の方にお願いですけれども、決算審査の特別委員会、限られた時間の中での審査

になります。款ごとに区切って審査をしているわけでありますので、余り質問の内容を拡大すること

のないようにご協力よろしくお願いします。 

  なお、答弁する方につきましても、経過等は余りつけ加える必要がないのかなというふうに思いま

すので、質問の趣旨に対して単純明快な答弁をお願いしたいというふうに思います。 

  ほかにありませんか。 

１番 成果表で 49ページ、健康増進事業ですけれども、４款の１項５目、決算書だと 87ページになり



ます。 

  今、国民健康保険の特定健診受診者 643名、未受診者 378名に受けるようにという指導なりされて

いる数字がありますけれども、その結果はどうなっておりますか。 

税務福祉課長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

  未受診者の対策につきましては、今現在、国保連合会のほうでその事業に入っておりまして、今舟

形町につきましては、元保健師のお二人のほうで各町内を回っているところでございます。未受診者

につきまして、病院のほうにかかっている方はともかく、健診を受けていない方がいらっしゃるとい

うふうなことで再三にわたりまして家庭を訪問しながら進めているところです。その期限が９月いっ

ぱいというふうなことなので、それらの結果を見ないとわからないので、その後にでもお話しできた

らなというふうに思っております。以上です。 

１番 町内外にして近年若い方が不慮にして亡くなるという形が多く聞こえてくる中で、やはり健康診

断なり特定健診なりを受診者にいかに周知して、よく健診させるかということが未然に事故防止なり

健康づくりかなと思います。そういう面でしっかり力を入れていきながら、やっぱりかなり苦しくな

ってくる国保のウエートも薄らいでいくというふうな状況になろうかと思いますので、今後ともそう

いうふうな指導をしっかりして健康維持の推進をしていただければと思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 なしの声があります。なしと認め、第４款衛生費についての質疑、審査を終結します。 

  次に、第５款労働費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。 

産業振興課長 きのうの歳入の審査の際に４番の佐藤委員さんから次のような質問があって、これは後

で確認しておきますというふうな答えをさせていただいたんですが、それきのう確認いたしましたの

で報告させていただきたいというふうに思います。 

  質問内容なんですが、今年度、平成 26 年度の緊急雇用事業につきまして当初予算よりも、９月補

正で皆様方から承認してもらいましたように、事業枠が縮小して今年度、遂行しているということな

んですが、そこで採用人数も８人減っているというふうな報告をさせていただきました。舟和会５名、

婚活サポーター２名、地域づくりプランナー１名ということで、そのところの事業所の影響はどのよ

うなものかというふうなご質問で、きのう把握していなかったものですから申しわけなく、把握して

いなかったものですから、後日確認して報告させていただきたいというふうな内容のことで報告させ

ていただきたいというふうに思います。 

  この事業について１つだけ確認させていただきたいんですが、この緊急雇用創出事業の補助事業に

つきましては最長で１年間の雇用期間というふうになっておりまして、今年度の補助事業で実は昨年

度から引き続き雇用している方がおられます。２年目に入っている方がいます。これはどういうわけ

かといいますと、今年度の緊急雇用創出事業につきましては、昨年度までの事業と制度的に若干変わ

ったところがありまして、今年度からの補助事業の緊急雇用創出事業は新規事業というふうな捉え方

を国でしておりまして、そういう意味で去年採用された方も、ことしは初年度からということで１年

間の雇用というふうなことで運営をしております。 

  そこで、舟和会さん５名、当初で申請させていただいたところが、枠が少なくなってゼロというふ

うなところで事業所はどういう影響があるかという内容でございます。昨年度までの採用、25年度ま



での採用期間ですと働きながら２級ヘルパーの資格を取得してというようなものの事業の採択条件

だったんですが、今年度からずっと春先にかけて制度内容をひもといてみますと、今度採択要件が２

級ヘルパーの資格のワンランク上の資格を働きながら取らなければならないというふうなところが

ありまして、実務研修が 450時間というふうなものを設定しながら雇用しなければならないというふ

うな条件が昨年度と今年度違う条件になっていると、そういう意味からちょっと雇用しづらい条件に

今年度からなったというようなところの背景があります。 

  それで、舟和会で５名申請してきた枠につきまして、実際その枠として独自で何名採用しているか

というふうなところもお聞きしたんですが、採用していないということでありました。そこで、事業

所として影響はどうかということにつきましてもお聞きしたんですが、現職員体制で執行していて、

今現在特に支障はなく業務を執行しているというふうなお話をいただいております。 

  それから、婚活サポーター２名につきましては、町の直接雇用というふうなところで運用しており

ます。 

  それから、地域づくりプランナーにつきましては、ＮＰＯ法人長沢学校の活動人員ということなん

ですが、今現在活動休止状態なので、この辺の影響はないというふうなところで確認しております。

以上、報告させていただきたいというふうに思います。 

委員長 労働費に関する質疑、ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 なしの声があります。なしと認め、第５款労働費について質疑、審査を終結します。 

  次に、第６款農林水産業費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

３番 簡単に数字の確認だけさせてください。農業委員会費で、成果表で 59 ページです。59 ページの

一番下に成果が載っていますが、農地集積率 48.5％となってございますが、先般の私の６月の一般質

問のときに集積率の話をしましたら 60％という話をお伺いしたんですが、48.5％で間違いないです

か。 

産業振興課長 主要施策に記載している 50％で間違いありません。 

３番 48.5％というのは 24年度の成果表と同じです。１年間で全然伸びなかったんですか。 

産業振興課長 昨年度の平成 25年度で集積も進んでおります。24年度の数字が 48.5でありますと、昨

年度集積進んでおりますので、この数字もアップになっていることでございます。大変申しわけあり

ません。この数字につきましては間違いということで申しわけなく、後で正確な数字を報告させてい

ただきたいというふうに思います。申しわけありませんでした。 

委員長 暫時休憩をします。 

午前１１時１５分 休憩 

                                            

午前１１時２２分 再開 

委員長 再開します。 

産業振興課長 大変申しわけございませんでした。主要施策に表示している集積率 48.5％から１年間の

集積した結果進みまして、根拠としましては農地面積 1.672ヘクタールにおいてこれまでの集積面積

が 902ということで、昨年度段階で集積率「53.9％」、このような数字でございます。主要な施策の

訂正になってしまいますが、大変申しわけございませんでした。 



３番 さっきから何回も同じことを言って申しわけありませんが、だんだんと数が多くなってくると成

果表というのはあんまり執行部のほうで重きを置いていないのかな。これではちょっとないほうがい

いんじゃないかなと思うんだけれども、もっと精査よろしくお願いしたいと思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 何回も済みません。102 ページ、担い手等支援対策事業費、右のほうの２番の新規就農総合支援

事業、同じく成果表、71ページです。71ページに実績が載っています。事業実績 317万 8,417円、決

算表が 317万 3,417円です。差が出ていますが、済みません。 

委員長 暫時休憩をします。 

 

午前１１時２４分 休憩 

                                            

午前１１時２４分 再開 

委員長 再開します。 

産業振興課長 御指摘にあります合計 317万 8,417円というやつと決算書と 5,000円の差異がございま

す。5,000 円分については主要の施策の 8,400 というやつが 3,417 円というようなことでございまし

た。これも間違いでございました。おわび申し上げたいというふうに思います。済みませんでした。 

３番 成果表の数字を簡単に直していますが、成果表が間違っているんですよね。決算のほうが間違っ

たら大変なことになりますよ。これからしっかり精査をお願いします。 

委員長 ほかにありませんか。６款農林水産業費の質疑ありませんか。 

１番 決算書、99ページ、７目ほ場整備事業で３地区の事業があるわけですけれども、ちょっと成果表

の 59ページ、59ページの農業委員会事業の（２）、②対象地区、舟形地区、長沢地区、361ヘクター

ルを調査したというふうに書いてありますけれども、要するに今農業情勢がかなり厳しい状況の中で

荒れている農地もしくは農地利用不利地等の農地を調査した数字かと思われますけれども、以前の定

例会のときに整備課長のほうから、地域に出向いて農地集積なり補助事業の推進になるよう出向いて

指導するというふうな言葉をいただいた経過があるわけですけれども、この調査結果後にそういう対

策はなされましたか。 

地域整備課長 この調査結果に基づいての、ほ場整備等の推進というような形での取り組みについては

まだ行っておりません。 

１番 ほ場整備事業については、今結構有利な事業体系で手挙げをやっているところが数多く、事業の

採択が厳しい状況にあるというふうに聞いております。そういう条件の中で町の持ち出し等の、計画

的に予算をつけながらその事業を推進していく時期であるのではないかと思います。これは非常に喫

緊の問題であると私的に捉えていますけれども、計画はあるのですか。 

地域整備課長 一応、上長沢地区のほ場整備につきましては、地元代表になる方を今探しているような

状況でございます。なかなか担い手も少ない中で、当地区においてはなかなか先導してくれる方がい

ないものですから、地元の方もなかなか見つからないというような状況でございます。 

  誰を代表として進めていったらいいかということで、今課内でも話しながら検討しているわけなん

ですけれども、例えば幅土地改良区等もございますので、その辺とも協議しながら何とか地区の推進

をしていきたいなというふうに考えております。 

１番 なかなか緩い、何ていうか、ちゃんと計画していないような答えに感じます。これは非常に大変

な問題だと思います。今現在、日本中の米の推進大会等々の協議会のほうに町のほうでも負担金は出



しておろうかと思いますけれども、数日前の県の推進大会の中では、国のほうの役所の方から、米は

いずれ 5,000円台に突入するだろうというふうな形で、いかに地域で取り組むかということが大事な

時代に来ておろうかと思います。主産業が農業と言っている我が町においてもかなり喫緊の問題であ

り、逼迫した状態になろうかと思います。しっかりとした事業計画を長期的につくり、それをやはり

地域のリーダーがいないというんじゃなくて、リーダーを育て上げることが一番大事な形かと思いま

すので、ぜひ前向きにしっかりとした計画を立てていただきたいと思います。 

地域整備課長 １番委員さんの言うとおり、前向きに長期的な計画を持って今後進めていきたいなとい

うふうに考えております。 

委員長 ほかにありませんか。 

６番 成果表の 70 ページ、若あゆ温泉管理事業の中で若あゆ温泉工事費の 1,850 万円ほどありますけ

れども、その中の若あゆ温泉改修工事 757万 1,550円、これは恐らくはりの補修工事だと私は思って

いるんだけれども、この内容をお聞きします。 

産業振興課長 今のご質問なんですが、野尻委員のおっしゃるとおりでございまして、若あゆ温泉の風

呂場のはり等の改修工事になります。 

６番 それで、年間 14 万以上の人が利用しているわけですから、できれば休みを利用しての工事、何

日も休んだ経緯があります、10日前後、こういう折はしようがないと思います。何日間か休まないと

できないという工事もありますけれども、できればシャワーの交換とか、井戸のポンプの交換とかい

ろいろあると思います。今後そういうふうな、休まないようなあれで工事をしてもらいたいなと思い

ます。以上です。 

産業振興課長 わかりました。今現在も定休日のときにボイラーの点検とかいろいろやっているんです

が、今指摘していただきました内容も、もっともっと取り入れながら対応していかなければならない

と思います。ありがとうございました。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 なしと認め、第６款農林水産業費についての質疑、審査を終結します。 

  次に、第７款商工費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより第７款商工費について質疑に入ります。 

５番 110 ページの猿羽根山公園管理費の中で工事費が 790 万円ほど置いておりますが、この工事の内

容をお聞きしたいと思います。 

産業振興課長 工事の内容なんですが、主要施策の 80 ページのほうに記載させてもらっております。

それで、この中段のほうに事業内容ということであって、その１と２のところに、２のところに工事

請負費ということで①と②と③、それぞれの数字で工事を行っております。以上でございます。 

５番 工事の内容はわかりましたが、前に総務常任委員会で、猿羽根山公園内を散策しているが、検討

した結果、あのカーブをできるだけしないで、車が危険だということでいろいろな話をしたことがあ

りますが、その辺の、これからの考え方は、何かその件に対しては何も考えていないんでしょうか。 

産業振興課長 今の質問の件なんですが、鳥居から裏参道と言っているんですが、そういう小道路で上

がっていく道路の場所の質問ということでいいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  それらの件については、３月の議会でも請願が出されておりまして、そして常任委員会のほうでも

調査していただいて報告もいただいているという中で、このたびの定例会の９月補正でも工事費を計



上させていただきました。 

  その整備内容につきましては、鳥居はそのままでというようなことの中で、今現道がございますが、

大きな切り取りとかというのは行わないで、景観を維持しながら今の現道の路盤が軟弱なところ、あ

るいは路肩が弱いところ等がございましたので、路盤、あるいは舗装改良に伴いまして路肩補強工事

ということで、現道を極力生かした道路整備内容を考えてございます。延長としましては、きちんと

強固なところは除いて、連続ではないんですが、延長として 60メーターほど、このたび６月で承認し

ていただいたので、早速そういうふうな内容で整備していきたいというふうに考えております。 

５番 前にも言うと、猿羽根山の開発についてはいろいろな話にはなりましたが、そんな中で景観を損

なわない程度で何とか考えてみたいというような話をしました。そうした中であってもやはり基金が

伴わないようではだめだろうというような、あのときもいろいろな話になったわけですので、今後と

も、やはり車の上のほうはＵターン場所が余りにも駐車場が少ないということもありますので、その

辺も道路の改良ぐらいしかできないのかなというような感じはしましたが、できるだけやはり便宜を

図りながら、猿羽根山公園にやはり観光地としての位置づけをもう少し整備しながら考えてみる必要

があるんじゃないかなと思った次第です。今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

２番 ページが 112 ページ、商工振興費の中の企業誘致対策事業 76 万 6,371 円の、成果表の中に企業

誘致活動として、ふるさと特養構想実現に向けた要請行動、情報収集、あとその下のふるさと特養誘

致等については私も話は聞いておりますけれども、今現在厚労省なり、あと内閣とさまざまな要請活

動を行っているわけでありますけれども、このことについての経過をお聞きしたいと思います。 

総務課長 昨年度、82ページにあるような行動をしてまいりましたけれども、結果としましては、舟形

方式はまだ時期尚早であるというふうな昨年９月の、厚労省の高齢化対策の委員会がありましたけれ

ども、それではそういうふうになりました。 

  それで、杉並区と南伊豆町のような方式については、それはやりましょうというふうなことと、そ

れから 75 歳以上の住所地特例がないために都会のほうから行かれた方の医療費が発生してしまうと

いう問題については、それはことしじゅうに改正するというふうな方向で動いております。 

  そういった中で、うちのほうでは港区と世田谷区と交流をしておりますので、そこを中心にしたの

と、それからアンケートを実施しました。各区役所のほうに出して、それで舟形町と連携をするとこ

ろがないかというふうなことでアンケート調査をしましたところ、興味はあるんですけれども、この

条件を第６期の介護保険計画のほうに掲載をして、両方の区役所のほうと舟形町の両方で介護保険計

画に登載しなければいけないと。それで、区役所の上のほうの都庁、それから町であれば県のほうの

介護保健計画にも登載する、そういったことが条件にあります。そういったことで、アンケート調査

をして、その見込がありそうなところにお願いに行ったのが、北区、荒川区、大田区、品川区、杉並

区、港区というふうなことであります。世田谷区については地域包括ということで自分のところでや

るというふうなことでしたので、お話をしましたが、そういった経過になって、今言った区役所のほ

うに、希望はあるんですけれども、なかなか介護保険計画までは載せられないというような状況にあ

ります。そういったことで、今の段階は舟形は難しいというふうな状況にあります。 

  そういった中で今後どういうふうにして堀内小学校のところに特養整備をするかというふうなこ

とになりますが、今現在やっているのは、徳洲会さんのほうで 100床規模でやろうとしましたけれど

も、まずは 50床規模のやつで、舟形の介護保険計画にのせて、都会の部分については、まずはのせな

いというふうなことで進めるというふうなことで今進めようとしているところであります。その介護



保険計画は今年度中に策定しまして、来年度から始まる第６期計画のほうに反映させるというふうな

ことで進んでおります。 

  ただ、問題は、そういったことで介護保険計画上は地域の中の特養というふうなことになりますが、

実際は、現実的には都会のほうであぶれた方については全国のどこの施設にも入れることになってお

ります。そういったことで、各区役所のほうとはまだ、今せっかくつくったコネクションを切ること

なく、そういった新しくつくったときにそういった誘致をするなりして、こちらのほうの介護保険計

画に影響させない住所地特例で入れるように進めるというふうなことの内容的には変わりありませ

んが、原則的には地域の特養をするというふうなことで介護保険計画のほうに登載するべく今税務福

祉課のほうでやっているというふうなことでございます。 

２番 そうしますと、今後とも引き続き、徳洲会とは関係なく、また新たな都会のほうというか、あち

らのほうの方々からつくっていただいて、都会の方々に入ってもらうというふうな内容の、これにつ

いては今後とも引き続き進めていくというような理解でいいんですか。 

税務福祉課長 ただいまの件ですけれども、総務課長がおっしゃられたように、都市部からのふるさと

特養につきましては一時休止するというふうな状況でおります。制度的なこととか、あとこれからの

国の考え方というふうなこともございますので、そちらのほうにつきましてはちょっと休止状態にし

まして、今新たに考えておりますのが、今申し上げました県内、あとは地域、最上地区であったりと

か、まだまだ需要が足りないところが、待機者もおりますので、そういうふうな方々を入所すべく、

施設というふうなことで、徳洲会の社会福祉法人涼風会というふうなところの事業主体でもって 28

年度に建設する予定で、まずは県のほうとの調整といいますか、ヒアリングも１回行ったというふう

な状況でございます。そちらにつきましては、50床というふうなことで今予定しております。 

  やっぱり都会のほうでは経費的に安い入所の部屋が適当だというふうなこともありますので、うち

らのほうの町としましては、ユニット型でなく多床室というふうなことを前提に考えているところで

ございます。今の段階ではまだこのぐらいの経過しかないものですから、また随時、これから進める

段階におきましてご報告を申し上げたいというふうに思います。以上です。 

２番 ぜひ、堀内地区の活性化のためにも強力に、そして早く開所できるように進めていただきたいと

いうふうに思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

４番 113 ページの観光物産センター管理費の工事費 2,100 万円、駅につくった物産センターだと思う

んですけれども、これができて今どのような効果、利用状況になっているか、質問いたします。 

産業振興課長 ことし３月にリニューアルオープンさせていただいて、運営につきましては商工会に委

託をしまして半年ほど経過しております。物販、あるいは喫茶のコーナーも予定していただきながら、

やすらぎの、ゆとりの、ゆったりとした憩いの広場というふうなことで、これまでにない空間をいろ

いろな方々から利用していただいております。 

  それから、観光の拠点としましても、やはり舟形町の中心地ということなので、観光協会がそこに

事務局を置いて運営しているんですが、それも昨年度よりも伸ばしているというふうな傾向にござい

ます。 

  喫茶コーナーにつきましては、もう少しみんなから食べていただくものをというような提供も考え

ていたんですが、ちょっとまだ本格的に稼働していないようなところもあるんですが、この９月の広

報で商工会が運営しているので商工会が、あそこの喫茶コーナーを個人の方で使って、活用してにぎ

やかにしていただける方がいないかというふうなチラシも用意してございます。 



  さらに、あそこの観光物産センターめがみがみんなから愛されて、今まで以上により多い方が利用

していただくように努力してるところでございます。 

４番 まず、この物産センターの駅の充実を図ったということは１つ成功というんですか、正解だった

というふうに私も感じています。日中の利用者は年配者の方々が医者とか、あと新庄に行く人がたが

使っているよという声が来ます。また、夜行ってみますと学生が勉強していると。何でここで勉強し

ているのと聞きますと、飲み食いをしながら勉強ができるからやっているんだということで、そうい

う使い方もあるんだなということで、上に夜間管理委託料ということで 46 万 8,000 円やっています

けれども、そういった青少年が集まってくるような場所にもなってきているんだったら、やっぱりそ

ういったところでもうちょっとてこ入れをして、自動販売機の充実を図るなり、食べ物を提供するな

り、または、これ教育委員会の管轄になるかもしれませんけれども、夜の非行に走るようなことのな

いようにこういった夜間委託料、ちょっと注意してとおくとか、そういったことが必要になってくる

のではないかなというふうに思います。そこを拠点としてさらなる充実があるということですから、

そういった動向があるということで、今後の展望というんですか、そういったところも今度は遺跡地

等に足が延ばせるところの整備もしていくということですから、そこら辺のところをどういうふうに

進めていこうとしているのか、質問いたします。 

産業振興課長 夜間の警備関係なんですが、昨年度までは警備人を朝、夜とお願いしていたんですが、

今年度からは警備保障の関係で自動的に対応するというふうなところでいろいろな警備、防犯にも整

備を図っているところであるわけなんですが、今委員さんおっしゃっていただいたとおり、学生さん

の利用も結構、利用していただいておるところを私も結構目にするんですが、やはり舟形診療所に来

るお年寄りも多いんです、診療所には。その方が診療が終わって薬をとった後、もっと休んでいくか

というふうな空間ももっともっとしていかなければならないんではないかなと思うところもござい

ますし、今話した観光の拠点というようなところの充実、具体的には縄文の女神が整備されれば１つ

のパック的なものでのコース的なものを提示しながら啓蒙していかなければならないんではないか

なとも思っております。具体的には今ここで回答できるようなものはないんですが、方向性としまし

てはそのように考えてございます。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 済みません、また数字です。112 ページ、町おこし事業費でございます。めくっていただいて、

114 ページ、隣の 115 ページに都市と農村交流事業 387 万 1,354 円の決算額ございます。また、成果

表をちょっとごらんいただきたいと思います。84ページと 85ページですが、この事業で、84ページ、

まちづくり課で 387万 1,354円、執行額、その右側、産業振興課で 154万 1,704円、この執行額を足

しますと 380万円より多くなるんですが、金はどこから出たんでしょうか 

まちづくり課長 まちづくり課所管の都市と農村交流事業の成果報告書、84 ページの執行額が 387 万

1,354 円、それから決算書の 115 ページにありますが、都市と農村交流事業、こちらがまちづくり課

所管の交流事業で、387 万 1,354 円というようなことになります。これは主に五橋のを受け入れてや

った事業でございます。 

産業振興課長 主要な施策の 84 ページと 85 ページ、84 ページについてはまちづくり課、そして 85 ペ

ージについては産業振興課ということなんですが、まちづくり課で担当している事業費につきまして

は、84ページの上から４行目の 232万 9,650円が該当になっておりまして、産業振興課で活動した執

行額については 154 万 1,704 円というふうなところで、その合計が 84 ページの左上の、上から３行

目の 387万 1,354円というふうなことでございます。 



３番 そういうことであれば、これ執行額をそれぞれ書くのが間違っているんじゃないですか。その中

身はわかっていましたけれども、こういう表現をすること自体が違うんじゃないですか。執行額をそ

れぞれまちづくり課、産業振興課であれば例えば五百何がしになってしまうわけですよ。その内訳と

いうのはわかるんだけれども、この書き方ですよ。 

産業振興課長 記載の仕方につきましては、わかりづらい記載というのはご指摘のとおりでございます。

もっとわかりやすいようなことで記載するように心がけていきたいというふうに思います。大変済み

ませんでした。 

委員長 ここで休憩をしたいと思います。 

  説明員の方々にお願いをしますけれども、決算資料、特に主要な施策の報告書にあります数字につ

きまして決算書との整合性なり、実数との錯誤についてもう一度点検をして、説明できるように確認

をしてくださるようにお願いをいたします。 

  それでは、ここで午後１時まで休憩します。 

午後１１時５７分 休憩 

                                            

午後 １時０１分 再開 

委員長 それでは、休憩前に復し、会議を再開いたします。 

  ここで皆さんにお諮りします。主要な施策の成果報告書について訂正の申し出があります。ここで

訂正することにご異義ありませんか。 

  （「異義なし」の声あり） 

委員長 異議なしと認め、訂正をお願いします。 

総務課長 大変申しわけありませんでした。 

  それでは、まず７款以降のところについて訂正をさせていただいて、資料等についての取り扱いに

ついては後ほど調整をさせていただきたいというふうに思います。 

  まず、口頭で訂正をさせていただきたいというふうに思います。 

  主要事業調書の 80 ページの７－１－３、下のほうになります。観光物産センター管理事業になり

ますが、執行額「2,638万 8,143円」を「2,618万 6,543円」に訂正をお願いしたいというふうに思い

ます。 

  それで、（２）の事業内容になりますけれども、この１の委託料は③までなんですけれども、その

下に④の委託料として「５万 1,875 円」が追加されまして、その合計額になります。そこのところが

訂正になりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

  それから、93ページをお開きください。93ページの下、きれいな川で住みよいふるさと運動、執行

額が「43万 1,692円」ですが、これを「41万 2,832円」に訂正をお願いします。（２）の事業費も同

額の「41万 2,832円」にご訂正をお願いしたいというふうに思います。 

  それから、145 ページに入りまして、国民健康保険事業関係になりますけれども、表がありますけ

れども、この表の黒い線の下、４行目の計欄、医療、支援、介護の一般のほうの合計欄の収納率です

が、これが「17.55」から「18.43」に変更をお願いします。一番下のほうの合計の１つ上の収納率の

欄、滞納繰越計の収納率が「17.04」を「17.84」に変更をお願いしたいというふうに思います。 

  それから、157ページ、介護保険事業になりますけれども、157ページ、１－３－１の認定調査等費

のちょうど真ん中あたりですが、１の介護保険認定調査等費事業、執行額「187 万 8,450 円」を一回

張ったんですが、それもちょっと間違っていまして、「235万 8,225円」に訂正をお願いします。 



  それから、169ページ、農業集落排水事業の一番上のほうの執行額「4,068万 8,091円」を「4,071

万 2,091円」に変更をお願いします。 

  それから、ここの中の（２）事業内容の修繕費、管渠・処理場関係が「427万 8,120円」を「169万

1,970円」に訂正をお願いしまして、その下に「工事請負費「58万 6,150円」を追加をお願いしたい

というふうに思います。 

  最後になりますけれども、173ページの公共下水道事業の（２）事業内容の修繕料が「803万 8,800

円」を「462万 6,300円」にご訂正をお願いします。 

  そこの下に工事請負費を追加をしていただいて、「工事請負費 505万 5,750円」を追加をお願いし

ます。 

  それから、下のほうの浄化センター管理事業費の（２）事業内容の最上圏域下水道共同管理協議会

負担金を「1,156万円」を「1,156万 4,000円」を追加、プラスになります。「1,156万 4,000円」に

ご訂正をお願いします。 

  以上になります。よろしくお願いします。 

委員長 暫時休憩をします。 

午後１時０８分 休憩 

                                            

午後１時０８分 再開 

委員長 再開します。 

  ここで皆さんにお諮りしますけれども、今説明ありましたように、かなり成果報告書の訂正箇所が

多くなっております。そんなことで、この会期中にきちんとした成果報告書の再提出を求めることと

したいと思いますが、異義ありませんか。 

  （「異義なし」の声あり） 

委員長 それでは、会期中に再提出をお願いいたします。 

  ここで先ほどの質疑の中で教育次長の追加答弁がありますので、お受けします。 

教育次長 午前中、３款保育所設置事業費で７番叶内委員さんよりご質問いただきまして、一時保育、

あと延長保育の実人数というふうなことでありました。一時保育の実人数につきましては 12 名、延

長保育につきましては 40名というふうになっています。 

  そして、特定保育についてご質問いただきまして、私、病児保育というふうな解釈でお答えしたの

ですが、訂正させていただきます。特定保育につきましては、毎週２日ないし３日の週３日しか来な

いとか、２日しか来ないというふうな児童の保育利用を特定保育というふうなことであります。訂正

させていただきます。失礼しました。 

委員長 ほかに第７款商工費について質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 ないようですので、これで第７款商工費についての質疑、審査を終結します。 

  次に、第８款土木費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。 

１番 119 ページ、除雪対策費、本会議での補正予算で今年度は 8,200 万円に対して、まだ雪が降る前

なのに 7,800万円の補正ですんなり通ったわけですけれども、25年度については当初、7,460万何が

しの予算に対して、最終的には春先の 24年分の費用分を使ったもの、排雪です、その部分を差し引い



たとしても 2.6倍ないし３倍の金がかかっているわけです。今回、さらに１臆 6,000万円の予算をつ

けているわけですけれども、なぜそういうふうな形になってしまったのかということと、前回の数字

の経過を見て入札方法の、委託方法も変えたと思いますけれども、今回はどのようにやる予定なんで

すか。 

地域整備課長 除雪委託費につきましては、委員が言われるように、昨年から体制を変えまして２工区

体制で発注しております。その発注の仕方につきましては、いろいろ意見がございまして２工区体制

というふうな形をとったわけなんですけれども、ことしの体制につきまして委員が言われるように今

検討中であります。 

  管内の市町村の除雪体制等も確認してみたんですけれども、管内では直営方式をとっている町村が

３町村あります。それから、全て委託とっている町村も３町村ありまして、両方を使っている町村が

２つの町村がございます。それぞれメリット、デメリットございますけれども、直営方式にしますと、

これ直営している町村に確認したんですけれども、直営ですと季節雇用で賃金等で支払っているわけ

なんですけれども、若い方が、後継者が育たないというふうなデメリットがあるそうです。若い方が

来ないというのは、賃金が安いというような面もございまして来ないらしいです。 

  それから、委託している点につきましては、委託の入札になるわけですね。そうすると、競争によ

って経費はある程度削減はできるんでしょうけれども、入札することによって毎年業者が変わるとい

うふうなデメリットもございます。業者が変わりますと、やはり工区ごとにわからない箇所があって

物損事故を起こしたりとか、そういうことがあるというようなことでデメリットもございます。そう

いうふうなことを考慮しながらことしは委託、委託になるとは思うんですけれども、委託方式を前回

の１工区ごとの入札に持っていくか、その辺も検討しているところでございます。 

  金額的な面ですけれども、過去５年間の金額をちょっと確認したんですけれども、除雪委託料だけ

を見ますと、平成 25 年度は１億 5,700 万円ほどかかっております。その中には春先除雪の 3,500 万

円も含まれておりますので、実際 25 年度分の除雪としましては１億 2,150 万円程度の除雪委託料と

いうふうな形になっております。それから、24年度の分を見ますと１億 399万円というふうな形なん

ですけれども、これに 25 年度分の春先除雪分を含むと１億 3,940 万円ほどの委託費になります。そ

の前の年、平成 23年度ですけれども、23年度は１億 1,540万円ほど、平成 22年は雪がかなり少なか

ったものですから 7,970万円ほどで済んでいるような状況でございます。 

  このように見ますと、平成 23年度からは１億円の委託料がかかっているような状況でございます。

こういうふうな数字が出てきていることについても、賃金の上昇、それから燃料代の上昇、そういう

のもかなりあると思いますので、そういうようなのも考慮しながら、ことしの委託体制をどういうふ

うに持っていくか、今検討中ですのでご配慮願いたいと思います。 

１番 今現在の委託費を、実稼働の支払い部分を実績で割れば、恐らく直営方式で賃金が安くて来られ

ない、後継者が見られない市町村があるという反省点もあるというんですけれども、そうはならない

と思います。もう少ししっかり計算していただければ絶対その数字はプラスの数字になると思います。 

  まずもって、多く課題がいろいろあると思います。しかしながら、やっぱりここ数年、３年間大雪

が続いた中で１億円突破は、これはやむを得ない状況かと思いますけれども、やはり燃料は高騰はし

ているものの、継続的な考えを見れば、昨年度、急遽入札方法を変えたというのはいかがなものかな

と。ましてや、今９月になっても方向性がまだ決定していないというのはどういうことかなと思いま

すけれども、やはり最低でも圧縮というんでなくて安心・安全なような形をすれば、24年度のような

入札設定のほうがよろしいかと思いますけれども、どうですか。 



地域整備課長 今委員が言われるように、前の委託体制のほうがうちの課としてもいいのではないかと

いうふうに今検討しているところです。１工区ごとの除雪体制を持っていくと、大概前と同じオペレ

ーターが携わるというようなこともありますので、そうすると物損事故等のそういうふうな突発事故

も減るというような考えもございます。ですから、１工区ごとの体制のほうが今考えてみますといい

のではないかなというふうに検討して、ことしはそういうふうな方向に持っていくつもりで今取り組

んでいるところです。 

１番 課長の前には産業振興課の課長がおられるわけです。声をかければきっと振り向いてくれるかな

と思います。燃料問題でいろいろな給付金を該当させながら振興策を持っていっているわけです。や

っぱり冬、あと深夜等、連携しながら育成していけるような形の話し合いもぜひ必要ではないかと思

います。委託にせよ、直営にせよ、いちばん問題なのは後継者をどう継続していって安全・安心な除

雪体制をつくるかということだと思います。そういう考えで、今各課だけでそれを考えようとしない

で、いろいろな課と連携をしながら、今後の体制をしっかりとした形の中で、予算も執行額もちゃん

と納得できるような形になるように精査して、検討して、計画していただきたいと思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

２番 まず最初に、課長の答弁の中で町道の除雪業務委託費１億 5,137万円かかったということなんで

すけれども、そのうちの町道除雪業務委託の春季、４月、５月分、3,566 万 1,000 円ほどありますけ

れども、この部分というのは 26 年度部分から払ったというふうなことなんですか。この辺まずお聞

きしたいと思います。 

地域整備課長 春先除雪した部分で 3,543万 8,000円、25年度支払っているというような数字でしょう

か。済みません、ページ。（「91ページにある春季４月・５月分」の声あり） 

  ４月・５月分に 25 年度は 3,566 万 1,991 円というような数字が出ています。これは春先除雪分と

してかかった費用でございます。24年度分の除雪委託というような形になります。 

委員長 暫時休憩します。 

午後１時２６分 休憩 

                                            

午後１時２６分 再開 

委員長 再開します。 

地域整備課長 春季４月・、５月分となっていますけれども、これは 24 年度分に携わる除雪委託費に

なります。 

２番 このことについて監査委員長にお聞きしたいと思います。我々民間のときの決算であれば、１年

ごとの収入、支出、全て網羅するというのが原則なんです。そういった中で、24 年度分を 25 年度に

払う、さらには 25年度分をまた同じような形で 26年度分払う。確かにたまたま同じような数字であ

ればいいわけでありますけれども、除排雪の関係で大きな差異が出た場合、本当の除雪経費というの

が非常に見えにくくなってしまうというような感じがするわけであります。もっと３月ぎりぎりでの

臨時議会なりを開いて除雪費の補正をとって、春先の除排雪に対応できるような補正予算を組んで、

支払いは出納閉鎖まで払えばいいわけでありますから、そういうようなことをすることによってもっ

ともっと精度の高い決算書というものができてくるんじゃないのかなというふうな感じがするわけ

であります。この点について監査委員長の見解を求めたいと思います。 

委員長 暫時休憩をします。 

午後１時２８分 休憩 



                                            

午後１時２８分 再開 

委員長 再開します。 

総務課長 予算の執行につきましては、雪は 23年の 12月ごろから降っているわけですが、昨年のここ

の春先、91ページの春先の４月、５月というのは去年の４月、５月の除雪になります。除雪を執行し

た日が４月以降であれば、それはその当該年度に入ってしまうと。雪はその前から降っているんです

が、その雪を寄せるためにその前の年度の予算を使うということはできませんので、その除雪をした

時期で予算の執行が始まるというようなことですので、去年も４月、５月に 3,500万円、その後、12

月ころから降った分は、降って３月 31 日までの除雪分がここに入っての合計の除雪費用というふう

なことになりますので、それはあくまでも執行の日にちによって予算の執行の年度が変わるというよ

うなことですので、ご理解をお願いします。 

２番 そうしますと、４月１日以降の排雪分については新年度というふうなことで、あくまでその期日

どおりで事務のほうはやっているというような理解でいいんですね。（「はい、わかりました」の声

あり） 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 116ページの道路維持費でございます。右のほうに、117ページに内容が書いてございます。道路

維持事業。道路維持事業の一番下、（６）に町道維持車購入費とございます。これは維持車を、車を

買ったんですか。 

地域整備課長 町道維持車購入ですけれども、これは町道を管理するためにパトロール車としてずっと

以前から使っているわけなんですけれども、それが古くなったものですから 25 年度に更新したとい

うふうな車でございます。車種につきましてはエクストレイルを今使っている状況でございます。 

３番 わかりました。車を買ったんですね。成果表の 89ページをごらんいただきたいと思います。 

  事業内容に 217万 2,809円、同じようなのがございます。備品購入費。摘要を見ますと修繕費と光

熱水費となってございます。この数字とは違うんですか。 

地域整備課長 ご指摘のとおり、修繕料、光熱水費となっていますけれども、車の購入費でございます。 

３番 数字を大分直したようですけれども、こういうところを全部見てもらわないと数字が合わなくな

るので、数字だけじゃなくてこういうところもしっかり見ていただきたいと思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 ついでに、もう１件、町営住宅管理事業で、簡単に申し上げます。成果表のほうを見ていただき

たいと思います。94ページでございますが、ここに入居の状況が書いてございます。ちょっとこの表

を見ると、私ちょっと、何ていいますか、読み取れないんですが、事業内容で 25年度の新規入居者数

７戸となってございますね、（２）の２段目に。この表ではちょっと、これは出た人もカウントにな

ってこういう表になっているんですか。いうのは、24 年度の実績で入居戸数が 70 戸になってござい

ます。これを見ますと 71 戸ですね。単純に差し引きすれば１戸しか新規入居とはならないはずなん

ですけれども、これの実績で７戸となっている。これは出た人もカウントした、新しく入った人が７

戸という意味なんですか。 

地域整備課長 今住宅管理戸数が 71 戸でございます。25 年度に新規入居した方が７世帯ございまして

７戸というふうになっております。（「済みません、70という数字はどこでしょうか」の声あり）24

年度の成果表、24 年度末入居状況、入居戸数 70 戸。（「１戸しかふえていないんですけれども、そ

こを」の声あり） 



委員長  暫時休憩をします。 

午後１時３３分 休憩 

                                            

午後１時３４分 再開 

委員長 再開します。 

地域整備課長 済みません。24 年度分のやつなんですけれども、管理戸数は 71 戸で変わりございませ

ん。つまり、去年の場合は入居している方が 70世帯ということで 70というふうな形になっているも

のと思います。ことしは、今現在、成果表をつくったときには全世帯が入っていたものですから 71と

いうふうな数字があらわれております。 

３番 新規入居者数７戸というの、新しく７戸入ったって書いていますよね、25年度の成果表に。です

から、昨年度末で 70 戸、25 年度で７戸新しく入れば 77 戸になるわけでしょう。71 戸しか部屋ない

んだけれども。この表ではそういうふうに読めないんじゃないですかというのを聞いているの。 

地域整備課長 委員ご指摘のとおり、７戸というやつは 25 年度に出た方が７世帯ありまして、新しく

入った方が７世帯というようなことで、戸数は変わりないので 71 戸数ですね。その中で入れかわり

あるものですから、25年度では７世帯が入れかわったというような数字になります。記入の仕方とし

てはちょっとわかりづらい点がございましたこと、申しわけございません。 

３番 ７戸で７戸じゃないでしょう。６戸出て７戸入ったんでしょう。じゃ 70から 71になったんでし

ょう。１戸ふえていくんですよ。 

地域整備課長 24年度の成果表で 70戸となっているのは入居戸数、この成果表をつくるときに 24年度

は 70 戸で１戸あいていたわけですね。この成果表をつくる段階でそういうふうな数字が出てきてい

るわけです。25年度は 71世帯分の戸数が全部塞がっているということで、入居戸数が 71というふう

な形でなっています。ただ、25年度で異動した方が７世帯あって７戸というふうな数字になっていま

す。（「じゃ、もう時間ないので……」の声あり） 

委員長 斎藤委員、改めて質問をお願いします。（「はい」の声あり） 

  ほかにありませんか。 

２番 除雪対策の中で１番委員の質問への回答の中で、除雪体制のあり方について検討している、昨年

実施したことも踏まえて、その前、これまでしておったほうがいいんじゃないかというふうなちょっ

と答弁あったわけでありますけれども、具体的に昨年実施したこの除雪体制の中でどういうふうな問

題点、デメリットがあったのか、お聞きしたいと思います。 

地域整備課長 先ほども申し上げましたけれども、昨年の２工区体制で委託した点で２者の業者が請け

負っております。それで、２者の業者がほかの業者にまた委託しているわけなんですけれども、その

段階でオペレーターも業者についているオペレーターというような形でなっていますけれども、今ま

で入ったことのない工区にもオペレーターが入っているというようなことがございまして、物損事故

等があり、修繕料もかさむというような形もございます。それから、時間もかかるというようなこと

もございまして、そういうふうな点でデメリットが出てきているというような状況にございます。 

  利点としましては、入札することによって価格がある程度は下がるというような利点もございます

ので、一概にどっちがいいかというようなことは今のところはっきりはわからないんですけれども、

ことしの除雪体制は、先ほど言ったように１工区ごとの入札体制をちょっと考えております。 

２番 昨年度の体制を変えるときに、よいところというようなところで、１工区、２工区に分けること

によって、その工区内での早い、遅いの除雪時間の関係で除雪機を融通できるというふな話があった



かというふうに思いますが、この点についてはさほど機能はしなかったというようなことなんでしょ

うか。 

地域整備課長 今現在、10工区プラス小型工区で11工区分の除雪を行っているわけなんですけれども、

昨年は工区ごとに、時間が遅いところは早く終わったところが応援するような体制をとっておったわ

けなんですけれども、実際除雪機械は前と変わりないので、始まる時間、それから終わる時間も変わ

りないというようなことで、応援体制をとるというようなことまでには至っておりませんでした。こ

れは除雪機械がもう少し多くなればそういうふうな体制もとれる可能性もございますけれども、今の

段階では雪寒どおりして、路線延長で除雪機械を買っていることもありまして、ふやすというような

こともなかなか難しい面もございます。ですから、今までの工区、10 工区、全部で 11 工区、その工

区でやっていくしかないと思いますので、今後もそのような体制で持っていきたいというふうには思

います。 

２番 そうします、先ほどの答弁の中で、昨年から実施したもとのほうが経費的には安くなるとなった

というような回答もあったような感じがしますけれども、これをその前の体制に戻すことによって、

さらに経費が上がるというふうな形になってしまうんでしょうか。 

地域整備課長 前の体制に戻すといっても、委託ですので、それぞれ１工区ごとの入札体制をとります。

ですから、積算した単価に伴って入札しますので、去年よりも高くなるとか、そういうような面は出

てこないと思います。ただ、逆に燃料代が高くなれば高くなる可能性もございますけれども、今のと

ころ燃料代が下がっている状況ですので、そんなに変わりないとは思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

１番 除雪の質問が出たので、また私から同じ項目での質問をさせていただきたいと思います。 

  なかなか煮え切らないような課長の答弁なんですけれども、工区の入札方法を変える前に、26年度

は修繕費で 2,600万円ほどかかっているわけです。25年度は１工区、２工区に対して県に準ずるよう

な形で発注するというふうな中で、入札の単価に修繕費等々も含んでの発注だというふうな説明を受

けて解釈しております。ところが、今回の決算書では修繕費が 2,300万円ほどかかっております。以

前と変わらないように修繕費が町持ちというような形の中で、さらに入札単価が上がっているという

ような形で、こういう状況は一体どうなんですか。 

整備課長地域 修繕料につきましては、除雪機械の修繕料もございますけれども、通常の法定点検、そ

れから格納点検、定期点検、それから機械修繕ということでなっていますので、以前とそんなに変わ

らない状況でございます。機械は２年間の車検期間でございますけれども、半分ほどが１年交互に出

てくるような状況でございますので、修繕料については毎年そんなに変わらない状況に出てくると思

います。 

１番 いずれにしましても、計画的な入札をしっかりとした形でやるべきだと思います。昨年度、一昨

年度と今回以降、近年にいろいろな苦情が来ております。例えばタイキリをする体制で入札をしてい

るはずなのに日中除雪が回ってこないとか、地域間でえらい違いがあるようなことが聞かれています。

オペレーターのほうにちょっとなぜなのって伺うと、登録している相手がいなくて行かれないよとい

うふうな状況、そんな言葉は出るわけがないわけです。そういうふうな状況をちゃんと把握をして、

修繕費なり入札経費なり等をもう一度しっかり見詰めなおして、安心・安全な除雪体制をしっかりと

した計画で予算積算をするようにお願いします。 

委員長 ほかにありませんか。第８款土木費について質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 



委員長 質疑なしと認め、第８款土木費について質疑、審査を終結します。 

  次に、第９款消防費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。 

１番 消防費、項目でいくと、123 ページ、１項１目非常備消防事業という形の中で、消防団が近年ず

っと定数は変えていないものの、団員が減っていくような形であろうかと思います。消防施設支所の

庁舎内にあったのが福寿野地区に移動したという形の中で、本町庁舎、公民館等いろいろな会合とか

人が集まる状況の中で、役場自体での非常備体制が今どのようになってされているのか。そういう予

算もこの非常備消防事業の中に組まれて 25年度なっているのか、伺いたいと思います。 

総務課長 町の非常備消防体制といいますと職員のという意味でしょうか。（「あるのか、ないのか」

の声あり）職員の消防の、ずっと前に解散しまして、職員による非常備消防というのは解散をしてい

る状況で、これ地域の消防団のみの非常備消防の経費になっていまして、今は役場のほうはありませ

ん。 

１番 消防団員数イコール地方交付税にもいろいろな絡みがあろうかと思いますけれども、今は全国的

に学生、大学生とかいろいろな形の中で今、舟形町には大学はないわけですけれども、そういう学生

並びにいろいろな職種に声をかけて消防団員を勧誘してふやしていこう、体制をしっかりと整えてい

こうという部分が全国的にやられております。消防団員という職務に役場職員の方もついている方も

いると思います、各地域で。当初は、そういう組織が役場にあったという形ですけれども、改めて今

現在、もう一度そういう体制をつくり直す必要性があるのではないかなというふうに感じがします。 

  舟形町の一番中心にある役場庁舎、人が集まる公民館、先ほど言われたように駅等々の司令部、緊

急時に消防団並びに支所の方々が急行できればいいかと思いますけれども、そういう場合がない場合

があろうかと思います、重なって。そういうときのためにやっぱり自主消防という形の中での消防団

員というか、非常備消防団を役場の職員もしくはリンキンのような形の中で体制をつくって、しっか

りと消防団員を日々勧誘しながらやっていくような体制を改めてつくる必要性があろうかと思いま

すけれども、どうですか。 

総務課長 今のご質問についてでありますけれども、各地域の消防団のほうと役場のほうの２つの組織

に関連するということについては、なかなか難しいんだろうなというふうに思います。 

それで、今佐藤委員から言われたように、役場の中で組織して今すぐここから出て行けということ

もあるんでしょうけれども、そうした場合、今度地域の消防団のほうが団員数が少なくなって、逆に

そちらのほうも困るというふうなことがあります。 

今役場の職員は消防の適齢年齢の方は、男子は全て入っていると思いますけれども、そういった

方々は地域の消防団に入っております。火事になった場合は役場のほうから消防団の職員は全て火事

場のほうに出張以外の者は行っていますので、そういった対応はできているというふうに思います。 

  それから、ほかの消防団、例えば３分団６部が一番近いわけですけれども、そういった消防団の団

員が集まらなくて消防の消火活動に支障がある場合についても、消防団に加盟している町の職員もそ

れを手伝っておりますので、そういった形でやってるというふうなことで、改めて町のほうに１つ部

をつくって消防自動車を置いてというようなことは今の段階では考えておりませんが、なお消防団の

ほうと、その地域の実情もありますので、こちらのほうで即やるとか、やらないとか、そういったこ

とは言えませんので、そういった話があったということだけは消防団のほうにもお話をしながら話し

合いをしたいというふうに思います。 



１番 消防団イコールボランティアという形の中で一生懸命取り組まれているかと思います。また、消

防業務の中で、団員の中で訓練しながら操法大会、分団演習等々あるわけですけれども、先ほど２番

委員からあったように、地域のつくり方、要するに 20 代から 30 代、30 代から 40 代、年代に分けた

活動の仕方という形の中で、現場で火消しする消防団員もしくはそれじゃない方向に当たる消防団員

というのも必要な形が出ようかと思います。今後いろいろな形を構築して団員数をふやしていくよう

な検討というものもする必要性があるのではないかなと。いわゆる地域を安全に支えるためにも今後、

膨らませた形の中で検討していくような方向性でよろしくお願いします。 

総務課長 いろいろな方向で団の改革というようなものも必要なんだろうなというふうに思いますけ

れども、今団長さんのほうからも各部のほうの統合とか、やっていけない部があるのかどうかという

ことも再確認をしながら、統合について各部のほうからの聞き取りもやっております。そういったこ

とで、いろいろ改善できること等について、それから魅力ある消防団というふうなことで退職金の上

乗せとか、そういったことも考えなければならないのかなということで町長からも指示を受けており

ます。 

  なお、町のほうでは子育て支援住宅、それから結婚お祝い金を交付する場合について、地域の消防

団に入っていただくことが条件だというふうなことで交付をして、なるべくそういった若い方々が結

婚した場合にあっても、地域で活動していただくというふうなことで、そういう条件をつけて消防団

になるべく入っていただけるようにしております。子育て支援住宅もそういった消防団に入ることを

入居の条件にしておりますので、そういったことでも団員の確保に町としてもやっているというふう

なことで、あと団員の確保のついては各消防団のほうでいろいろ頑張っていただいて、戸別訪問して

いただいてやっているというふうなことでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

委員長 ほかにありませんか。 

４番 127 ページの防災費の中の地域防災計画策定業務委託料 165 万 9,000 円、この計画はどういう団

体に策定計画をお願いしているのか、質問いたします。 

総務課長 ぎょうせいのほうに委託をしております。（「ぎょうせいってどこのぎょせいですか」の声

あり）済みません、ぎょうせいという業者さんがありまして、それでそこにしております。町のほう

の例規集システムとか、そういう法令に強い会社でありまして、法令の会社になっています。 

４番 この地域防災計画策定、ちょっと詳しくまだ見ていないし、これでつくったものをどういうもの

をつくったのか、ちょっとまだ私わからないんですけれども、議会報告会等やっていた際に、例えば

西堀地区で裏の山が崩れる、大雨降った場合は崩れる場合がある、あるいは地震のときと大雨の場合

との避難場所が例えば違うとか、あるいは第１、第２町内の、そこの八幡様の裏山が地すべり地帯に

なっていて、どこに避難したらいいのか、あるいは災害の種類によって避難場所が違うんじゃないか

というような、そういう何か住民にとっては懸念があるようです。そういったところを把握したよう

な計画策定づくりができているんでしょうか。 

総務課長 計画自体はできておりますけれども、問題はそこから先の防災マップですとか、どこに逃げ

ればいいとかという地図づくりとか、実施計画等については今年度策定するというふうな状況になっ

ております。以上です。 

４番 そういう計画、もっと詳しい計画はことしつくるというような内容だと思うんですけれども、や

はりつくった計画も町民の方に周知しないとわからないと、我々が報告会で回った際もそういった意

見が出てくる。要するに、近年、随分いろいろな災害が起きているようですので、やっぱりそういっ



たところの周知徹底を今後どういうふうに進めていくかというのが１つの課題だと思います。そこら

辺のところをどういうふうに考えているのか、周知徹底、よろしくお願いします。 

総務課長 今、町のほうでは計画書をつくることもさることながら、自主防災組織の設立に力を入れて

おります。自主防災組織の中で、今委員が言われたように、大雨による地すべりの災害と、それから

地震による場合、いろいろな場合によってやっぱり逃げる場所は違うんだろうなというふうなことで

あります。そういったことで、いろいろな場合について対応できるように、この間の新聞では舟形の

ほうの自主防災組織の組織率がちょっと低かったわけですが、それらについて今、各町内のほうに町

内会長さんを通じてそういった設立を呼びかけているところです。 

  そういったことで、自分たちの想定外ということがないように自分たちで備えをするというふうな

ことが大事だろうというふうなことで、今それらに力を入れているというふうなことであります。そ

ういったことで、自主防災組織を立ち上げて、それを訓練するというふうなことも一緒にしていただ

いていますので、そういった中で危険を回避できるのではないかなというふうに、そういったことが

できるように、そういった組織化を今後進めていくというふうなことにしております。 

委員長 ほかにありませんか。 

３番 今の４番委員の質問と同じことなんですが、この計画書作成は 24 年から始まっていますよね。

24年、25年、ことしできるんですか、これは。ことしで終わりなんですか。 

総務課長 ことしで終わらせるように寝ないでもやれというふうに指示をしております。 

３番 そうすると、寝ないでもやって、ことしで終わると。この成果表にあるように、次年度の資料編

策定により全面改定になって完成されるということで、これで完結ということですか。そして、でき

たものはどういうふうな、何ていいますか、周知、今ありましたけれども、全戸に配るとか、町内に

配るとか、そういう周知の仕方はどのようにされるんですか。 

総務課長 消防の担当のほうで、まず地域のほうにマップを配りたいというふうに考えていますので、

そのマップを配布するときに、そういった町内会の要望に応じて説明をするというふうなことになろ

うと思います。いずれにしましても、役場のほうで想定していないような災害がいろいろ出てきてお

りますので、そういったことについて、やはりみずからも考えるというふうな姿勢が大事だろうとい

うふうに思いますので、そういった機会をしてやるというふうなことであります。 

  ちなみに、地すべりについては県のほうが地すべり指定区域等の担当をしていまして、県のほうの

説明会に今入っております。洲崎のほうとか、そういった危ない箇所については現在、数カ所入って

おりまして、それらについては町のほうの消防担当がついて行って今会議をしているというふうな状

況になります。 

  そういったことで今やっていますが、あと一つ、先ほど言い忘れましたけれども、国のほうで想定

外の災害によっていろいろ法律改正をしております。そういった法律の改正に伴って当然町の防災計

画も変わる部分がございますので、基本的には今の段階のものはつくるわけですが、法改正があって、

町の防災計画の見直しをしなさいというふうなことになれば、それらについては改めてつくることに

なりますので、今の段階の完結型というのはことしじゅうにつくるというこというふうなことでござ

います。 

委員長 ほかにありませんか。ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 質疑なしと認め、第９款消防費についての質疑、審査を終結します。 

  続いて、第 10教育費を審査します。読み上げをお願いします。 



総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより第 10款教育費の質疑に入ります。 

４番 それで、132ページ、133ページの小学校管理費と、ちょっと関連性があるのでまたぎますけれど

も、137 ページの特別支援教育支援員報酬ということで、小学校管理費の 133 ページの中では 865 万

6,000円ほどとられているんですけれども、137ページの中学校の特別支援員報酬が 228万 7,000円、

ちょっと大きく差があるものですから、これ人数の差なのか、業務内容の差なのか、質問いたします。 

教育次長 お察しのとおり、小学校は４人、中学校は１人、特別支援教育支援員というふうなことで、

特別支援教育といいますのは特殊学級でございますけれども、特別支援学級に入っていない子供の対

応をこの方々にお願いしているというふうなことで、小学校には４人、中学校には１名というふうな

ことでお願いしてございます。 

４番 そうですか。私、人数的には逆かなと思ったんですけれども、そうしますと、じゃ小学校の方々

はもう臨時で、中学校の方は正職員という捉え方でよろしいんですか。 

教育次長 金額を申し上げますと、小学校の特別支援教育支援員は 865万 6,800円、中学校の特別支援

教育支援員報酬……、（「ごめんなさい、間違いました」の声あり） 

委員長 いいですか。（「はい、わかりました」の声あり） 

  ほかにありませんか。 

１番 131 ページ、スクールバス運転委託料であります。運転手も定年がありまして入れかえ等々があ

ろうかと思います。その中で、この費用の中か、もしくは上のほうの消耗品等の費用の中のいずれか

にですけれども、業務員のユニフォームといいますか、作業着といいますか、共通の衣類の予算はあ

りますか。 

教育次長 新しくなった職員につきましては、町の作業着ございます。それについて消耗品で対応して

ございます。 

１番 この中の消耗品ででしょうか。保護者の中から、例えば送り迎え等々、そのほかのいろいろなス

ポーツ関係で出向で行ったときに、もう運転手の顔が皆さんわかっている人ばかりではありません。

中に運転手が一目どの人だとわかるように、ちょこっと一風変わった色とは言いませんけれども、一

律のユニフォームを着て、作業着を着て職務に当ってもらうと大変識別しやすくていいんだけれども

というふうな意見をいただいておる関係で今質問させていただいたんですけれども、今後そういうふ

うなものを委託料に含んでの委託するか、もしくはちゃんとしたユニフォームというか、そういう予

算を置いて、ちゃんとした形の中で、なおそれを着て運転してもらうというような体制を整えていっ

たほうがよろしいかと思いますけれども、どうですか。 

教育次長 今のご意見、運転手のほうには町の作業着をお渡ししてあるんですけれども、なかなか暑い

日、寒いときというふうなことで役場の職員でも作業着を着ているという方が余り、作業員以外はと

いうことがあるんですけれども、一応予算の範囲内で運転手がその業務員だよというふうなことでわ

かるように検討していきたいというふうに思います。 

１番 暑いというのは、今あるものを着せようとするから暑がるものだと思います。例えばこういうふ

うなＴシャツのユニフォームとかいろいろな形のものが想定されるかと思いますので、いろいろ検討

されて、子供なり保護者なりから、ああ、運転手さんだねとわかるような形で業務に当たってもらえ

るように計画をしていただければと思います。 

教育長 今のお話、スクールバスのほかにいろいろなところに出かけられるというふうなことでもあり

ますので、ちょっと検討して考えてみたいと思います。 



委員長 ほかにありませんか。 

３番 ちょっと中身だけ教えてください。136 ページ、中学校管理費、めくっていただいて、138 ペー

ジ、139 ページ。139 ページの下のほうに工事費ございます。工事請負費 2,478 万 6,300 円。内容を

見ますと、中学校の体育館の屋根と床を直しておるようですが、屋根と床で約 2,000万円、あと差額

分についてはどこか修理をしたんでしょうか。 

教育次長 ステージの上の雨漏り関係の修繕工事を行っております。 

３番 それは金額幾ら、四百何がしですか。この差額、ちょうど 400万ちょっとぐらいかかった工事な

んですか。何を言いたいかというと、さっき成果表の中に 400万ぐらいかかる工事であればこういう

ものをやったんだよということを明記しておいたほうがわかりやすいんじゃないかなと思ったので

質問しました。 

教育次長 成果表の 109ページに書いてございますけれども、工事関係で体育館の屋根及び校舍屋根改

修工事というふうなことで、屋根の全面改修と体育館の棟渡り廊下の屋根の全面改修、あと教室棟階

段室及び渡り廊下、それぞれの金額というふうなことでしょうか。（「今話をしているのはこのトー

タルで、屋根なり、校舎の、何ですか、それが 1,400万円かかったという話でしょう」の声あり）は

い。（「めくっていただくと、裏に床の修繕費で 580万円載っていますよね、110ページに、110ペー

ジの一番上に、体育館の床 580万円。この 1,400万と 580万足しても決算書の 2,400万にはならない

んじゃないんですかって言っているんです。どこかでやっているんであれば、それを教えてください」

の声あり） 

委員長 暫時休憩をします。 

午後２時１７分 休憩 

                                            

午後２時１７分 再開 

委員長 再開します。 

教育次長 失礼しました。これにつきましては６月補正しておりまして、屋根の雨漏り補修で 178万円、

あと屋体の屋根のカバールーフの改修というふうなことで 757万 1,000円、マリーナの鉄骨、済みま

せん、屋根のカバールーフではなくてマリーナのほうの……、違うな、差額の 400万円ですよね。済

みません、エレベーターの改修で、昨年扉が開いたまま走行するというふうなニュースがありまして、

その防止のための耐震対策というふうなことでの工事が入ってございます。 

３番 そうしますと、そのエレベーターの工事で 403 万 2,000 円ほどかかったということで、合計で

2,400万円ということでいいんですね。はい、わかりました。 

教育次長 済みません、ちょっと説明足らずで済みません。雨漏りの分とエレベーターの分です。合わ

せて四百何がしの分です。 

委員長 ほかにありませんか。 

７番 146ページの５目の西ノ前遺跡周辺地区整備事業費についてお伺いします。 

  補正予算でとって全額繰越明許費で処理しておりますけれども、繰越明許処分の予算の執行につい

ては私は思うんですけれども、できれば年度の早い時期でこれを執行するのが当然だろうと私はそう

理解します。西ノ前遺跡の整備状況を見ますと、まだ着工の動きもないし、まだ議会の請負契約も、

承認もできていない状況でありますので、これからの計画、どんな方法で整備していくのか、その辺、

お伺いします。 

教育次長 西ノ前遺跡関係の公園の整備に関しては、４月 30 日に丈量測量というようなことで現場の



測量を入札してございます。完成が７月 15日、終わっておりまして、その後、実施設計をお願いする

というようなことで設計を内部で検討しまして、８月４日の日に設計のほうの入札を始めております。

ですので、まだ現場のほうは丈量測量のためのくいがいっぱい立ってございますけれども、これから

それをもとにして文化財保護課のほうと遺跡地のいわゆる工事する際の留意点等を勘案しながら、そ

してまたどういうふうな設計にするかというふうなベースとしては、今まで活用協議会のほうで提示

されているトレースがございますけれども、あれをもとに今設計をやっているという段階でございま

す。 

７番 これからだんだん寒くなり、また雪も降ってくるような状況になりますので、このままでいくと、

また 26 年度当初予算は繰越明許費になるのかなとちょっと心配されます。やっぱり工事にかかる前

に、あの遺跡周辺の発掘調査の件があるのかどうか、その辺、お伺いします。 

教育次長 発掘については昨年、ちょうど里帰り展のときに文化財保護課のほうと協力しまして所要の

発掘について抽出して調査を終わってございます。その他、もっと詳しくなるというふうになると、

どうしても公園の整備にも入れないというふうな状況になりますので、今後公園整備につきましては

土盛りが中心の工事になるのかなというふうにちょっと考えております。 

委員長 いいですか。ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 ないようですので、第 10款教育費についての質疑、審査を終結いたします。 

  次に、第 11款災害復旧費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。11款災害復旧費、質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 なしの声があります。なしと認め、第 11款災害復旧費について質疑、審査を終結します。 

  第 12款公債費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。 

４番 155 ページの利子の中の一時借入分の２万 6,301 円、この一時借入分というのはどういう借り入

れに対しての利子だったのか、質問いたします。 

総務課長 歳出については４月からずっと始まるわけですけれども、交付税の交付時期というのがあり

ます。それから、税収が入ってくる時期もありまして、その支払が滞るような支払いが出てくる場合

について一時的にお金を借りて、それで資金調達をしてお支払いをするというふうになっています。

予算の一番最初のほうに借入金の限度額というのがあると思いますけれども、その限度の範囲内でお

金をお借りして支払いがスムーズにいくようにというようなことでやっているというふうなことで

ございます。 

４番 ちなみに、これはどんな事業に対して、年度ごとに違うんでしょうけれども、今回の場合はどん

な事業に対してその支払が滞りそうになったのか、そしてどこから一時借り入れしたのか、質問した

します。 

総務課長 どの部分というふうなこともあるでしょうけれども、借入先は新庄もがみ農協でございます。

この２万 6,301円というのは 25年の４月１日から 25年４月４日までの４日間分、３億円借りたとい

うふうなことでございます。これについては、借り入れはしているんでしょうけれども、年度区切り

の関係で、去年の４月１日から４日までの部分でお支払いする金が足りなかったということで３億円



を新庄もがみ農協さんから借りたというふうなことになります。それ以前の３月中に払う分について

は、期間を区切って、年度区切りで予算執行しますので、その前に借りた分はあると思いますけれど

も、この３億円について、この２万 6,000円の利息については今言った去年の４月１日から４日まで

の分ということになります。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 ないようですので、第 12款公債費について質疑、審査を終結します。 

  次に、第 13款予備費を審査します。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 なしと認め、第 13款予備費についての質疑、審査を終結します。 

  これで一般会計の質疑、審査を終結いたします。 

  午後３時まで休憩をいたします。 

午後２時３０分 休憩 

                                            

午後３時０２分 再開 

委員長 再開いたします。 

                                            

 平成２５年度舟形町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定について 

委員長 国民健康保険特別会計の審査を行います。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 質疑なしと認め、国民健康保険特別会計の質疑、審査を終結します。 

                                             

 平成２５年度舟形町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

委員長 次に、後期高齢者医療事業特別会計の審査を行います。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。 

７番 192ページの後期高齢者保険料ので質問いたします。 

  当初予算より補正予算でマイナスになっておりますけれども、普通ならば後期高齢者が、老人の方

が自然にふえて、保険料もそれに伴って普通ふえるというようなことが常識の考えだと思いますけれ

ども、これ何か保険料か税率の関係で違ったのか、その辺、お伺いします。 

税務福祉課長 では、私のほうからお答えさせていただきます。 

  今期保険料につきましては、賦課につきましては県の広域連合のほうで賦課をします。徴収事務に

ついて町が行うというふうな規定になっております。 

  補正予算額のほうで 104万円ほど減っているというふうな内容につきましては、保険料の賦課状況

といたしましては２つありまして、均等割と、あと所得割というふうなことで２つの要件があります。

所得割のほうで人数も減ったんですけれども、今年金の収入が少なくなってきているというふうなと



ころから賦課の状況で変わって、このようなマイナスになったというふうなことでございます。以上

です。 

７番 そうすると、広域連合には払う額が決まっていて、町の後期高齢者の保険料が少なくなった分を

町の繰入金なり、繰出金なりで調整するということで理解していいのかな。 

税務福祉課長 ただいまのことですけれども、調整をするというふうなことではありません。賦課をし

て、徴収した金額全てを広域連合のほうに送金するというふうな仕組みですので、こちらは賦課の状

態で減額になったというふうなことです。徴収につきましては、100％の徴収率ですので、賦課した全

部をお金をいただいて、それを全部送っているというふうな状況です。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 質疑なしと認め、後期高齢者医療事業特別会計の質疑、審査を終結いたします。 

                                             

 平成２５年度舟形町介護保険特別会計事業勘定計歳入歳出決算の認定について 

委員長 次に、介護保険特別会計の審査を行います。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。 

  ここで皆さんにお諮りします。会議時間は午後４時までとなっております。会議規則第８条第２項

の規定により午後５時まで会議時間を延長したいと思いますが、異義ありませんか。 

  （「異義なし」の声あり） 

委員長 午後５時まで会議時間を延長します。 

４番 それでは、212 ページ、213 ページの事業収入のケアプラン作成料、収入済額で 333 万 2,000 円

というのがありますけれども、これはどういった事業内容なのか、質問したします。 

税務福祉課長 ただいまの件についてご説明いたします。 

  事業収入というふうなことで、ケアプラン作成料ということで 322万 2,680円の金額が収入済額と

して上げられておりますが、こちらにつきましては包括支援センターとしてケアプラン、介護認定審

査をして、その方が要支援、あとは介護と、要支援１、２というふうになった方についてどういうふ

うな支援をしていくかというふうなことでのプランを設定します。その作成を町のほうでは包括支援

センターというふうなことで、１つの事業所としてその業務を行っております。その業務が１件につ

いて 4,140円ぐらいだったと思います。新たに新規の場合は、それに加算分というふうなことで 7,140

円ぐらいの金額がかかりますけれども、そちらを介護保険のほうに請求するというふうなシステムが

あるんです。包括支援センターとして行った業務を介護保険というふうなことで、そちらのほうに申

請をするというふうなことで、事務的には連合会のほうに申請をして、そしてそれが毎月収入として

町のほうに入ってくる。そして介護保険のほうの収入に充てるというふうな内容でございます。よろ

しくお願いします。 

４番 そうしますと、このお金の出どころは、どこの組織から入ってきているお金ということになりま

すか。 

税務福祉課長 こちらについては、介護保険の歳出のほうの 217ページになりますけれども、居宅介護

サービス計画給付費というふうなことで 1,983万 4,250円、それとあと次の介護予防サービス給付費

というふうなことで、介護予防サービス計画給付費 322万 2,680円というふうなことで、こういうふ

うな区分けになっておりますけれども、町のほうで払って連合会のほうに給付をして、そちらからケ



アプランを行った分の請求をして、それが町の会計のほうに戻ってくるというふうなシステムでござ

います。 

４番 そうしますと、このケアプラン作成料というのは、難しい話は抜きにして、広域の連合会から入

ってきているということでよろしいんですか。 

税務福祉課長 私、今申し上げました、２つ、サービス給付費のほうを言ったんですけれども、ちょっ

と訂正させていただきます。要支援の１、２につきましては、介護予防サービス等給付費の中段の介

護予防サービス計画給付費 322万 2,680円、これを支出して、それと同額のものでケアプラン作成料

というふうなことで収入、歳入のほうの 213 ページ、322 万 2,680 円、同額のお金が戻ってくるとい

うふうなことでございます。それは国保連合会というふうなところで、全て給付のほうの中間、中間

といいますか、そちらのほうで業務を行っておりますので、そちらのほうに委託をしている関係でそ

ちらに払って、そちらからいただいているというふうなことです。（「国保連合会ね」の声あり）は

い。 

委員長 ほかにありませんか。 

４番 じゃ、もう１点、223 ページの包括的支援事業費の中の、その中の下の介護支援専門員育成研修

補助金、この事業内容について質問したします。 

税務福祉課長 先日も包括支援センターの体制のことでお話を申し上げましたけれども、昨年につきま

しては体制の中でケアマネジャーというふうなことで、えんじゅ荘のほうから１名、あとは徳洲会の

ほうから１名というふうなことでお話をしたところでした。こちらに上がっている補助金につきまし

ては徳洲会の分で、徳洲会につきましては医療法人の関係で委託料の支払いができないというふうな

ことで、こちらのほうではお金を支出する項目として補助金というふうなことで、こちらのほうで支

出をさせていただいているような状況です。よろしくお願いします。 

４番 そうしますと、この介護支援専門員育成費というのは 300万円ほど出ていますけれども、例えば

徳洲会にお金をやって誰かを育成していこうというお金だと思うんですけれども、例えばケアマネジ

ャーを育成していこうとした場合、そこのケアマネの試験を受けるのに例えば５年間の実務経験とか

必要なわけですよね。そうすると、５年間は育成しなくてはならないということになるわけです。こ

れは単年度事業なのか、それともこういった支出をずっと続けていこうと考えておるのか。どういう

考えで支出しているのか、質問いたします。 

税務福祉課長 ただいまの件ですけれども、補助金の名称といたしましては研修というふうに名称にな

っておりますけれども、こちらにつきましては、研修というふうなことではなく、包括支援センター

の職員として町のほうで働いていただいている分になります。あえて言うならば、包括支援センター

の職員のほうで私どもが習うべきところは習うというふうな情報交換の場にもなっているかと思い

ます。 

４番 そうしたら、そんな難しい話ではなくて、徳洲会からの派遣ということではなくて、町がそうい

ったケアマネならケアマネ、プランを立てる人なら立てる人の研修員として町で雇用していますとい

う、そういう形ではだめなんですか。何で民間業者がそこに入ってこないとだめなのかなというふう

に思うんですけれども。 

税務福祉課長 舟形町の包括支援センターのありようからいえば、まずは自前で行っているということ

でございます。それにつきましては、市町村いろいろ調べてみれば、包括支援センターを施設のほう

にお任せしているとか、あとは社会福祉協議会のほうに委託しているというふうなところもあります。

それで、舟形町については直営でというふうなことで今行っているわけですので、職員体制としてケ



アマネの資格を持っている方が市町村職員の中では看護師さんというふうなことでもありますし、そ

れで充足できるわけではないので、それで民間の施設のほうから着ていただいて、そのノウハウのあ

る方を業務的なことで活用させていただいているというふうなことでございます。よろしくお願いし

ます。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 質疑なしと認め、介護保険事業特別会計の質疑、審査を終結いたします。 

  本日は、これにて散会をいたします。 

  明日は午前 10時より再開をいたしますので、午前９時 45分までご参集ください。 

  ご苦労さまでした。 

午後４時０５分 散会 
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午前１０時０６分 再開 

委員長 おはようございます。ただいまの出席委員は９名です。定足数に達しております。 

 直ちに委員会を開会いたします。 

                                            

 平成２５年度舟形町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

委員長 簡易水道事業特別会計の審査を行います。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。質疑につきましては、ページ、款項目を明言され、できるだけ簡潔

にお願いいたします。 

４番 235 ページ、雑入の収入で、村山広域水道浄水処理障害給水応援費、この事業について質問いた

します。 

地域整備課長 この雑入につきましては、昨年の７月だったと思うんですけれども、災害によりまして

寒河江川が濁流によって濁ったということで、そこの広域水道処理場が、その濁りがいつまでも続い

た状況によりまして、各市町村から応援が行きまして給水をしております。村山だけでなく、天童、

山形、あちこちの市、町のほうに給水のタンクを持って応援に行っております。舟形は天童市に割り

当てされたわけなんですけれども、そこに町の水を運んで持っていって給水の応援をしたわけなんで

すけれども、それに伴って、日当代みたいな形で天童市より入金されているものでございます。 

委員長 ほかにありませんか。 

１番 236ページ、１項１目、その中で、成果表を見ると、166ページ、（３）水道施設（浄水場）の建

設用地の確保が図られたとあります。沖の原、番地的には長者原かと思われますけれども、そこに用

地が確保されたということだと思います。そこの付近は農地の区域であり、隣接する場所にはヤマブ

ドウ、ラフランス等々の果樹もしくは水田等があります。そういうものに関しては、特に果樹の関係

はエスエススプレーで防除なり等が行われるわけですけれども、それとの協議なり安全性の課題を整

理されているのですか。 

地域整備課長 このたび用地を求めた箇所につきましては、ネギの選果場がありますけれども、そこの

向かいあたりになります田んぼになっております。果樹につきましては農協のライスセンターの脇の

ほうにずっと道路を挟んであるわけなんですけれども、そちらのほうにありますので、果樹に対して

の農薬散布をされても浄水場のほうにはそんなに影響はないのではないかなと感じております。 

  ただ、そういう面について、果樹農家さんとは特に打ち合わせを持ったという経過はございません。 

１番 私の認識不足かわからないですけれども、隣が杉林になっていて、その隣はラフランス畑になっ

ています。奥のほうもラフランス畑になっております。ラフランス畑の隣は、ちょこっと植えた範囲

でブドウ畑になっております。今言ったように、コメの集荷も行われる、ネギの選果場も確かにあり

ますけれども、防除に関してはできるだけドリフトを削減するような形でやっているわけですけれど

も、背中合わせではまるっきりご近所なわけです。地権者との買収の協議は恐らくされてこういう形

で文面が上がってきているんだろうけれども、その以前に農業者との協議が必要ではないかと思いま

すけれども、されていないですか。 

地域整備課長 今委員が言われるように、果樹農家さんとの話し合いは特に持っていなかったわけです。

ただ、浄水場でありますので建物そのものはございますので、その中に水が入るわけです。果樹農家

さんが農薬を散布したとしても直接浄水場の水の中には入らないものではないかなと感じておりま

す。 



  ただ、隣接する場所でありますので、それについて今後果樹農家さんと協議は必要であるとすれば、

その対応について、対策とかそういうものについて話し合いをもって対策を万全にもっていきたいな

と感じております。 

１番 私から見れば、安全・安心というものが強くうたわれている中で、順番が逆のように感じており

ます。経壇原でいえば、マッシュルームさんが事業展開しております。その関係上、隣接する水田の

圃場で、例えばＪＡさんのほうに空散防除の委託があります。しかしながら、マッシュルームさんの

ほうでは空気に混ざって、空気が滞留して菌舎にも空気が入ると、それにドリフトの薬剤を懸念され

ることがあるので、もしするんであれば取り決めなり写真なりを撮らせていただきますということが

あって、なかなか厳しい状況で、ＪＡさんのほうからは周辺の範囲を、距離数が多いから断りをさせ

ていただいて農家のほうには説明しているという形があります。そういう状況の観点からいきますと、

今回浄水場の予定地を策定する前に農家との協議をするのが先行だったのではないかと思います。今

後、工事が予算の関係で進んでいこうかと思いますけれども、農家に不安を与えるような形ではなく、

しっかりとした農家との協議をして、安全・安心を確立するような協議をしていただきたいと思いま

す。どうですか。 

地域整備課長 今言われるように、町民の方に水道の水を飲ませるためにやはり安心で安全な水を送る

という形だと思います。確かに農家の方と今話し合いは持っていないわけなんですけれども、これか

らそういうふうな面につきましても打ち合わせをしながら浄水場設備を計画していくという形にな

ると思いますので、委員が言われるように、農家さんとも話し合いを持ちたいと考えております。 

委員長 ほかにありませんか。 

４番 ではもう１回、雑入に入るのではないかと思うので、234 ページになるんですけれども、県民ゴ

ルフ場、舟形の若あゆゴルフ場に、今でもそうかもしれないですけれども、以前舟形町に水道水を供

給していると思います。その供給に対しての収入があるはずじゃないかなと思うんですけれども、以

前はあったんですけれども、それはもう供給しないことになったんで、多分この雑入あたりに入って

くるんではないかなと思ったんですけれども、今はゴルフ場に対しての水の供給というのはどういう

ふうになっていますか。 

地域整備課長 ゴルフ場の水道につきましては、ゴルフ場は水道水を使っていないわけです。温泉で、

若あゆ温泉が若あゆ大橋の下のほうに、対岸のほうに源泉がありまして、そこの井戸から若あゆ温泉

に水を引っ張っております。その水をゴルフ場がいただいて水道水として使っているような形になっ

ていますので、町の水道水とは全然関係ないような状況であります。 

４番 もう一度確認しますけれども、以前、若あゆ温泉の温泉水を供給していた時期があったか水道水

を供給していた時期、水道水を供給して沸かし湯でたしか風呂に入れた時期があったんですけれども、

今は全て県民ゴルフ場で井戸水をくんで事業をやっているということで間違いないですね。 

産業振興課長 県民ゴルフ場の水道水につきましては、今地域整備課長が話したとおりに、若あゆ温泉

で独自に調達している井戸水を、飲料水をゴルフ場に分けて供給しております。そういうことから、

振興公社の運営の会計につきましては雑入として、25年度につきましては若干ほかの雑入にも入って

いるんですが、75万 2,900円ほどの内数に相当分の県民ゴルフ場の水道水施設維持管理負担金という

ことで入金になっております。 

４番 そうすると、結局、水道水の料金は若あゆ温泉の会計の中に入っているということなんだろうと

思いますけれども、若あゆ温泉自体は舟形町の事業の水道水を使ってるわけですよね。使っていない。

独自のやつ。そうなんですか。わかりました。それなら理解できましたのでいいです。 



委員長 ほかにありませんか。 

３番 232 ページの歳入のほうで水道事業収入がございます。欠損の種類の中で、徴税、未納の話も先

般ありましたけれども、ここで水道事業の未収入、現年度分と滞納分で合わせて 700万ほどになって

ございます。この額につきましては皆さんご存じのとおり年々ふえているという状況でございまして、

反面、財務の内容で一般会計からの繰り入れが水道事業については前年度より半額になってございま

す。大体工事が終了しているので、大きな事業はないので繰入金が少なくなっているのかと思います

が、事業が好転しているにもかかわらず事業収入の未済がどんどんとふえているということについて、

もっと対策を強化しなければならないと思います。監査委員の意見書にもございますが、水道供給を

とめるなどの措置を講じているという表現がございますが、前年度、水道、実際に供給をとめた件数

がどれくらいあるのかお伺いします。 

地域整備課長 滞納繰り越し分、それから現年の水道使用料が加算されているということで、大分たま

っているような状況でございます。これにつきましては、３カ月以上納めない方につきましては督促

状、それから直接電話、あるいは直接担当者がうちに参って納めてくださいよという形で話をしてい

るわけなんですけれども、なかなかそれができない方がございます。やはり滞納している方につきま

しては公共料金全般にわたって滞納している状況もございまして、水道料だけでも納めてくださいと

いうことを言ってもなかなか納められないような方がほとんどでございます。３カ月以上滞納します

と水道をとめますよという通知をやります。その前に事前打ち合わせとしまして幾らでもいいから納

めてくださいということで話をするわけなんですけれども、それも納めないでいますと停止しますよ

という通知をやって、停止するような形になるわけなんですけれども、その通知をやることによって

わずかでも納めに来るという方がほとんどでございます。実際は今まで停止した方はございません。 

３番 実際に供給を停止した実例はないということですか。そうしますと、監査意見書の中にある、27

ページに、３番目にくだりがありますが、水道料金は供給停止を講ずるなど、それらの努力をされて

いるのは認められるがという、ここを読む限りでは私は供給停止をしていると判断したんですが、実

際に課長のほうではないと言うんですか。 

地域整備課長 済みません。去年の段階はなかったんですけれども、以前は何件かございました。ただ、

去年ですと通知をやりますと、滞納している金額の全体ではないんですけれども幾らかでも納めると

いう形で、納めればとめることはいかないものですから、去年の段階ではそういうふうに停止した方

がいなかったという状況でございます。 

３番 そうしますと、この意見書は今まで、過去にそういうことがあったということで理解をしてよろ

しいわけですね。 

  そうしますと、今課長から３カ月を経過したらそういう通知を出すという話ですが、通知を出せば

幾らか納めるという話で、そういう実例があるのであれば３カ月を待たずに１カ月でも通知を出せば

すぐ納めてくれるんじゃないですか。そういう方法をさまざま考えながらやらないと、きのうも２番

委員からありましたけれども、そういう専門的な知識の方々を準備をして向かわないと、水道料金だ

けではないですけれども、町の税金とか滞納分については回収ができないのではないかなと思います

けれども、そのあたり、もうちょっとやり方を考えて取り組んでいただきたいと思います。 

地域整備課長 ３カ月以上滞納がある方についてということでありますけれども、その前に段階的に話

を進めているわけなんです。水道料を滞納している方に対しては、最初、水道料の料金を納入する相

談をしております。その後、分割納めの方については納入の誓約書みたいなものを書いていただいて

約束をもらうということもやっております。それも効かない場合は強制停止という通知を出すわけな



んですけれども、そういうような段階を追って滞納者に対してましては説明をしている状況でござい

ます。 

委員長 ほかにありませんか。 

２番 232 ページ、基金繰入 3,700 万とありますけれども、全体の収支を見てますと、大分収支バラン

スがとれるような形になってきているのかなという感じがします。というのは、公債費が減ってきて

いるという関係もあるかと思いますが、決算審査意見書の 19 ページにあります、企業会計の原則を

もって独立採算の確立に向けてなお一層の努力をお願いしたいというふうな文言について、町の考え、

どういう考えを持っているのかお聞きしたいと思います。 

地域整備課長 特別会計につきましては、今言われるように独立採算制という形をもっていくことが一

番大事なことだと思うんですけれども、水道、それから上下水道３回会計とも規模が小さいわけです。

そうすると独立採算性もなかなか見えてこないという状況もございます。これは人口が多ければそれ

なりの使用料が入ってくるわけなんですけれども、人口そのものが少ない状況で収入はそれなりの収

入しかないという状況もございますので、意外と難しいような面でございます。 

  ただ、一般会計からの繰入金をもって事業がある場合はそういうものを事業に充てるということで、

繰入金につきましては、今のところそれがないと事業がやっていけないような状況でございますので、

その辺をご理解いただきたいなと思います。 

総務課長 水道会計、水道のみならずほかの会計についても一般会計からの繰り入れをしておりますけ

れども、これについては、例えば水道の場合ですと水道事業債を起こした場合についてそれが過疎債

の分と水道事業債ということでの起債区分があって、それで起債を発行するわけですが、過疎債で発

行した分、それから水道の分についても交付税措置がされております。起債については元利償還の

70％、そういったものが交付税に入ってきます。それから普通交付税の中には給水人口に応じて交付

税措置が基準財政需要額として入ってきますけれども、そういったものは一般会計の普通交付税に一

括して入ってきます。そういったことで、その中に水道分というものがあるということでありますの

で、それらについて特別会計のほうに繰り出してやるということになりますが、計算式等がありまし

て、基準内繰り入れ、一般会計から基準内の繰り入れの中でしか今のところ繰り出しておりません。

あくまでも町のほうの単独でそれにかさ上げをして繰り入れしているということはございませんの

で、基準内繰り入れ内で今のところ水道事業は終わっているということでご理解をいただきたいと思

います。 

２番 そうしますと、回答を聞いていますと、地方交付税で来るんだから、一般会計からの繰り入れに

ついては町独自の持ち出しはないということのように聞こえますが、私が言いたいのは、特別会計い

ろいろありますが、簡易水道事業特別会計が一番この企業会計の原則の収支にもっていける特別会計

ではないのかなと思います。というのは、公債費 8,200万程度ありますが、これに対して一般会計か

らの繰り入れが 3,700万ということで、この公債費の償還が進んでくればおのずと収支バランスがと

れるような形にもっていけるのかなという感じを受けたわけであります。そういったことで、今の答

弁を聞いていますと、いつまでたってもこの企業会計という原則に基づいた独立採算的なことはでき

ないという感じを受けましたが、そうなんですか。 

町長 今、地域整備課長なり中山課長言いましたけれども、まず３つの特別会計、決算資料の 21 ペー

ジをちょっとごらんになってください。 

  20ページの一般会計の地方債現在高、それから21ページが３つの会計の地方債の残高があります。

これを見ますと一目瞭然であります。25年度の地方債現在高 40億 718万 9,000円、それと 21ページ



の３つの会計、これを足してみてください。足してみますと約 44億なんです。ですからここが一番の

特別会計の林監査委員が言っている独立採算性、私も企業会計でありますので独立採算制度というこ

とは一番の大きな目標でありますけれども、この辺がやっぱり精査していかないと独立採算はなかな

か難しいだろうと。ですから、特別会計の収入は使用料なんです。簡易水道も私の記憶ですと 10年以

上値上げはしないという状況であります。そういう起債を、44億の記載を償還する手だてのためには

どうするか、収入を上げていくのか、値上げするのか。 

  あるいは歳出面。歳出面は３つの会計というものも一つの案として指定管理者制度もいいのではな

いかと実は思っております。ただ、値上げする場合も今消費税も８％から 10％となってきますと、町

民の皆さんの立場からいうと、消費税も値上げして、あるいは公共料金も値上げするのかというジレ

ンマも実はあるわけでありますので、その辺のタイミング、時期というものを見ながら、まず指定管

理者制度というものが一つのいい案ではないかなと、そこから独立採算性というものを目指していけ

ばいいのかなと私は思っています。 

２番 確かに町長の答弁のとおり、簡易水道、農業集落排水、公共下水道、この３つを考えていくとな

かなか企業会計的な処理というのは非常に難しいだろうなという感じがするわけであります。この簡

易水道事業特別会計が一番近い状況にあるのではないのかなということを感じたものだからあえて

質問したところでした。 

  という中で、償還が減ってくれば収支的なバランスがとれるような事業というのが可能になってく

るのではないのかなという感じがしました。ということで、農業集落排水とか公共下水道処理はまた

別個の問題ということでご理解していただきたいなと思います。 

町長 改めて申しますけれども、簡易水道も昭和 40 数年前からのですから今改修もやっていますけれ

ども、今の時点は確かに２番委員のおっしゃるとおりなんです、私もそう思います。ただ、今度沖の

原の第２簡易水道も大規模な改修をやります。そうするとまた借金がふえてくるわけです。ですから、

年数がたてば長寿命化ということで新たな事業を起こさなければならないということも念頭に入れ

ながら独立採算制をしていかないとなかなか難しい、こういうことを今申し上げておるわけでありま

す。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 質疑なしと認め、簡易水道事業特別会計の質疑、審査について終結いたします。 

                                            

 平成２５年度舟形町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

委員長 次に、農業集落排水事業特別会計の審査を行います。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

９番 247 ページの農業集落排水使用料の件についてなんですが、何％ぐらいの率で使用になっている

のか、それを最初にお伺いしたいです。 

地域整備課長 成果報告書の 169ページをごらんいただきたいと思います。 

  この中に表がございますけれども、地区ごとに、定住人口から供用年月日、25年度の接続戸数とい

う形であらわしております。５地区ございますけれども、それぞれ、上長沢からいきますと、水洗化

率で 97.31％、長沢が 88.95％という形で、この水洗化率があらわれております。全体で 87.65％とい

うことで、右端の計のところにありますけれども、現在 87.65％の水洗化率という形になっておりま



す。 

９番 前にも一般質問等で話をしたんですが、せっかく素晴らしいものをつくってもらって、入らない

人は入らない人で浄化槽等を使ってやっているんですけれども、使用料が水道と一緒に払うわけであ

りますから、100％になれば若干安くなるのかなという考え方で、現在５軒が入っていないような形

ですか。25年度で、継続していない。継続したのは６件かな。ということは、できれば、堀内をたと

えると、上流のほうに排水ポンプを何カ所かつけて上に上げているわけです。これを自然の力で下流

のほうに、最上川の下流のほうに設置すればすばらしい機能だったんですが、そういうこともあるの

で、できれば、100％とはいかなくてもぜひ入ってもらう、継続してもらうということで、そういう努

力はどういう考えで話とか何とかしていますか。 

地域整備課長 堀内地区につきましては 81.53％の水洗化率でございますけれども、まだ接続していな

い方が若干残っているわけです。そういう方に対してのお知らせとしまして、町報紙、それからホー

ムページ等に載せまして、接続をお願いするという形でしております。年間、ことし、26年度も４月

か５月の町報紙に載せておりますけれども、そういう形で町民の方にお知らせして、できるだけ早く

接続するような形でもっていっているような状況でございます。 

９番 町報等でやっているのはわかるんですが、入っていない本人、気づかないような感じなんですよ、

話をしますと。せっかく町で莫大な金を使って、それこそ最上郡内でも舟形町は一番進んでいる事業

でありますから、全員が、100％といわなくても、入っていない方に対してホームページ云々ではなく

て、できれば入ってほしいというようなものをしてはいかがかなという考えでいるんです。周りから

話を聞きますと、気づいていないのかなというような感じがします。 

  ただ、金のかかるものですから無理にとは言えないだろうという感じはしているんですけれども、

集落排水の中に入ってもらえば、浄化槽等も個人で云々ではなくてむしろ逆に使用料も幾らかでも安

くなるんだと、入っている方に対して随分金が高いような感じがいたしますので、そこら辺もあわせ

てもう１回、個人的に勧誘ではないのですが、使用していただけるような方策はあるんですか。 

地域整備課長 農業集落排水につきましては、当初でき上がった段階では補助金とかもございまして、

接続に対してかなり最初のうちは加入したわけなんですけれども、現在はそういうような補助金もご

ざいません。ですから、１戸家庭で農集排に接続する場合はトイレとか台所、そういうものも合わせ

て接続する形になりますので、結構お金がかかるという面がございます。ですから、できるだけ早く

個人の方に接続してくださいよという形でお願いするのは、はがきなり手紙なりである程度はお知ら

せはできると思いますけれども、委員が言われるように、絶対つないでくださいということは言えな

いので、何かかしらでできるだけつないでいただくようなお願いを今後していきたいと思います。 

まちづくり課長 それでは、ただいまのご質問の中で、町の制度と県の制度、リフォーム補助金という

制度がありますので、こういった補助金を活用して水洗化ということもできますので、これをもっと

ＰＲして活用できるように進めていきたいと思っております。 

委員長 ほかにありませんか。 

７番 246ページの繰越金についてお伺いします。 

  当初は 50 万、補正予算額が 277 万 7,000 円、普通ならば調定額はこの２つを足して 327 万 7,000

円に近い調定額になろうかと思いますけれども、補正予算に近い 227万 7,190円の調定額にどうして

なったのか、その経過をお伺いします。 

地域整備課長 繰越金ですので、前年度決算が終わった段階で繰越金の額が確定しますので、その額が

このたびそういう 277万 7,190円という額になったわけです。 



７番 普通ならば補正予算で補正していますので大体額に近い形の補正予算を計上するのが本来の姿

ではないかと思います。監査委員の報告にありますとおり、予算の計上の仕方についてはよく精査し

てやってくださいという項目があります。そんな形でもう少し精査した形の、幾ら繰越金でも固まっ

た時点で補正予算なり計上すると思いますので、その辺をお伺いします。 

地域整備課長 当初で 50 万でございますけれども、補正では 227 万 7,000 円、合わせまして 277 万

7,000 円の予算現額を終えておるわけです。確定した段階でその額が 277 万 7,190 円ということで、

予算現額よりも 190円多くなった形であらわれておりますので、予算調定額と収入済額は変わらない

という形になってきているわけです。 

委員長 ７番委員、いいですか。 

７番 済みません。恐らく勘違いかどうかわかりませんけれども、当初の繰越金が 50万、当初予算。そ

れで補正予算が 227万 7,000円、それで予算現額がそれを足すと本当は 300…… 

委員長 暫時休憩します。 

午前１１時００分 休憩 

                                            

午前１１時０１分 再開 

委員長 再開します。 

  ほかにありませんか。 

７番 今、私の計算違いでご迷惑をおかけいたしました。ただいまの発言を取り消したいと思います。

よろしくお願いします。 

委員長  ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 質疑なしと認め、農業集落排水事業特別会計について、質疑、審査を終結します。 

                                            

 平成２５年度舟形町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

委員長 次に、公共下水道事業特別会計の審査を行います。読み上げをお願いします。 

総務課財政管財班長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。公共下水道事業、質疑ありませんか。 

１番 先ほどの質問、集落排水事業でもやっぱり推進に力を入れるべきだという形で、集落排水事業の

成果表に関しては設置場所、おおむね地区単位で利用人口、設置戸数等が成果表としてあらわれてい

ます。公共下水道の場合は範囲が広うございます、しかしながら、まとまった形での定住人口、接続

戸数云々の成果表になっておるわけです。これを集落下水のような感じで、集落単位でどういう戸数、

人口で接続率になっているのかという表を示していただければ、それなりのいろんな形の中で地域で

検討にもなろうかという形にとれるかなと思いますので、ぜひ、こういう成果表をつくるのであれば

地区別の数字をあらわすことができませんでしょうか。 

地域整備課長 集落単位の地区別にあらわしている数字はございます。それによりますと、一個一個数

値言ったほうがよろしいでしょうか。（「今言わなくてもいいよ」の声あり）集落ごとのものはござ

いますので、あとで資料を提出するような形。 

委員長 それでは皆さんにお諮りします。ただいま１番委員からありました集落ごとの成果表の提出に

ついて、提出することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 



委員長 異議なしと認め、後日、成果表の提出を求めます。 

１番 いろんな形の中で、県下でも最も進んでいるという形の中で監査意見書のほうにもあります。そ

の中でやはり 100％ではないわけです。全国的にもデング熱、いろんな形の中で汚水、要するにちょ

っと環境の悪いところを媒体としていろんな伝染病等々なりがまだ心配されるようなことがありま

す。こういう下水につないでいなくて、合併浄化槽をやっているから公共下水道につないでいないと

いうふうに解釈しても 81.9 であれば、公共下水にはつないでいないけれども合併浄化槽にもつない

でいないという数値も分離して把握しているのかということも大変重要性があるかと思います。そう

いうものもやはりしっかりとした中で指導していって、できるだけ普及に努めていただきたいと思い

ます。 

委員長 ほかにありませんか。 

９番 先ほど農集排のときに話を聞いたんですが、公共下水も、例えばうちで直すとなれば莫大な金が

かかりますので、その辺の補助、同じような補助があるのか聞かせてください。 

まちづくり課長 先ほど説明したリフォーム補助金、公共下水道事業のための水洗化にも活用はできま

す。 

９番 ちなみに金額、できますか。１件で大体幾らぐらいですか。 

まちづくり課長 事業費の 10％で上限が 20万ということになります。 

  済みません。同じように県もそれに加算ということになりますので、20万、20万で 40万となりま

す。要件が、県と町が若干違いますので、その辺、要項がありますのでよろしくお願いします。 

委員長 ほかにありませんか。 

１番 関連になりますけれども、今まちづくり課長が示された件、町のリフォーム補助金、これは大変

重宝されているような補助金かと思いますけれども、なかなか舟形町の利用件数がいろんな面から見

ると少ないのではないかなと思います。もう少し内容を掘り下げて、こういうものにも使えるよとい

う理解をしてもらうような普及をぜひお願いします。 

委員長 １番委員、関連質問でよろしいですか。 

１番 はい。 

まちづくり課長 それは周知に努めたいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 質疑なしと認め、公共下水道事業特別会計の質疑、審査を終結いたします。 

                                            

 財産に関する調書の審査 

委員長 次に、財産に関する調書の審査を行います。説明をお願いします。 

総務課長 （朗読、説明省略） 

委員長 これより質疑に入ります。 

４番 それでは、268ページの物品について質問いたします。 

  この中の発電機、去年なかったということで入れた、どこのものだということで町のものだという

ことでなったと思います。それで、発電機は主に公民館とか主要な施設に設置したと思うんですけれ

ども、保守点検、このあたりをどのような形で行っているのか、どういう体制で行おうとしているの

か、その辺を質問いたします。 

総務課長 特に町のほうでは点検ということはやっておりませんが、地域のほうに、それを公民館等に



配置していただいておるわけですが、町内会のほうにそれについて点検をしていただきたいというこ

とでお願いをしております。特に、せっかく整備されておりますので、いろんな地域の行事の関係で

使っていただいて、動作関係についても確認していただくように町内会にはお願いしているところで

あります。 

４番 そうしますと、動作がおかしいとなったときは町内会で修理をするのか、あるいは役場に報告を

求めているのか、役場が修理をするのか、その点質問いたします。 

総務課長 これは町の財産ということで整理をしておりますので、壊れた場合については町のほうで修

理をするということになろうと思います。 

４番 最後に、ないとは思いますけれども、発電機というのは納入するときエンジンオイル、燃料では

なくてエンジンにオイルが入っていないとセンサーがついていて回らないということがあるんです

けれども、そういったところは完璧に点検して整備して導入していますよね。 

総務課長 導入時に職員のほうで点検をして各町内会にお渡ししているので、その部分については問題

ないと思っております。 

委員長 ほかにありませんか。 

１番 269 ページ、３基金、（２）－１定額基金の状況ということで３項目ありますけれども、私の勉

強不足かなと思いますけれども、水田転作家畜云々の 1,200万何がしの数値と、乳牛の 400万何がし

の数字、監査意見書ではもう牛はいないよと、果たしてこの数字はどうなるのという形かなと。この

数字はずっと同じような数字でここ、私たちになってから３年、同じような数字を見ております。上

の数字もさほど変わらなく、頭数は前後しているものの金額 1,100万何がしのままで、下の数字は 416

万何がしで、金利等が動くのが若干動きがあろうかと思いますけれども、今後の対策、どういう経過

の事業でいつからなのかというものを、私だけ知らないのであれば大変恐縮ですけれども、説明して

いただければと思います。 

産業振興課長 定額基金の制度が始まった時期については、ちょっと私勉強不足で後で調べて報告する

ということでご了承をお願いしたいんですが、この基金の目的は、牛を導入する際に資金が伴うわけ

です。それを運用しやすいようにということでこの基金を設定して、そして畜産農家の支援を図ると

いうことで導入しているこの基金の内容かと思うんですが、25年度につきましては表に書かれてあり

ますとおり４頭を購入し、畜産のほうの運営に当たっていると。今年度につきましても五、六頭、ち

ょっとはっきりした数字はわからないんですが、この基金を活用して畜産の拡大、振興に努めている

ということでございます。 

１番 今、農業関係全般的に厳しい、厳しいと言われている中で、いいことないような感じですけれど

も、畜産関係もかなり厳しい状況で、こういう基金を運用しながら応援していくことも必要かと思い

ますので、ずっと続けていく方向なのかなという形、乳牛及び肥育牛云々、この数字、400 万何がし

というのは、これ皆無というのは、いつの時期に貸し出した牛であって、これをいつまで尾を引いて

この数字を残し続けるのか、言ってみれば回収できない不納な形の中で、財産であってもこの数字を

処分するか何か方向性というのはどういう形を考えていますか。 

産業振興課長 この基金の運用については、畜産振興を図る上でも今後も継続して活用していかなけれ

ばならないのではないかと思います。貸付期間なんですが、これまでの経過そのものかと思うんです

が、５年の貸し付けから償還期限、この償還期間につきましては５年という中で運用しております。 

１番 ５年。それを過ぎれば税金のように不納欠損処理するのかということもあるんですけれども、こ

の牛、借りる牛が、この 400万何がしというのが、上のほうは頭数が動いていて金額が動いているか



ら進捗しているんだろうけれども、３段目の乳牛及び肥育牛導入事業基金 400万何がしはもうずっと

そのままの数字なんです。これをこういう形なんだよという形で何か文書か何かで提出していただけ

るんですか。理解してもらえるように説明していただけるんですか。 

委員長 暫時休憩します。 

午前１１時２６分 休憩 

                                            

午前１１時２８分 再開 

委員長 再開します。 

総務課長 この基金等については、まず１つ、乳牛及び肥育牛については現金で 416万 2,263円を持っ

ているということでありますので、これで貸し付けを受けたいという方についてはこの原資の中から

貸すということになります。貸し借りがないということでありまして、ここ数年の乳牛関係、肥育牛

関係の畜産関係が悪いので導入実績がないわけですが、この基金については上のほうの水田転作のほ

うと一緒に、最初につくったときに国のほうのお金も入っているというふうに聞いております。そう

いったことで、廃止をしようとしておった時期もあったんですが、それはまずいという指導があって

このままになって、今現金として基金で持っているということでございます。 

  国のほうでそれを一般会計のほうで戻していいとか半分返せとか、そういうふうなことになった場

合については廃止することもありますが、今の段階では基金の廃止をしてはいけないというふうに指

導があるので、今貸し付けがなくても一応基金としてとっておくということで、これについては利息

等がふえるわけですが、それは予算を通して明朗にしてとっておくということですので、よろしくお

願いしたいと思います。 

委員長 ほかにありませんか。 

７番 基金のふなっこ育成振興基金、25年度に新しく基金が創設されたわけですけれども、運用実績を、

もしわかれば。 

教育次長 25年度はここに書かれてありますとおりございません。（「現在の運用実績」の声あり）現

在は、今回の補正で各保小中のほうに図書の購入ということで備品費として 10万ずつ、計 30万計上

しております。 

７番 この基金は、そうすると基金を、教育委員からもらった基金を設立して、その中からいろいろな

学校なり図書なりのいろいろな関係でふなっこを育てるためのあれに出すと。あくまでも基金が減っ

てなくなればそれで終わりという基金だったか、その辺お伺いします。 

教育次長 基金につきましては、昨年 12 月に積み立て、教育寄附というところで、この基金に入れる

というふうに考えて決めております。運用につきましては、平成 25 年度に小学校が統合したという

ことで、各旧小学校区での、いわゆる地域での教育力が低下しないように、そういったところでの教

育活動について、地域の人たちが教育活動をする場合にそれを支援するためにということと、あわせ

て学校、保育所、中学校、小学校の図書、文庫をつくるということでご承認いただいている事業でご

ざいます。 

委員長 ほかにありませんか。 

５番 私からは、山林についてお伺いします。 

  前にも、前の課長のときにいろんな質問をしたことがありますが、山林は 139ヘクタール、膨大な

姿があることになっております。ただ、今個人の山でも境がわからないとか、いろんな時代の流れで

山が重きを持てないという時代の中で、役場が旧態依然として、この面積だけはあるんですがその所



在、そういうものが行政の中ではわかっているんでしょうか。 

総務課長 地籍調査を実施しておりますので、境界も全部座標を持っております。その台帳も一筆一筆

の台帳を整理しておりますので、現場的なずれがあるかもしれませんが、そこを例えば買収をしよう

という場合については、三角点からその座標の位置が求められますので、そういったことで管理がで

きると思います。 

  大場委員が言われるように、139 の莫大なやつを役場のほうで全部境界がわかるのかと言われれば

わからないわけですけれども、復元することは可能ですので、そういったことで対応するしかないの

かなというふうに考えております。 

５番 せっかくのこの膨大な財産を、逆に言えば、山を今売買する時代は過ぎ去ったように考えますが、

ただ、無用の長物を行政だけで持っていても仕方がないのではないかなと。逆に言えば、売れる場所

があればやはり売ったほうが得策ではないかなという感じがします。だから、この数字的なものを前

にいろいろ聞くと、同じ姿が旧態依然として残っているわけなんです。ただ、今台帳にはあるから間

違いないだろうということですが、やはり有効活用のためにも、できれば、場所においては処分する

方策を考えたことはないんでしょうか。 

総務課長 売買の依頼等が来れば具体的に検討するわけでありますが、そういったことがないので、今

ちょっと考えられるのは、まずこの 139ヘクタールのうち、県との県行造林とか分収林契約をやって

いて、そういったものもあると思いますけれども、そういったところについては契約の間木を育てな

ければならないということで、その分野を除いた部分についてどうしようかということについては、

今後、例えば再生可能エネルギーの中でそういったところから木を伐採して持ってきてそういったペ

レットをつくったりすることも可能だと思いますけれども、そういったことについて地球温暖化計画

等の策定も求められつつありますが、そういった中で検討の材料にしていきたいと思います。 

５番 今課長から説明があったとおり、やはり有効活用とした意味では、図面の中でどこにどのような

町の土地があるかという、もう１回精査しながら有効活用に努力をお願いしたいなと思うわけです。

以上です。 

３番 267 ページの有価証券と出資の関係でございますが、先ほど課長の説明で、有価証券で１件地域

云々の廃止、下の県労働者基金の解散ということで、２件戻しがあるという話がありましたけれども、

上の有価証券の 50 万の戻しは 41 ページの雑入で、時価で 43 万ほど帰っていますが、下の県労金の

170 何がしはどこで受けているのか、ちょっと私探せなかったので、そこだけ教えていただきたいと

思います。 

総務課長 ちょっと見えづらくて大変申しわけありませんが、34、35 ページ、実際のページは 35 ペー

ジになりますけれども、ここに一般寄附金 421万 9,000円がありますけれども、一般寄附金の中の備

考欄の 178万 8,000円、これが山形県労働者信用基金協会の返還金、解散に伴うお金になっておりま

す。 

３番 わかりました。失礼しました。 

  ただ、これは出捐ですよね。出捐というのは給付なんだから戻ってくるんですか。たまたま戻って

きたからいいものの、普通出捐というのは戻ってこないんじゃないですか。 

総務課長 基本的にはそのまま出しっぱなしというものがありますけれども、これについては解散のと

きに多分財産を持っていたんだろうなと思います。その財産を各出捐された団体に配分しているとい

うふうに理解しております。 

４番 269ページの基金の中の緊急経済対策事業基金、これは現在末残高ゼロになっていますけれども、



これは廃止ということだとすると、ただゼロになっていてまた積み増すのかわからないですけれども、

廃止だとしたらその理由について質問いたします。 

総務課長 これは国の経済対策のときに年度末に国のほうで補正をされまして、そのうち、たしか 3,000

万ぐらいだったと思いますけれども、それを基金のほうに積んで、その年でなくて翌年度使っていい

基金、翌年度以降、１年だけでなくて使っていいという基金が創設をしていいということになりまし

た。そのときに基金を創設しまして、時限立法だったので何年以内に使えということがあったので、

その期限を基金条例のほうに定めております。その基金の終期が来ましたので、このお金を、1,059万

6,633 円の残金をその年に緊急経済対策事業に振り分けて、基金を落としてそれを充当しましてなく

しているということになります。基金条例自体には終期が来ていますので、なくさないと国のほうに

返還するということもあるということで、これは 25 年度中に基金から取り崩して充当しているとい

うことになります。 

４番 そうしますと、来年度の決算書にはこれがなくなってくるという理解でよろしいですか。 

総務課長 そういうことになります。 

委員長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

委員長 質疑なしと認め、財産に関する調書の審査を終結いたします。 

  以上を持ちまして、一般会計並びに６特別会計決算及び財産に関する調書の審査を終了いたします。 

  ３日間にわたる審査、大変ご苦労さまでした。 

  委員長がふなれなために議事進行上大変ご迷惑をおかけしましたが、皆様のご協力によりまして、

予定の期間内に終了することができました。心より御礼を申し上げます。 

  これをもちまして、平成 25 年度決算審査特別委員会を閉会させていただきます。ご苦労さまでし

た。 

午前１１時４１分 閉会 

 

 


